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国民スポーツ大会開催基準要項  
 

１  総    則  

国民スポーツ大会（以下｢大会｣という。）を開催し、運営するためにこの基準要項（以下

「本要項」という。）を定める。  

 

２  目    的  

大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と

体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国

民生活を明るく豊かにしようとするものである。  

 

３  性    格  

大会は、国民の各層を対象とする体育・スポーツの祭典である。  

 

４  名    称  

（１）大会の正式名称は次のとおりとする。  

１）  国民スポーツ大会冬季大会（以下「冬季大会」という。）  

２）  国民スポーツ大会（以下「本大会」という。）  

（2）「回数」及び「競技名」を表示する場合は次のとおりとする。  

１）  冬季大会     

第○回国民スポーツ大会冬季大会○○競技会  

２）  本大会      

第○回国民スポーツ大会○○競技会  

（3）略称、英語表記は次のとおりとする。  

１）  略称は、「国スポ」（こくすぽ）とする。  

２）  英語表記は、「JAPAN GAMES」とする。  

（4）大会に関する製作物等には、原則として正式名称を表示しなければならない。  

 

５  回    数  

大会は、昭和 21 年に開催された大会をもって第 1 回とし、これより起算し、原則として暦

年を基準に回数を順次付するものとする。  

 

６  主    催  

大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下｢日本スポーツ協会｣という。）、

文部科学省及び開催地都道府県（以下「開催県」という。）とし､各競技会については日本

スポーツ協会加盟競技団体等（以下「競技団体」という。）及び会場地市町村を含めたもの

とする。  

 

７  開催の基本方針  

(1) 大会の開催方法  

１）  大会は、毎年開催し、都道府県持ち回りとする。  

２）  大会は、冬季大会、本大会に分け、この順に開催する。  

３）  本大会は、同一都道府県内で開催することを原則とするが、複数の都道府県が一致
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して開催を希望した場合は、国民スポーツ大会開催基準要項細則（以下「細則」とい

う。）第 1 項の要領により開催することができる。  

(2) 大会の開催時期及び期間並びに会期  

１）  大会の開催時期は、次のとおりとする。ただし、開催地の気象その他の事情により変

更することができる。  

①  冬季大会：12 月～2 月末日  

②  本 大 会：9 月中旬～10 月中旬  

［注］公開競技については、当該大会開催年度 4 月 1 日以降、本大会会期内まで  

２）  大会の開催期間は次のとおりとし、特別な事情がない限り、延長することはできな

い。  

①  冬季大会：5 日間以内  

②  本 大 会：11 日間以内  

３）  大会の会期は、本要項第16項に規定する場合を除き、開催 3年前に日本スポーツ協

会が開催県と協議して決定する。  

４）  競技会の会期は、本要項第16項に規定する場合を除き、開催 3年前の 12月 31日ま

でに、日本スポーツ協会が中央競技団体及び開催県と協議して決定する。  

５）  開催県内では、大会の開催期間中及びその 1 週間前に他の競技的催し物等を実施

することはできない。  

(3) 大会の実施競技及び参加人員  

１）  大会の実施競技の区分は、正式競技、公開競技、デモンストレーションスポーツ、特

別競技とし、正式競技は都道府県対抗で実施する。  

２）  大会の実施競技及び参加人員等は、本要項第10項に基づき、開催県の諸条件も考

慮の上、主催者間の協議で開催県内定時に決定する。  

(4) 大会の会場地及び競技施設  

１）  開催県内の市町村会場地の決定にあっては、同一競技は同一市町村内で開催する

ことを原則とし、会場地市町村等の都合により分散する場合でも近接の市町村で開

催するものとする。  

２）  大会の諸施設（公開競技を除く）は、別に細則第2項で定める施設基準による。  

３）  開催県の立地条件及びスポーツ推進の状況等から実施困難な競技がある場合、当

該競技を近県又はブロック内の既存の施設を活用して実施することができる。その際、

開催県は、開催申請書提出以前に日本スポーツ協会及び文部科学省と協議しなけ

ればならない。  

(5) 大会の文化プログラム  

大会の主催者及び特定非営利活動法人日本スポーツ芸術協会は、別に定める「文

化プログラム実施基準」に基づき文化プログラムを実施する。なお、必要に応じ

個別プログラムの主催者に会場地市町村を含めることができる。 

 (6) 観戦者サービス（スポーツホスピタリティ） 

    大会の開催にあたっては、大会の価値・魅力の中核をなす選手のパフォーマン

スを踏まえた「みる」スポーツの充実及び開催県ならではの文化や特色を発信す

るため、観戦者への多様な観戦支援や地域資源を活用したスポーツホスピタリテ

ィの提供に配慮する。 

 

８  大会参加者  

大会の参加者は、次のとおりとする。  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/JG_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_13.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_13.pdf
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(1) 都道府県選手団  

本部役員、正式競技及び特別競技の監督及び選手（以下「参加選手団」という。）で

構成する。この参加選手団は、都道府県を代表する者で、別に細則第3項で定める参

加資格を有しなければならない。参加選手団は、大会の式典（総合開閉会式、各競技

会の開始式並びに表彰式）及び競技中においては、別に定める「国民スポーツ大会ユ

ニフォーム規程」に基づくユニフォームを着用するものとする。  

(2) 公開競技に参加する選手・監督及び役員  

(3) 役員  

大会役員、競技会役員及び競技団体が指定した競技役員  

 

９  アンチ・ドーピング活動の実施  

大会におけるアンチ・ドーピング活動（ドーピング検査及びアンチ・ドーピング教育・情報

提供・啓発活動）は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（以下「 JADA」という。）が

定める「日本アンチ・ドーピング規程」及び別に定める「国民スポーツ大会アンチ・ドーピン

グ活動に関するガイドライン」に基づき実施する。  

 

１０  大会の実施競技及び種別並びに参加人員  

(1) 実施競技は、別に定める「国民スポーツ大会における実施競技について」に基づき選

定された競技を対象とし、4 年毎に見直すものとする。  

(2) 高等学校野球競技を特別競技として実施し、公益財団法人日本高等学校野球連盟が

主管する。  

(3) 大会で実施する競技、並びに正式競技及び特別競技の参加人員は、別に細則第4項

で定める。  

(4) 正式競技の実施種別は、原則として成年男子・成年女子・少年男子・少年女子とし、参

加資格及び年齢基準については別に細則第3項で定める。  

(5) 開催県は、「公開競技」及び「デモンストレーションスポーツ」として、それぞれ「公開競

技実施基準」及び「デモンストレーションスポーツ実施基準」により実施することができ

る。  

 

１１  表    彰  

(1) 総合表彰  

１）  冬季大会及び本大会で実施した全正式競技の男女総合成績第 1 位の都道府県に

天皇杯を､女子総合成績第 1 位の都道府県に皇后杯を授与する。  

２）  男女総合成績及び女子総合成績第 1 位から第 8 位までの都道府県に、それぞれ表

彰状を授与する。  

３）  総合成績決定方法は、別に細則第 5 項第１号で定める。  

(2) 競技別表彰  

１）  正式競技ごとに、男女総合成績第 1 位の都道府県に、大会会長トロフィーを授与す

る。  

２）  男女総合成績及び女子総合成績第 1 位から第 8 位までの都道府県に、それぞれ表

彰状を授与する。  

３）  各種別及び種目の第 1 位から第 8 位までに、賞状を授与する。  

４）  総合成績決定方法は、別に細則第5項第2号で定める。  

(3) 天皇杯及び皇后杯並びに大会会長トロフィーについては、「国民スポーツ大会天皇

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_14.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_14.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_15.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_15.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_02.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_03.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_03.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_16.pdf
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杯・皇后杯授与規程」及び「国民スポーツ大会会長トロフィー授与規程」により授与す

る。  

(4) 大会の充実・発展並びにスポーツの普及・向上に努め、その実績が顕著な都道府県又

は個人に対しては、特別に表彰することができる。  

 

１２  大会開催の地域区分と順序  

(1) 大会開催の地域区分は東、中及び西地区とし、輪番に開催する。  

(2) 東、中及び西の地域並びにブロックの区分は次表のとおりとする。  

地区  ブロック  都   道   府   県   名  

東  

北海道  北海道  

東   北  青森､岩手､宮城､秋田､山形､福島  

関   東  茨城､栃木､群馬､埼玉､千葉､東京､神奈川､山梨  

中  

北信越  新潟､長野､富山､石川､福井  

東   海  静岡､愛知､三重､岐阜  

近   畿  滋賀､京都､大阪､兵庫､奈良､和歌山  

西  

中   国  鳥取､島根､岡山､広島､山口  

四   国  香川､徳島､愛媛､高知  

九   州  福岡､佐賀､長崎､熊本､大分､宮崎､鹿児島､沖縄  

(3) この地域区分は、冬季大会には適用しない。  

 

１３  大会開催の要望  

(1) 大会の開催を希望する都道府県は、都道府県体育・スポーツ協会（以下「都道府県体

協」という。）会長、都道府県知事及び教育委員会教育長が連署の上、日本スポーツ協

会会長及び文部科学大臣宛に開催要望書を提出するものとする。  

(2) 開催要望書の提出は、原則として大会開催年の 6 年前の年までとする。  

(3) 開催要望書の様式及び添付書類は、別に細則第 6 項で定める。  

(4) 日本スポーツ協会は、要望に基づいて調査審議の上、文部科学省と協議し、当該都道

府県を開催申請書提出順序了解県として決定する。  

 

１４  大会開催の申請  

(1) 開催申請書提出順序了解県は、都道府県体協会長、都道府県知事及び教育委員会

教育長が連署の上、日本スポーツ協会会長及び文部科学大臣宛に開催申請書を提出

するものとする。  

(2) 開催申請書の提出は、原則として大会開催年の 5 年前の年の 6 月 1 日から 6 月 30 日

までとする。  

(3) 開催申請書の様式及び添付書類は、別に細則第7項で定める。  

(4) 原則として、開催申請書の提出に先立ち、正式競技及び特別競技に係る中央競技団

体による会場地市町村の視察を行うものとする。  

 

１５  大会開催地の内定及び決定  

(1) 日本スポーツ協会は、前項の申請に基づいて調査審議の上、文部科学省と協議し、原

則として大会開催年の 5 年前の年の 9 月末日までに大会開催地を内定する。  

(2) 日本スポーツ協会は、開催地の決定に先立ち、大会の会場地及び競技施設の準備状

況等を調査審議の上、文部科学省と協議し、原則として大会開催年の 3 年前の年の 9

月末日までに大会開催地を決定する。  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_16.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_17.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
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１６  大会開催の可否決定及び延期又は中止の対応  

(1) 国内において、大会開催時までに又は会期中に災害その他の事由が発生した場合は、

日本スポーツ協会が審議の上、文部科学省及び当該大会開催県と協議し、日本スポー

ツ協会が予定された会期における開催の可否を決定する。  

この場合、予定された会期において実施不可能な競技が 3 分の 2 程度に達した時は、

予定された会期での開催を中止するものとする。  

(2) (1)において、「災害その他の事由」とは、次に掲げるものをいう。  

１ ) 自然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現

象による被害）  

２ ) 人為災害（火災や大気汚染など都市災害、交通事故、管理災害、環境災害）  

３ ) 特殊災害（テロ、化学物資の漏洩など自然現象以外が要因で発生する災害）  

４ ) その他これに類する事象（感染症の蔓延や拡大防止を事由とするものを含む）  

(3) (1)に掲げる場合において、次に掲げるいずれかの状況が生じているときには、 (4) 

に示すところに従い、大会の開催を延期することができるものとする。  

１ ) 全国的に社会経済活動に極めて重大な支障が生じている状況  

２ ) 全国的に一定期間を超えてスポーツ活動や大規模イベント開催が著しく制限される  

状況  

３ ) 実施競技の 3 分の 2 以上で全国的に予選会（本要項第18項に定める都道府県大会

及びブロック大会をいう。）の開催が困難な状況  

(4) (3)に従い大会の開催を延期する場合においては、次に示す手続に従うものとする。  

１ ) 当該大会開催県が延期を希望する場合は、 (1)に示す開催中止の決定から 1 カ月以

内を期限として、日本スポーツ協会に開催の延期を申請する。期限内に申請が行われ

ない場合は、当該大会は中止するものとする。  

２ ) 日本スポーツ協会は、前号の申請を受けた場合、文部科学省と協議し、当該大会開

催の延期の可否を決定する。  

３ ) 前号により延期が認められる場合、当該大会の開催年及び開催時期は、原則として

次の通りとする。  

①  冬季大会：開催地が決定、内定又は開催申請書提出順序了解していないいずれ

かの年  

 ②  本大会：開催地が決定している年又は６ )によりこれに準ずる年のうち、最も開催年  

が遅い年の翌年  

４ ) 前号により開催する大会回数は、前年に開催の大会に順次付するものとし、実施競

技、実施種目及び参加都道府県数については、原則として当初予定していた大会の

通りとする。  

５ ) ３）により延期された大会の開催年以降に、開催地が内定し又は開催申請書提出順

序了解されていた各大会については、開催年をそれぞれ 1 年延期するものとする。た

だし、冬季大会の開催年についてはこの限りではない。  

６ ) 開催地が内定していた各大会については、前号により開催年を延期するのは１回限

りとし、当該延期後の開催年は、3)②において、開催地が決定している年に準ずる年と

して扱うものとする。  

７ ) ３ )による延期開催については、当該大会につき 1 回限りとする。  

(5) 延期開催又は中止した大会に関する成績の取扱い及び参加資格の対応については、

別に細則第8項で定める。  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
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 (6) 当該大会を予定された会期での開催中止決定後、公開競技及びデモンストレーション

スポーツの開催については、原則として正式競技と同様の取り扱いとする。  

(7) 大会の文化プログラムについては、当該大会を予定された会期での開催中止決定後

に当該大会名を冠して開催することはできない。  

 

１７  大会の標章  

(1) 大会の標章は、次のとおりとする。  

１）  JAPAN GAMES マーク（図形）  

２）  JAPAN GAMES ロゴタイプ（図形）  

３）  前項 1）及び 2）からなるブランドロゴ（図形）  

JAPAN GAMES

マーク  

JAPAN GAMES

ロゴタイプ  

JAPAN GAMES 

ブランドロゴ  

    

 

 

４）  「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「 JAPAN GAMES」、及びこれらの表示を平仮名、

片仮名又はローマ字の文字に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずるも

の  

５）  「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「 JAPAN GAMES」を含む結合語又は造語（愛称

等）  

６）  競技別シルエット  

７）  大会に関するマスコット（キャラクター）  

(2)  日本スポーツ協会及び開催県実行委員会は、 「国民スポーツ大会」、 「国スポ 」 、

「JAPAN GAMES」）を含む結合語又は造語（愛称等）を制定することができる。  

(3) 日本スポーツ協会及び開催県実行委員会は、大会に関係するマスコットを制定するこ

とができる。  

(4) 大会の標章の使用に関しては、「公益財団法人日本スポーツ協会国民スポーツ大会関

係標章の使用に関する規程」によるものとする。ただし、開催県実行委員会が定めるマス

コットについては、除くものとする。  

(5) 大会に関する製作物等には、原則として JAPAN GAMES ブランドロゴまたは JAPAN 

GAMES マークを表示しなければならない。なお、表示方法等については、 「 JAPAN 

GAMESブランドアセットガイドライン」及び「国民スポーツ大会関係標章使用のガイドライ

ン」によるものとする。  

 

１８  都道府県大会及びブロック大会  

(1) 正式競技については、大会の予選会として次のとおり都道府県大会を開催するものと

する。  

１）  都道府県体協等は、都道府県において大会の予選会を兼ねた都道府県大会を開

催する。  

２）  都道府県大会は、会場地市町村等の共催又は後援の下に開催する。  

３）  都道府県体協等は、市町村の体育・スポーツ協会が当該市町村大会を開催できるよ

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_18.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_18.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/JAPANGAMES_BrandAssetGuidelines_ver.2.0.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/JAPANGAMES_BrandAssetGuidelines_ver.2.0.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/JAPANGAMES_GuidelinesForUse_20250707.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/koho_kyanpen/doc/JAPANGAMES_GuidelinesForUse_20250707.pdf
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う援助する。  

(2) 参加者は、実施要項に基づき都道府県主催団体に申込む。大会の予選会としてブロッ

ク大会を開催する必要のある競技がある場合は、原則として本要項第12項のブロック区

分によるブロック大会を次のとおり開催するものとする。  

１）  ブロック大会は、各ブロック内の関係都道府県体協等の共催のもと、ブロック大会開

催地市町村等の共催又は後援を得て開催する。  

２）  競技の運営は、開催都道府県体協等の協議によってブロック大会開催県の各競技

団体が当たる。  

３）  競技運営に差し支えない限り、開催県選手は当該競技のブロック大会を経ることなく

大会に参加することができる。  

(3) 災害その他の事由により、 (1)又は (2)に定める大会の予選会が予定された日程で開催

できない場合、代替日程で開催するものとし、大会開催時までに代替日程での予選会開

催が困難である場合は、代替手段により大会出場者を選出するものとする。ただし、代替

手段によって公平公正な選手選考が困難である場合は、その旨及びその理由について、

日本スポーツ協会に対し、速やかに届け出るものとする。  

 

１９  大会参加章  

(1) 開催県は、大会参加章（以下「参加章」という。）を作製し、本要項第8項 (1)、 (3)に定め

る参加者に対し、配付することができる。  

(2) 開催県は、参加章以外に同一意匠で規格を異にする記念章を公開競技及びデモンス

トレーションスポーツの参加者、並びに大会補助員、協力者のために作製し、配付する

ことができる。  

(3) 開催県は、ブロック大会及び都道府県大会においては、大会参加章と同一意匠で規

格を異にする参加章を作製し、配付することができる。  

 

２０  大会の式典  

【本大会】  

(1) 大会の式典を行う場合は、冬季大会を含め回数を同じくする大会の総合開・閉会式と

して、開催県実行委員会が選定した競技会場地で行う。ただし、本大会を複数の都道府

県において開催する場合は、別に協議する。  

(2) 式典の所要時間は、原則として 60 分以内とする。  

(3) 式典は、できるだけ簡素なものとして、次の項目を必ず式典中に取り入れるものとする。

ただし、その他の項目については、開催県実行委員会において企画の上、日本スポー

ツ協会と協議して定める。  

総合開会式  開会宣言  

 国旗掲揚  

 大会旗・日本スポーツ協会旗・実施競技団体旗掲揚  

 開催県旗・参加都道府県旗・会場地旗掲揚  

 天皇杯・皇后杯返還  

 大会会長あいさつ  

 文部科学大臣あいさつ  

 天皇陛下お言葉  

 炬火点火  

 選手代表宣誓  
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総合閉会式  成績発表  

 表彰状授与  

 天皇杯・皇后杯授与  

 大会会長あいさつ  

 スポーツ庁長官あいさつ  

 開催県旗・参加都道府県旗・会場地旗降納  

 大会旗・日本スポーツ協会旗・実施競技団体旗降納  

 国旗降納  

 炬火納火  

 国スポ旗引継  

 次期開催県旗掲揚  

 閉会宣言  

 

(4) 総合開・閉会式時に集団演技を実施することができる。  

(5) 競技会終了後の表彰式は細則第9項により実施することができる。  

【冬季大会】  

冬季大会の各競技会においては、開始式並びに表彰式を実施することができる。ただ

し、実施する場合はできるだけ簡素なものとし、内容については、開催県実行委員会に

おいて企画の上、日本スポーツ協会と協議して定める。  

 

２１  国スポ旗引継ぎ及び保管  

(1) 国スポ旗は、総合閉会式時に本大会開催県代表者から次回本大会開催県代表者に引

き継がれる。  

(2) 前号の方法は、大会ごとの事情に応じて行う。  

(3) 本大会の開催期間を除き、国スポ旗の保管は、日本スポーツ協会が行う。  

 

２２  大会旗及び炬火リレー  

(1) 大会旗及び炬火リレーは、開催県内に限り実施することができる。  

(2) リレーの方法については、開催県実行委員会が企画し、実施する。  

 

２３  大会役員  

(1) 大会役員は､概ね次のとおりとする。  

 名誉会長  文部科学大臣  

 会    長  日本スポーツ協会会長  

 副  会  長  日本スポーツ協会副会長・専務理事、スポーツ庁長官、開催県知事、

開催県スポーツ協会会長  

 顧    問  日本スポーツ協会顧問・理事・監事・評議員、全国を統轄する各競技

団体会長、都道府県体協会長、文部科学副大臣、文部科学大臣政務

官、文部科学事務次官、文部科学審議官、文部科学省大臣官房長、

スポーツ庁次長、開催県選出衆・参両院議員、開催県議会議長・教育

長・公安委員長・市長会会長・町村長会会長・市議長会会長・町村議

長会会長、開催県スポーツ推進審議会会長  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
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 参    与  スポーツ庁審議官・スポーツ総括官・政策課長・健康スポーツ課長・参

事官（地域振興担当）、開催県議会議員・副知事・教育委員・開催県会

計管理者・各部部長・警察本部長、開催県実行委員会常任委員、開催

県スポーツ協会副会長・顧問・参与  

 委  員  長  日本スポーツ協会国民スポーツ大会委員会委員長  

 副委員長  日本スポーツ協会事務局長、スポーツ庁競技スポーツ課長、開催県実

行委員会事務局長  

 総務委員  日本スポーツ協会国民スポーツ大会委員会委員・担当事務局次長・担

当部長・担当課長、開催県実行委員会事務局次長、開催県スポーツ協

会理事長又はこれに準ずる者、開催県体育・スポーツ主管課長  

 委     員  日本スポーツ協会国スポ競技運営部会委員・事務局担当者、スポーツ

庁担当官、開催県スポーツ協会常務理事、JADA 事務局長又はこれに

準ずる者、開催県実行委員会事務局の課長以上  

 

(2) 競技会役員は､概ね次のとおりとする。ただし、公開競技においては、当該中央競技団

体が開催関係機関・団体と協議の上、決定する。  

 名誉会長  会場地市町村長  

 会    長  全国を統轄する競技団体会長  

 副  会  長  全国を統轄する競技団体副会長、会場地市町村体育・スポーツ協会

会長、開催県競技団体会長、会場地市町村実行委員会事務局長  

 顧    問  全国を統轄する競技団体顧問､都道府県競技団体会長､会場地市町

村議会議長・教育長  

 参    与  会場地市町村議会議員・教育委員・副市町村長・会計管理者・関係部

長、会場地市町村体育・スポーツ協会顧問・副会長、会場地市町村実

行委員会常任委員、開催県競技団体副会長・顧問・参与、会場地競技

団体顧問・参与、全国を統轄する競技団体役員の中で特に必要と認め

た者  

 委  員  長  全国を統轄する競技団体理事長又はこれに準ずる者  

 副委員長  会場地市町村実行委員会事務局次長、会場地市町村競技団体会長、

開催県競技団体理事長又はこれに準ずる者  

 委     員  全国を統轄する競技団体理事、開催県競技団体理事、会場地市町村

競技団体副会長、会場地市町村実行委員会事務局各部長・各副部

長、会場地市町村体育・スポーツ協会常務理事、 JADA 事務局担当者

又はこれに準ずる者  

 

(3) 大会役員及び競技会役員は大会会長が委嘱する。ただし、公開競技における競技会

役員は除く。  

 

２４  総務委員会  

(1) 総務委員会は､大会開催中、大会運営上重要な事項を処理する必要のあるとき、大会

委員長が召集し、開催する。  

(2) 総務委員会は、大会委員長、副委員長及び大会委員長が予め指名する総務委員をも

って構成する。  

 

２５  開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会  

(1) 開催県及び会場地市町村は、大会運営のためにそれぞれ実行委員会を設置する。た
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だし、公開競技に係る実行委員会については、当該中央競技団体が開催関係機関・団

体と協議の上、必要に応じて設置する。  

(2) 実行委員会の規程には、次の内容を明記する。  

①名称  ②目的  ③組織  ④役員  ⑤管掌内容  ⑥経理方法  ⑦その他必要な事項  

(3) 実行委員会には､事務局を設ける。  

(4) 開催県実行委員会は、下記の事項については日本スポーツ協会と協議し、承認を得な

ければならない。  

①競技施設の計画  ②大会役員及び競技会役員編成基準  ③中央競技役員数及び

所要経費基準  ④ポスター図案  ⑤ 「国民スポーツ大会 」 、 「 国スポ 」 、 「 JAPAN 

GAMES」を含む結合語又は造語  ⑥報道に関する事項  ⑦記録映画等製作に関する

事項  ⑧宿泊及び交通要項  ⑨ JSPO が定める「医療・救護ガイドライン」に基づく医療

要項  ⑩集団演技の内容  ⑪その他必要な事項  

(5) 開催県実行委員会は、下記の事項については日本スポーツ協会と調整の上、報告をし

なければならない。  

①大会開催に関する予算及び決算  ②皇族に関する事項  

③実行委員会の規程及び委員  ④大会に関するマスコット  ⑤招待者の範囲  

⑥表彰に関する事項  ⑦大会の諸会議日程  ⑧その他必要な事項  

 

２６  各競技の実施要項  

(1) 大会で実施する正式競技、公開競技及び特別競技の実施要項は、それぞれ全国を統

轄する競技団体が立案し、日本スポーツ協会に提出する。提出された実施要項は、冬

季大会は大会開催月の 6 カ月前、本大会は大会開催年の前年の 12 月 31 日までに日

本スポーツ協会において決定し、開催県実行委員会が作成する。  

(2) 実施要項に記載する内容は別に細則第10項で定める。  

(3) 実施要項の作成にあたっては、持続可能性に配慮した環境負荷の軽減に努めるものと

し、電子媒体のみで作成することができる。  

 

２７  参加申込み  

(4) 都道府県体協等会長及び各都道府県競技団体会長は、連署の上、都道府県大会等

において選抜された者を大会会長宛に申込むものとする。  

(5) 参加申込みは、定められた締切日までに所定の様式、方法により日本スポーツ協会宛

に行う。  

(6) 参加申込み締切日は、日本スポーツ協会が実施競技団体及び開催県と協議して決定

する。  

(7) 参加申込み様式は、日本スポーツ協会が実施競技団体と協議して作成する。  

(8) 公開競技については、別途当該中央競技団体が定める所定の手続きにより行う。  

(9) 参加申込み締切後の選手の交代は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で

選手を交代する場合は、所定の様式、方法により各大会の実施要項総則で定めるところ

へ届け出なければならない。  

(10) 参加申込み締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を

棄権する場合には、各大会の実施要項総則で定める所定の棄権手続きをとらなければ

ならない。  

 

２８  大会参加負担金  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
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(1) 大会に参加選手団を派遣する都道府県体協は、負担金を納入するものとする。  

(2) 負担金の額は、日本スポーツ協会が定める。  

(3) 負担金は、定められた締切日までに日本スポーツ協会に納入する。  

(4) 負担金の充当先等については、日本スポーツ協会が定める。  

(5) 公開競技については、当該中央競技団体が参加者から徴収することができる。  

 

２９  招待状  

(1) 招待状は、主催者が発行する。  

(2) 主催者以外のものは、いかなる名義をもっても、招待状又はこれに類するものを発行す

ることはできない。  

(3) 招待状持参者は、招待状記載の内容に基づき会場に入場することができる。  

 

３０  プログラム  

(1) プログラムは、総合プログラム及び競技別プログラムとする。  

(2) プログラムに記載する内容は、別に細則第11項で定める。  

(3) プログラムは紙媒体、電子媒体、又はその両方で作成することができる。  

(4)プログラムは有料で頒布することができる。ただし、次に該当する者は無料とし、紙媒体

のみで作成した場合は、記載の部数を上限に配付する。  

１）総合プロフラム  

 ①大会役員    各 1 部  

 ②参加選手団    各 5 部  

 ③競技団体    各 2 部  

 ④報道関係者    1 社各 1 部  

 

２）競技別プログラム  

 ①競技団体    各 5 部  

 ②競技会役員・競技役員  各 1 部  

 ③参加選手団    各 2 部  

 ④競技別監督    各 1 部  

 ⑤参加選手全員   各 1 部  

 ⑥報道関係者    1 社各 1 部  

(5)プログラムの作成にあたっては、持続可能性に配慮した環境負荷の軽減に努めるもの

とする。  

 

３１  参加選手団本部役員編成  

(1) 参加選手団本部役員の編成は､次の基準による。  

１ ) 本大会  

①  参加選手 500 名以上の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 20 名以内とす

る。  

②  参加選手 300 名以上 500 名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 15

名以内とする。  

③  参加選手 300 名未満の場合は、団長、総監督及び総務ほか、計 10 名以内とす

る。  

２ ) 冬季大会  

団長、総監督及び総務ほか、計 5 名以内とする。  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
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３ ) 上記本部役員のほか、各大会とも 5 名以内の顧問を設けることができる。  

(2) 各大会とも、上記本部役員の中で、スポーツドクターを帯同するものとする。なお、帯同

するスポーツドクターは日本スポーツ協会公認スポーツドクター資格を有する者とする。  

(3) 各大会とも、上記本部役員の中で、原則としてアスレティックトレーナーを帯同するもの

とする。なお、帯同するアスレティックトレーナーは日本スポーツ協会公認アスレティック

トレーナー資格を有する者とする。  

(4) 1 日あたりの参加選手団本部役員の人数については、上記の編成人数を上限とする。  

(5) 参加選手団本部役員の参加申込みは、監督及び選手の申込みと同時に、本要項第 27

項に定める方法により行う。  

 

３２  視察員  

(1) 各都道府県体協等は、大会視察のため視察員を派遣することができる。  

(2) 視察員数は、各大会それぞれ 1 都道府県 3 名以内とする。ただし、以降の大会開催が

決定又は内定している都道府県は 20 名以内とするが、本大会については開催県の実

情を考慮し、実施要項作成時に決定する。  

(3) 視察員の参加申込みは、参加選手団の申込みと同時に、本要項第27項に定める方法

により行う。  

(4) 視察員は、原則としてすべての会場に入場することができる。  

(5) 視察員には、視察員章を交付する。  

 

３３  大会経費  

大会の準備及び運営のための経費は、国庫補助金及び日本スポーツ協会補助金並び

に開催県  (会場地市町村を含む )負担金又は準備金及び入場料等でまかなう。  

ただし、公開競技の実施に係る経費については、当該中央競技団体が負担する。  

 

３４  入場券、入場料  

(1) 入場券は、主催者が発行する。  

(2) 入場料金額は、開催県実行委員会が日本スポーツ協会と協議して決める。  

(3) 入場料は、開催県実行委員会が徴収し、大会運営の経費及びスポーツの推進に必要

な経費に充当する。  

(4) 公開競技における入場券、入場料については、当該中央競技団体が日本スポーツ協

会と協議の上、発行、徴収することができる。  

 

３５  宿    舎  

(1) 大会参加者及び視察員並びに報道員の宿舎は、開催県（会場地市町村を含む）実行

委員会が準備する。  

(2) 競技別参加者の宿舎は、環境等を配慮の上、競技実施会場の周辺に選定する。  

(3) 宿舎は、ホテル、旅館及び民宿を原則とする。  

(4) 1 人の宿泊に要する広さは、3.3 ㎡（2 畳）以上とする。  

(5) 配宿は、開催県（会場地市町村を含む）実行委員会が行う。  

(6) 宿泊料金は、大会開催の 2 年前に開催県実行委員会と協議の上、日本スポーツ協会

において決定する。  

(7) 公開競技については、当該中央競技団体が準備・手配する。  
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３６  交    通  

(1) 主催者は、大会参加者の旅費、馬匹等の輸送費の割引について極力努力する。  

(2) 開催県実行委員会は、できる限り大会参加者の交通上の利便をはかるものとする。  

 

３７  記    録  

(1) 開催県実行委員会は、競技成績等を記録し、円滑に発表する。  

(2) 競技成績等記録の情報処理に関しては、別に定める｢国民スポーツ大会記録情報処理

要項｣に基づき行うものとする。  

 

３８  報    道  

(1) 報道員の範囲は、日本新聞協会、日本放送協会（ＮＨＫ）、日本民間放送連盟、日本

雑誌協会、写真記者協会及びテレビ・ニュース映画協会にそれぞれ加盟している新聞

社、雑誌社、ラジオ・テレビ放送社及びニュース映画社の所属社員並びに日本スポーツ

協会と開催県実行委員会が協議して認めた者に限る。  

(2) 報道員の取材は、開催県実行委員会が定めた取材協定によるものとする。  

 

３９  スポーツ推進事業への協力  

(1) 開催県（会場地市町村を含む）は、日本スポーツ協会が推進するスポーツ推進事業に

対し、必要な協力を行うものとする。  

(2) 開催県（会場地市町村を含む）は、日本スポーツ協会が実施するキャンペーン活動の

推進に協力しなければならない。  

 

４０  企業協賛  

(1) 日本スポーツ協会と開催県実行委員会は両者協力のもと、大会の活性化（国スポの認

知度の向上、国スポブランドの価値の向上）と開催地の財政負担軽減を目的とした企業

協賛を実施するものとする。  

(2) 実施に際しては、別に定める「国民スポーツ大会企業協賛に関するガイドライン」に基

づくものとする。  

 

４１  広告・示威行動・宣伝  

(1) 大会開催場所・競技会場施設内においては、いかなる種類の示威行動または、政治的、

宗教的、人種的な宣伝活動も認めない。  

(2) 大会開催場所・競技会場施設内及びその周辺における広告またはその他の宣伝等に

ついては、別に定める「国民スポーツ大会企業協賛に関するガイドライン」に基づき、日

本スポーツ協会と開催県実行委員会が協議し、両者協力のもとで実施するものとする。  

 

４２  国民スポーツ大会参加者傷害補償制度  

(1) 日本スポーツ協会及び都道府県体協等は、大会参加者に対する社会的責任体制を整

えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度として国民スポーツ大

会参加者傷害補償制度を運営する。運営については別に細則第12項で定める。  

(2) 本制度の対象となる参加者とは、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規定

に定められた選手、監督、選手団本部役員 (顧問を含む )、視察員並びにその他選手団

役員とする。  

(3) 補償内容その他の細部については、別に定める「国民スポーツ大会参加者傷害補償

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_23.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_23.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_21.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_21.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_05.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid190.html


 14 

制度」のとおりとする。  

 

４３メディカル・コンディショニングスタッフ開催への協力  

開催県（会場地市町村を含む）は、日本スポーツ協会が開催するメディカル・コンディシ

ョニングスタッフに対し必要な協力を行うものとする。  

 

４４  大会の資産  

(1)資産とは、過去の大会を含め、大会に関する標章、記録、データ、映像、作成物等をい  

う。  

(2)大会の資産としての活用については、日本スポーツ協会が権利を有するものとする。  

(3)大会の撮影、放送及びその二次利用にあたっては報道に関する内容を除き、日本スポ

ーツ協会の許可を得なければならない。  

 

４５  AD カード  

(1)開催県及び会場地市町村は、式典又は各競技会のＡＤカード  （Accreditation Card）

を作製し、本要項第8項に定める参加者及び第23項に定める大会役員のほか、大会主催

者及び競技会主催者が認めた者に発行する。  

(2)ＡＤカード着用者は、そのＡＤカードに規定された会場に入場することができる。ただし、

会場によっては、入場を制限されることがある。  

 

４６  協議  

(1)本要項において協議と定める事項については、原則として国民スポーツ大会委員会に

おいて協議し決定するものとする。  

(2)本要項において定める事項のほか、大会に関連して協議が必要な事項については、原

則として、国民スポーツ大会委員会において協議し決定するものとする。  

 

４７  要項の改廃  

本要項の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。  

 

〈附    則〉  

(1) 本要項に定めるもののほか、日本体力医学会及び全国体育施設研究協議会について

は、できるだけ選手及び役員の宿泊等に支障がないよう配慮の上、開催するものとす

る。  

(2) 本要項は､昭和 30 年 1 月  17 日制定  

(3) 第 78 回以降の大会については、本要項、細則及び関連基準・規程等の「国民体育大

会」を「国民スポーツ大会」に読み替えるものとする。  

(4) 令和 6 年 1 月 1 日第 62 次改定をもって「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改定

する。  

 

昭和 37 年 3 月 1 日第 3 次改定  平成 19 年 3 月 7 日第 30 次改定 

昭和 41 年 3 月 29 日第 4 次改定  平成 19 年 7 月 1 日第 31 次改定 

昭和 48 年 7 月 10 日第 5 次改定  平成 20 年 12 月 17 日第 32 次改定 

昭和 51 年 6 月 2 日第 6 次改定  平成 22 年 3 月 17 日第 33 次改定 

昭和 52 年 7 月 13 日第 7 次改定  （改定内容は第 70 回大会から適用） 

https://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid190.html
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昭和 54 年 5 月 9 日第 8 次改定  平成 22 年 6 月 18 日第 34 次改定 

昭和 55 年 1 月 23 日第 9 次改定  平成 22 年 12 月 16 日第 35 次改定 

昭和 59 年 9 月 9 日第 10 次改定  （39 項は第 69 回本大会から適用）  

昭和 58 年 12 月 7 日第 11 次改定  平成 23 年 3 月 25 日第 36 次改定 
（8 項（3）､（7）は昭和 63 年 1 月 1 日から施行） 

 
 平成 23 年 4 月 1 日第 37 次改定 

昭和 63 年 7 月 13 日第 12 次改定   平成 23 年 6 月 24 日第 38 次改定 

昭和 63 年 8 月 24 日第 13 次改定  平成 23 年 8 月 25 日第 39 次改定 

平成 元年 8 月 15 日第 14 次改定  平成 23 年 12 月 25 日第 40 次改定 

平成 5 年 6 月 8 日第 15 次改定  平成 24 年 6 月 21 日第 41 次改定 

平成 5 年 6 月 29 日第 16 次改定  平成 24 年 12 月 20 日第 42 次改定 

平成 6 年 5 月 10 日第 17 次改定  平成 25 年 3 月 7 日第 43 次改定 
（ 9 項 ( 4 )は第 52 回夏季大会か ら適用 ）  平成 25 年 6 月 21 日第 44 次改定 

平成 6 年 7 月 5 日第 18 次改定  平成 25 年 12 月 12 日第 45 次改定 

平成 10 年 6 月 17 日第 19 次改定  平成 26 年 3 月 13 日第 46 次改定 
（8 項（7）は第 54 回夏季大会から適用）   平成 27 年 3 月 12 日第 47 次改定 

平成 11 年 6 月 16 日第 20 次改定  平成 27 年 12 月 10 日第 48 次改定 

平成 11 年 9 月 7 日第 21 次改定  平成 29 年 3 月 8 日第 49 次改定 
（29 項（1）①は平成 12 年 4 月 1 日から施行）  平成 29 年 4 月 3 日第 50 次改定 

平成 13 年 1 月 6 日第 22 次改定  平成 29 年 8 月 25 日第 51 次改定 

平成 13 年 3 月 14 日第 23 次改定  平成 30 年 4 月 1 日第 52 次改定 

平成 14 年 7 月 2 日第 24 次改定  平成 30 年 8 月 30 日第 53 次改定 

平成 15 年 4 月 25 日第 25 次改定  令和 元年 6 月 13 日第 54 次改定 

平成 15 年 8 月 19 日第 26 次改定  令和 元年 12 月 12 日第 55 次改定 

平成 17 年 6 月 16 日第 27 次改定  （改定内容は第 75 回本大会から適用） 

（改定内容は第 61 回冬季大会スケート・アイ

スホッケー競技会から適用するが、 39 項につ

いては平成 17 年 4 月 20 日から施行する） 

 令和 2 年 12 月 10 日第 56 次改定 

 令和 3 年 6 月 10 日第 57 次改定 

 令和 3 年 12 月 9 日第 58 次改定 

平成 17 年 12 月 22 日第 28 次改定  令和 4 年 6 月 7 日第 59 次改定 
（10 項（2）は第 63 回大会から改定し適用）   令和 4 年 12 月 9 日第 60 次改定 

平成 18 年 3 月 9 日第 29 次改定   令和 5 年 4 月 1 日第 61 次改定 
（７項（5）は第 63 回大会から適用）   令和 6 年 1 月 1 日第 62 次改定 
  令和 7 年  6 月 3 日第 63 次改定 
  令和 8 年 1 月 1 日第 64 次改定 
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国民スポーツ大会における実施競技について 

 

国民スポーツ大会開催基準要項第10項（１）に定める国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）の実施

競技は以下に基づき選定された競技を対象とし、理事会において4年毎に見直すこととする。 

 

Ⅰ．実施競技の区分 

国スポの実施競技の区分は以下のとおりとする。 

 

1．正式競技 

以下の「今後の国民体育大会（2024年から国民スポーツ大会、以下同じ）の目的、性格について」に合

致するとともに、わが国の各年齢層にわたって顕著な普及が認められ、国民の間に広く浸透している競技

を「正式競技」として実施する。 
 

＜今後の国民体育大会の目的、性格について＞ 

■「新しい国民体育大会を求めて ～国体改革2003～」（概要版） 

21 世紀の新しい国体を、より競技性の高い国内トップレベルの大会として構築し、ジュニアからトップ

アスリートを含む幅広い競技者層を対象に競技者の発掘・育成の場として、充実・活性化の促進 

■「国体の今後のあり方プロジェクト提言骨子」 

国民体育大会は、わが国スポーツ界の中核をなす競技者が一同に会し、都道府県対抗のもとに毎年開催

される国内最大・最高の総合スポーツ大会とする。各競技会は国内を代表するトップクラス層の競技者に

より高い水準で競われ、国際的に通用する競技力向上の一翼を担うとともに、国民各層のスポーツへの関

心を高めることを目的とする。 
 

（1） 公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）加盟競技団体の競技を対象と

する。 

（2） 国スポの志向性（競技志向）、性格（都道府県対抗）の下、天皇杯・皇后杯得点積算対象競技として

実施する。 

（3） 対象競技は、後記Ⅱ-1-(1)、Ⅱ-2-(1)及びⅡ-3-(1)に記載の「選定基準」に基づき審査を行い、選定

する。 

（4） 「正式競技」の区分は次のとおりとし、1大会あたり40競技を実施するものとする。 

・ 「毎年実施競技」 ： 毎年実施する競技 

・ 「隔年実施競技」 ： 隔年で実施する競技 

・ 「開催地選択競技」 ： 隔年で実施する競技のうち、当該年に隔年実施の対象となっていない

競技の中から開催都道府県が選択する競技 

 

2．公開競技 

競技の普及及び国民へのスポーツ推進の観点（地方スポーツの推進、国民の健康増進・体力の向上等）

から、別に定める「国民スポーツ大会公開競技実施基準」により実施することができる。 

（1） 日本スポーツ協会加盟競技団体の競技のうち「正式競技」以外の競技で、実施競技選定時において「国

民スポーツ大会公開競技実施基準」に定める要件を満たす競技を対象とする。 

（2） 実施対象競技団体が開催都道府県と協議の上、全国への競技の普及等を目的として実施することがで

きる。 

（3） 天皇杯・皇后杯得点積算対象競技としない。 

（4） 開催及び参加に係る経費は、当該競技団体及び参加者の自己負担とする。 

 

3．デモンストレーションスポーツ 

開催都道府県体育・スポーツ協会へ加盟または認定されている開催都道府県競技団体等が、当該都道府

県内での普及等を目的として、別に定める「国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施基準」

により実施することができる。 

 

4．その他 

高等学校野球競技については、その取り扱いについて別途協議し、決定する。  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/kokutai/pdf/reform_gaiyo.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/kokutai/pdf/pdf01.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_03.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_03.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
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Ⅱ．各大会の実施競技 

1．第70回大会（平成27〔2015〕年）～第73回大会（平成30〔2018〕年）【第1期実施競技選定】 

（1） 選定基準 

1）正式競技の基礎的条件 

国体における「正式競技」については、次の①～③の事項すべてを満たしていることとし、本項目を

満たしていない競技は、「正式競技」として実施しない。 

 

①  日体協加盟競技団体の競技であること。 

日体協に加盟している競技団体の競技であること。（準加盟は「正式競技」として実施しない） 

②  47都道府県に中央競技団体支部組織があり、47都道府県体育協会に加盟していること。 

中央競技団体支部組織について、次の条件をいずれも満たしていること。 

ア．全国47都道府県支部組織が発足し、中央競技団体へ加盟していること。 

イ．全国47都道府県支部組織が当該都道府県の体育協会へすべて加盟していること。 

③  国内外における競技の位置づけ。 

国体における「正式競技」は、次のア、イ、ウのいずれかに該当する競技であること。 

ア．オリンピック競技大会の実施競技・種目であること。 

国民体育大会の競技選定時において、オリンピック競技大会で実施する競技であること。 

イ．わが国古来の伝統的な競技であること。 

当該競技は、日本古来の伝統文化として、相応の歴史を有する競技（武道）であること。 

ウ．国際的に普及し、より競技性が高く、国際競技力向上の一翼を担う競技であること。 

本項目に該当する競技については、国際的な普及として、次の条件のうち 4 つ以上を満たして

いること。 

a) 当該競技の国際的な組織（IF）が結成されていること。 

b) 当該競技の国際的な組織（IF）へ加盟している国・地域の統括組織（NF）数が 50 以上であ

ること。 

c) 当該競技の国際的な組織（IF）が、半世紀（50年）以上の歴史を有していること。 

d) スポーツアコード［旧GAISF(国際競技団体連合)］に加盟している団体の競技であること。 

e) アジア競技大会で実施されている競技であること。 

 

2）評価方法及び配点 

「中央競技団体への基礎調査（書面調査）」、「中央競技団体へのヒアリング調査」及び「都道府県体育

（スポーツ）協会への書面調査」の各結果に基づき、以下の配点により評価を行い、各競技の実施競技

区分［ 「正式競技」（毎年実施競技、隔年実施競技、開催地選択競技）、「公開競技」、「デモンストレー

ションスポーツ」 ］を決定する。 

 

① ※国内外における競技の位置付け 

競技の位置付け 配点 

ア．オリンピック競技大会で実施、もしくは実施が決定されている競技。 300点 

イ．わが国古来の伝統的な競技（武道）。 100点 

ウ．国際的に普及し、より競技性が高く、国際競技力向上の一翼を担う競技。 100点 

※ 上記については、重複して配点を行わない。 

 

② 競技の普及状況及び組織体制・環境の整備状況 

項目 書面調査 ﾋｱﾘﾝｸﾞ 小計 

項目1 各都道府県において、本大会出場者を選抜する、又は代表チー

ムを編成するための競技者数が、特にジュニア層を中心に各年

齢層にわたって充実していること。 

300点 ― 300点 

項目2 各都道府県において、効率的な大会運営に必要な競技役員、並

びに厳正な競技運営を行う審判員の確保が十分できること。 
200点 ― 200点 
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項目 書面調査 ﾋｱﾘﾝｸﾞ 小計 

項目3 国民体育大会開催基準要項に定める全国9ブロックの単位また

は近隣地域で、予選会（都道府県予選及びブロック予選）が行

える施設が整っていること。 

100点 ― 100点 

項目4 特にジュニア層の競技者を中心として、国民体育大会を通じて

トップアスリートまで育成・強化する体制を整備していること。 
100点 200点 300点 

項目5 当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の充実・発展

について協力姿勢が認められること。 
50点 100点 150点 

項目6 当該競技団体が、日体協と連携して国民体育大会の安定的な運

営について協力姿勢が認められること。 
50点 100点 150点 

項目7 ドーピング防止活動を積極的に行っていること。 50点 100点 150点 

項目8 監督に関して、日体協公認スポーツ指導者資格保有の義務付け

を行っていること。 
50点 100点 150点 

 小 計 900点 600点 1,500点 

 

（2） 評価結果（実施競技の区分） 

1）正式競技 ： 計41競技 

（A） 毎年実施競技 ： 計37競技 

［本大会］ 計34競技 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、山岳、カヌー、 

アーチェリー、空手道、クレー射撃、ボウリング、ゴルフ 

［冬季大会］ 計3競技 

スキー、スケート、アイスホッケー 

（B） 隔年実施競技 ： 計4競技 

［本大会］ 計4競技 

軟式野球、銃剣道、なぎなた、トライアスロン 

［冬季大会］ 該当競技なし 

（C） 開催地選択競技 

上記（B）の競技のうち、当該年に隔年実施の対象外となった 2競技の中から開催都道府県が 

1競技を選択して実施する。 

 

2）公開競技 ： 計4競技 

［本大会］ 計4競技 

綱引、パワーリフティング、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

3）デモンストレーションスポーツ 

上記「1）正式競技」及び「2）公開競技」に該当しない競技団体の競技。 

なお、日体協加盟（準加盟）団体以外の競技についても、「国民体育大会デモンストレーションス

ポーツ実施基準」に基づき、開催都道府県競技団体が開催都道府県と調整の上で実施することがで

きる。 

 

4）特別競技 ： 計1競技 

［本大会］ 計1競技 

高等学校野球 

［冬季大会］ 該当競技なし 

  

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
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2．第74回大会（令和元〔2019〕年）～第77回大会（令和4〔2022〕年）【第2期実施競技選定】 

（1） 選定基準 

1）正式競技の基礎的条件 

国体における「正式競技」については、次の①～③の事項すべてを満たしていることとし、本項目を

満たしていない競技は、「正式競技」として実施しない。 

 

①  日体協加盟競技団体の競技であること。 

日体協に加盟している競技団体の競技であること。（準加盟は「正式競技」として実施しない） 

②  47都道府県に中央競技団体支部組織があり、47都道府県体育協会に加盟していること。 

中央競技団体支部組織について、次の条件をいずれも満たしていること。 

ア．全国47都道府県支部組織が発足し、中央競技団体へ加盟していること。 

イ．全国47都道府県支部組織が当該都道府県の体育協会へすべて加盟していること。 

③  国内外における競技の位置づけ。 

国体における「正式競技」は、次のア、イのいずれかに該当する競技であること。 

ア．国際的に普及し、より競技性が高く、国際競技力向上の一翼を担う競技であること。 

ただし、次の（A）、（B）のいずれかに該当する競技であること。 

（A）国民体育大会の競技選定時において、オリンピック競技大会での実施が決定している

競技であること。 

（B）国際的に普及し、次の条件のうち4つ以上を満たしている競技であること。 
a) 当該競技の国際的な組織（IF）が結成されていること。 

b) 当該競技の国際的な組織（IF）へ加盟している国・地域の統括組織（NF）数が 50 以

上であること。 

c) 当該競技の国際的な組織（IF）が、半世紀（50年）以上の歴史を有していること。 

d) スポーツアコード［旧GAISF(国際競技団体連合)］に加盟している団体の競技である

こと。 

e) 国民体育大会の競技選定時において、アジア競技大会での実施が決定している競技で

あること。 

イ．わが国古来の伝統的な競技であること。 

当該競技は、日本古来の伝統文化として、相応の歴史を有する競技（武道）であること。なお、

本項に該当する日体協加盟団体の競技は、以下のとおり。 

【該当競技※】 相撲、弓道、剣道、銃剣道、なぎなた 

※ 柔道は項目ア－(A)の該当競技として扱い、項目イと重複して評価は行わない。 

空手道は項目ア－(B)の該当競技として扱い、項目イと重複して評価は行わない。 

 

2）評価方法及び配点 

「中央競技団体への基礎調査（書面調査）」、「中央競技団体へのヒアリング調査」及び「都道府県体育

（スポーツ）協会への書面調査」の各結果に基づき、以下の配点により評価を行い、各競技の実施競技

区分【「正式競技」（毎年実施競技、隔年実施競技）、「公開競技」、「デモンストレーションスポーツ」】を

決定する。 
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① ※基礎的な配点 

競技の位置付け 配点 

ア． 国際的に普及し、より競技性が高く、国際競技力向上の一翼を担う競技 

（次の（A）、（B）のいずれかに該当する競技） 
 

 
(A) オリンピック競技大会での実施が決定している競技 300点  
(B) 国際的に普及し、次の条件のうち4つ以上を満たしている競技 

a）当該競技の国際的な組織（IF）が結成されていること。 

b）IFへ加盟している国・地域の統括組織（NF）数が50以上であること。 

c）IFが半世紀（50年）以上の歴史を有していること。 

d）スポーツアコード（旧GAISF）に加盟している団体の競技であること。 

e）アジア競技大会での実施が決定している競技であること。 

200点 

イ． わが国古来の伝統的な競技（武道） 100点 

ウ． 上記ア及びイのいずれにも該当しない競技 100点 

※ 上記については、重複して配点を行わない。 
 

② 競技の普及状況及び組織体制・環境の整備状況に関する配点 

項目 書面調査 ﾋｱﾘﾝｸﾞ 小計 

項目1 各都道府県において、本大会出場者を選抜する、又は代表チー

ムを編成するための競技者数が、特にジュニア層を中心に各年

齢層にわたって充実していること。 

300点 ― 300点 

項目2 各都道府県において、効率的な大会運営に必要な競技役員、並

びに厳正な競技運営を行う審判員の確保が十分できること。 
200点 ― 200点 

項目3 国民体育大会開催基準要項に定める全国9ブロックの単位また

は近隣地域で、予選会（都道府県予選及びブロック予選）が行

える施設が整っていること。但し、自然環境等の地理的条件に

影響を受ける冬季競技は、別途考慮する。 

100点 ― 100点 

項目4 特にジュニア層の競技者を中心として、国体を通じてトップア

スリートまで育成・強化する体制を整備していること。 
150点 150点 300点 

項目5 当該競技団体が、日体協と連携して国体の充実・発展及び安定

的な運営を図ることについて協力姿勢が認められること。 
100点 100点 200点 

項目6 日体協が実施する協賛制度に協力が可能であること。 50点 50点 100点 

項目7 ドーピング防止活動を積極的に行っていること。 75点 75点 150点 

項目8 競技者の健康・安全管理に係る医学サポートを積極的に行って

いること。 
75点 75点 150点 

項目9 監督に関して、日体協公認スポーツ指導者資格保有の義務付け

を行っていること。 
75点 75点 150点 

項目10 当該競技団体が、全国的な統括団体として対外的にも説明責任

を果たすことのできる、公正公平かつ安定的な組織運営がなさ

れていること。 

75点 75点 150点 

 小 計 1,200点 600点 1,800点 

 

（2） 評価結果（実施競技の区分） 

1）正式競技 ： 計41競技 

（A） 毎年実施競技 ： 計39競技 

［本大会］ 計36競技 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

［冬季大会］ 計3競技 

スキー、スケート、アイスホッケー 
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（B） 隔年実施競技 ： 計2競技 

［本大会］ 計2競技 

銃剣道、クレー射撃 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

※「正式競技」の実施区分のうち「開催地選択競技」については、休止とする。 

 

2）公開競技 ： 計5競技 

［本大会］ 計5競技 

綱引、武術太極拳、パワーリフティング、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

3）デモンストレーションスポーツ 

上記「1）正式競技」及び「2）公開競技」に該当しない競技団体の競技。 

なお、日体協加盟（準加盟）団体以外の競技についても、「国民体育大会デモンストレーションス

ポーツ実施基準」に基づき、開催都道府県競技団体が開催都道府県と調整の上で実施することがで

きる。 

 

4）特別競技 ： 計1競技 

［本大会］ 計1競技 

高等学校野球 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

3．第78回大会（令和6〔2024〕年）～第81回大会（令和9〔2027〕年）【第3期実施競技選定】 

（1） 選定基準 

1）正式競技の基礎的条件 

国体における「正式競技」については、実施競技選定時において、次の①～③の事項すべてを満たし

ていることとし、本項目を満たしていない競技は、「正式競技」として実施しない。 

 

① 日体協加盟競技団体の競技であること。 

日体協に加盟している競技団体の競技であること（準加盟は「正式競技」として実施しない）。 

②  47都道府県に中央競技団体支部組織があり、47都道府県体育協会に加盟していること。 

中央競技団体支部組織について、次の条件をいずれも満たしていること。 

ア．全国47都道府県支部組織が発足し、中央競技団体へ加盟していること。 

イ．全国47 都道府県支部組織が当該都道府県の体育（スポーツ）協会へすべて加盟しているこ

と。 

③  国内外における競技の位置づけとして、次のア、イのいずれかに該当する競技であること。 

ア．国際的に普及し、より競技性が高く、国際競技力向上の一翼を担う競技であること。 

ただし、次の（A）、（B）のいずれかに該当する競技であること。 

（A）国民体育大会の競技選定時において、オリンピック競技大会での実施が決定している

競技であること。 

（B）国際的に普及し、次の条件のうち4つ以上を満たしている競技であること。 
a) 当該競技の国際的な組織（IF）が結成されていること。 

b) 当該競技の国際的な組織（IF）へ加盟している国・地域の統括組織（NF）数が 50 以

上であること。 

c) 当該競技の国際的な組織（IF）が、半世紀（50年）以上の歴史を有していること。 

d) スポーツアコード［旧GAISF(国際競技団体連合)］に加盟している団体の競技である

こと。 

e) 国民体育大会の競技選定時において、アジア競技大会での実施が決定している競技で

あること。 

イ．わが国古来の伝統的な競技であること。 

当該競技は、日本古来の伝統文化として、相応の歴史を有する競技（武道）であること。 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
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2）評価方法及び配点 

「中央競技団体への書面調査」、「中央競技団体へのヒアリング調査」及び「都道府県体育（スポーツ）

協会への書面調査」の各結果に基づき、以下の項目により評価を行い、各競技の実施競技区分【「正式競

技」（毎年実施競技、隔年実施競技）、「公開競技」、「デモンストレーションスポーツ」、「特別競技】を決

定する。 

 

② 評価項目 

 
 

（2） 評価結果（実施競技の区分） 

1）正式競技 ： 計41競技 

（A） 毎年実施競技 ： 計39競技 

［本大会］ 計36競技 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ローイング、ホッケー、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

 

［冬季大会］ 計3競技 

スキー、スケート、アイスホッケー 

項目№ 大項目 配点

項目1 競技会の活性化 （1） 競技普及に向けた取り組み

（2） 国体へのトップアスリートの参加促進に向けた取り組み

（3） 競技会の広報活動

（4） 日体協の国体協賛制度や国体PR活動等への協力体制

項目2
ジュニア世代（18歳以下）
の充実

（1）
ジュニア世代競技者を含めた（位置付けた）強化・育成・普及
プランの策定状況

（2） ジュニア世代登録競技者数

（3） ジュニア世代競技者の増加に向けた具体的な取り組み

（4） タレント発掘に向けた取り組み

項目3 女子スポーツの推進 （1）
女子競技者を含めた（位置付けた）強化・育成・普及プラン
の策定状況

（2） 女子競技者の増加に向けた具体的な取り組み

（3） 女性の競技者数・指導者数・審判員数

（4） 国体実施種目（参加人員）の男女比率

項目4 （1） スポーツ医・科学を所管する委員会等の活動状況

（2） 競技者の健康・安全管理に係る規程・指針等の整備

（3） 日本アンチ・ドーピング機構への加盟

（4） アンチ・ドーピング活動の実施状況

項目5 競技会の開催・運営能力 （1） 各都道府県における競技者数・指導者数・審判員数

（2） 各都道府県における競技役員（審判員以外）の確保状況

（3） 指導者、審判員等の養成計画および実施状況

（4） 各都道府県競技団体の組織体制強化に向けた連携・協力

（5） 各都道府県における施設整備状況

項目6 競技団体のガバナンス （1） 暴力根絶、セクハラ・パワハラ防止、受動喫煙防止等の取り組み

（2） 財務状況

（3） 役員紛争、不正経理、八百長防止等の取り組み

（4） 選手選考の適正化に向けた取り組み

（5） 外部からの意見等の反映

（6） 人材育成

（7） スポーツ仲裁を利用した紛争解決を行うことの意思表示

1,000点

120点

150点

200点

合計

中項目

130点

200点

200点

スポーツ医・科学サポート
の充実
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（B） 隔年実施競技 ： 計2競技 

［本大会］ 計2競技 

ボクシング、クレー射撃 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

※「正式競技」の実施区分のうち「開催地選択競技」については、休止とする。 

 

2）公開競技 ： 計7競技 

［本大会］ 計7競技 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、 

バウンドテニス、エアロビック 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

3）デモンストレーションスポーツ 

上記「１．正式競技」および「２．公開競技」に該当しない競技団体の競技。 

なお、日本スポーツ協会加盟（準加盟）団体以外の競技についても、「国民体育大会デモンストレ

ーションスポーツ実施基準」に基づき、開催都道府県競技団体が開催都道府県と調整の上で実施す

ることができる。 

 

4）特別競技 ： 計1競技 

［本大会］ 計1競技 

高等学校野球 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

 

4．第82回大会（令和10〔2028〕年）～第85回大会（令和13〔2031〕年）【第4期実施競技選定】 

（1） 選定基準 

1）正式競技の基礎的条件 

国スポにおける正式競技については、次の①～④の事項すべてを満たしていることとし、本項目を満

たしていない競技は、「正式競技」として実施しない。 

なお、①、②、④については、実施競技選定調査開始時（「実施競技選定調査開始時」とは、競技団体

への書面調査実施通知日をいう）、③については所定の期日までに満たしていなければならない。 

① 日本スポーツ協会（JSPO）の加盟競技団体の競技であること。 

JSPOに加盟している競技団体の競技であること（準加盟は「正式競技」として実施しない）。 

② 47都道府県に中央競技団体支部組織があり、47都道府県体育・スポーツ協会に加盟していること。 

中央競技団体支部組織について、次の条件をいずれも満たしていること。 

ア．全国47都道府県支部組織が発足し、中央競技団体へ加盟していること。 

イ．全国47都道府県支部組織が当該都道府県の体育・スポーツ協会へすべて加盟していること。 

③ 当該競技を統括する中央競技団体が、「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞」

の遵守状況の自己説明及び公表を、スポーツ統括 3 団体（日本スポーツ協会、日本オリンピック

委員会、日本障がい者スポーツ協会）が定める方法により実施すること。 

④ 国内外における競技の位置付けとして、次のア、イのいずれかに該当する競技であること。 

ア. 国際的に普及し、より競技性が高く、国際競技力向上の一翼を担う競技であること。 

ただし、次の（A）、（B）のいずれかに該当する競技であること。 

（A） 第32回オリンピック競技大会（東京）及び第24回オリンピック冬季競技大会（北京）

での実施が決定している競技であること。＊1) 

＊1）ただし、当該大会での実施が決定している種目を1つ以上、国スポにおいて実

施すること。 

（B） 国際的に普及し、次の条件のうち4つ以上を満たしている競技であること。 

a) 当該競技の国際的な組織（IF）が結成され、活動実態があること。 

b) 当該競技の国際的な組織（IF）へ加盟している国・地域の統括組織（NF）数が

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
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50以上であること。 

c) 当該競技の国際的な組織（IF）が、半世紀（50 年）以上の歴史を有しているこ

と。 

d) 当該競技の国際的な組織（IF）が、GAISF（旧スポーツアコード）に加盟して

いる団体の競技であること。 

e) 第19回アジア競技大会（杭州）及び第8回アジア冬季競技大会（札幌）での実

施が決定している競技であること。 

イ. わが国古来の伝統的な競技であること。 

当該競技は、日本古来の伝統文化として、相応の歴史を有する競技（武道）であること。

なお、本項に該当するJSPO加盟団体の競技は、以下のとおり。 

【該当競技＊2)】 相撲、柔道、弓道、剣道、空手道、銃剣道、なぎなた 

 ＊2）柔道及び空手道については「項目ア－（A）」の該当競技として扱う。 

 

※ 実施競技選定調査開始後、決定までの間に、コンプライアンス違反等にかかる処分により上記(1)(2)の

基礎的条件を満たさなくなった場合、本実施競技選定の対象から除外する。 

 

2）評価方法及び評価項目並びに配点 

「中央競技団体への書面調査」、「中央競技団体へのヒアリング調査」及び「都道府県体育・スポーツ

協会への書面調査」の各結果に基づき、以下の項目により評価を行う。 

項目№ 大項目 中項目 配点 

項目1 競技会の活性化 

（競技会のインテグリティ 

確保を含む） 

(1) 競技普及に向けた取り組み 

380 

  (2) 国体及び競技会の価値向上、ブランディングの取り組み 

    (3) 持続可能な競技会運営に向けた取り組み（サスティナビリティ） 

    (4) 競技会のインテグリティ（誠実性・健全性・高潔性） 

確保に向けた取り組み 

項目2 ジュニア世代 

（18歳以下）の充実 

  

(1) ジュニア世代競技者を位置付けた強化・育成・普及プランの 

策定・展開状況 

200   (2) ジュニア世代登録競技者数 

    (3) タレント発掘に向けた取り組み 

項目3 女性スポーツの推進 (1) 女性競技者を位置付けた強化・育成・普及プランの策定・ 

展開状況 

240 
    (2) 女性競技者・指導者・審判員の増加に向けた具体的な取り組み 

    (3) 女性の競技者数・指導者数・審判員数 

    (4) 国体実施種目（参加人員）の男女比率 

項目4 スポーツ医・科学 

サポートの充実 

  

(1) スポーツ医・科学を所管する委員会等の活動状況 

160 

  (2) 競技者の健康・安全管理に係る規程・指針等の整備 

    (3) 競技者・指導者等への健康・安全管理の教育・啓発 

    (4) アンチ・ドーピング活動の実施状況 

項目5 競技会の開催・ 

運営能力 

(1) 各都道府県における競技者数・指導者数・審判員数 

260 

    (2) 各都道府県における競技役員（審判員以外）の確保状況 

    (3) JSPO公認指導者の活用状況 

    (4) 各都道府県競技団体の組織体制強化に向けた連携・協力 

    (5) 各都道府県における施設整備状況 

    (6) 競技用具・器具の調達への協力 

    (7) 競技会における安全管理体制の整備 

    1,240 

   1,000満点に得点調整 

（×0.806） 
 

    1,000 

※小数点第2位以下は切り捨てる 
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（2） 評価結果（実施競技の区分） 

1）正式競技 ： 計41競技 

（A） 毎年実施競技 ： 計39競技 

［本大会］ 計36競技 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ローイング、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

［冬季大会］ 計3競技 

スキー、スケート、アイスホッケー 

 

（B） 隔年実施競技 ： 計2競技 

［本大会］ 計2競技 

馬術、なぎなた 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

※「正式競技」の実施区分のうち「開催地選択競技」については、休止とする。 

 

2）公開競技 ： 計9競技 

［本大会］ 計7競技 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、 

バウンドテニス、エアロビック、スポーツチャンバラ、ダンススポーツ 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

3）デモンストレーションスポーツ 

上記「１．正式競技」および「２．公開競技」に該当しない競技団体の競技。 

なお、日本スポーツ協会加盟（準加盟）団体以外の競技についても、「国民体育大会デモンストレ

ーションスポーツ実施基準」に基づき、開催都道府県競技団体が開催都道府県と調整の上で実施す

ることができる。 

 

4）特別競技 ： 計1競技 

［本大会］ 計1競技 

高等学校野球 

［冬季大会］ 該当競技なし 

 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_04.pdf
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国民スポーツ大会公開競技実施基準 
 

競技の普及をはじめ、国民のスポーツ推進を図り、生涯スポーツ社会の実現に寄与するため、正式競

技以外の競技を対象に、次の条件を満たす競技については、国民スポーツ大会開催基準要項第 10項（５）

に定める「公開競技」として実施することができる。 
 

1. 対象競技 

公開競技については、次の条件を満たした競技を対象とする。 

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）の加盟競技団体の競技で

あること（準加盟は「公開競技」として実施しない）。 

(2) 当該競技団体の支部組織が、24以上の都道府県において、当該都道府県体育・スポーツ協会へ

加盟していること。 
 

2. 実施規模 

競技施設及び参加人員の基準については当該競技における全国レベルの大会（日本選手権等）の水準・

規模とする。 

ただし、参加人員は 600 人を上限とし、当該開催県と当該競技団体が調整の上、日本スポーツ協会が

決定する。 
 

3. 実施時期 

当該大会開催年度の 4 月 1 日以降、大会の会期内で開催することとし、当該開催都道府県と当該競技

団体が調整の上、日本スポーツ協会が決定する。 
 

4. 実施について 

実施を希望する当該競技団体は、次の事項について当該開催県と協議（実施の適否を含む）し、合意

を得た上で、正式競技の開催に支障のない範囲で実施すること。 

(1) 競技会の会期（4 日間を上限とする） 

(2) 競技会の実施内容及び方法 

(3) 競技会の準備及び運営（原則として、当該競技団体が主導的に行う） 

(4) 開催に係る経費の負担（当該競技団体の自己負担とする） 
 

5. 実施決定の時期と申請 

当該大会開催地の内定時とし､開催申請書に次の事項を記載の上、当該開催県が日本スポーツ協会会長

及び文部科学大臣あて提出する。 

(1) 実施競技名 

(2) 会場地、会場 

(3) 参加人員 

(4) その他特に必要とする事項 

 

6. 企業協賛 

別に定める「国民スポーツ大会公開競技における企業協賛について」に基づき実施することができる。 
 

7. その他 

(1) 総合表彰の積算対象競技としない。 

(2) 都道府県予選会等を実施する場合には、当該競技団体の責任の下で実施する。 

(3) 参加料、参加者旅費等、当該競技会参加に関する経費については、原則として、競技会参加者

の自己負担とする。 

(4) 参加者には､大会参加記念章を与えることができる。 

(5) 本基準の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
 

（附 則） 

本基準は、平成 20年 11月 12日に制定し、第 70回大会より施行する。 

本基準は、平成 24年 8月 29 日に改定し、第 70回大会より施行する。 

本基準は、平成 27年 12月 10日に改定し、施行する。 

本基準は、平成 30年 4月 1 日に改定し、施行する。 

本基準は、令和 6 年 1 月 1 日に改定し、施行する。 
 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_22.pdf
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国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施基準 
 

地方スポーツの推進、国民の健康増進・体力の向上等をはじめ、国民のスポーツ推進を図るために、

正式競技及び公開競技以外の競技を対象に、次の条件の範囲において、生涯スポーツ社会の実現に寄与

するという観点から、国民スポーツ大会開催基準要項第 10 項（５）に定める「デモンストレーション

スポーツ」として実施することができる。 
 

1. 実施対象 

原則として､開催地都道府県体育・スポーツ協会加盟団体の競技であること。これ以外の競技を実

施する場合は､開催地都道府県の特性を生かしたもの､あるいは開催地都道府県民のスポーツ推進の

ため重点的に実施されているもので､いずれも当該都道府県体育・スポーツ協会の推薦するものとす

る。 

なお､正式競技､公開競技の開催に支障のない範囲で実施しなければならない。 
 

2. 運営について 

開催地都道府県競技団体が主管する。 
 

3. 参加者の範囲 

原則として、開催地都道府県内に居住している者とする。 
 

4. 実施決定の時期と申請 

当該大会開催地決定時とし､次の事項を記載した実施申請書を公益財団法人日本スポーツ協会会長

及び文部科学大臣あて提出する。 

(1) 実施競技名 

(2) 実施する理由 

(3) 会場地､会場 

(4) 参加人員 

(5) 参加資格 

(6) 実施方法 

(7) その他特に必要とする事項 
 

5. 実施時期 

原則として、当該大会開催年度の 4月 1日以降、大会の会期内で開催することとし、当該開催県と

開催地都道府県競技団体が調整の上、日本スポーツ協会が決定する。 
 

6. その他 

(1) 参加者には､大会参加記念章を与えることができる。 

(2) その他の事項については､国民スポーツ大会開催基準要項及び同細則に準じる。 

(3) 本基準の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
 

〈 附   則 〉 

本基準は､平成 20年 11月 12日に制定し､第 70回大会より施行する。 

本基準は､平成 23年 8月 25日に改定し､第 70回大会より施行する。 

本基準は､平成 24年 12月 20日に改定し､第 70回大会より施行する。 

本基準は､平成 27年 12月 10日に改定し､施行する。 

本基準は、平成 30年 4月 1日に改定し、施行する。 

本基準は、令和 2年 9月 10日に改定し、施行する。 

本基準は、令和 6年 1月 1日に改定し、施行する。 
 



所　属 競技形式 会　期 成　績

毎年実施競技

隔年実施競技

開催地選択競技

※第74回～第81回
大会は休止

中央競技団体の
考え方による

開催都道府県
体協加盟・認定

開催県の
考え方による

［補足］
　・ 各大会における「正式競技」は、「毎年実施競技」と、「隔年実施競技」のうち当該大会において実施した競技、
　　並びに「開催地選択競技」とする。
　・ 高等学校野球競技については、第70回～第85回大会においては「特別競技」とする。

天皇杯・皇后杯
成績対象

公開競技

大会会期前・内
天皇杯・皇后杯

成績対象外

デモンストレーションスポーツ

国民スポーツ大会における実施競技区分の概念図

競技区分

正式競技 日本スポーツ協会
加盟

（準加盟除く）

都道府県対抗 大会会期内

天皇杯・皇后杯
成績対象競技

但し、隔年実施競技
については、当該大
会実施競技のみを対
象とする。

参考

2
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国民スポーツ大会実施競技の分類 

項目 正式競技 公開競技 デモンストレーションスポーツ 

実施の主体 日本スポーツ協会、文科省、開催県 当該中央団体 開催県 

性格・位置づけ 「今後の国体像について」に示した方向性に合致するとともに、

我が国の各年齢層にわたって顕著な普及が認められ、国民の間に

広く浸透している競技とする。 

正式競技以外の競技とし、国民へのスポーツ推進の観点（地

方スポーツの推進、国民の健康増進・体力の向上等）から、

実施することができる。 

従前実施されていた「デモンストレーションとしてのスポ

ーツ行事」に準じて実施するものとする。 

競技形式 都道府県対抗 当該中央団体の考え方による 当該開催県及び県団体の考え方による 

総合成績 男女総合成績（天皇杯）、女子総合成績（皇后杯）の得点対象競

技とする。 

男女総合成績（天皇杯）、女子総合成績（皇后杯）の得点対

象としない。 

男女総合成績（天皇杯）、女子総合成績（皇后杯）の得点対

象としない。 

実施規模等 本大会（37競技）及び冬季大会（3競技）合わせて 40競技とす

る。 

当該中央団体と開催県が調整の上、日本スポーツ協会が決定

する。 

参加人員及び施設基準については、特に定めない。 

当該開催県と県団体が調整の上、日本スポーツ協会が決定

する。 

 競技会会期 (1)開催県は当該中央団体と調整の上、日本スポーツ協会が決定

する。 

(2)実施時期については、大会会期内を原則とする。 

(3)開催県の施設状況等により、競技会の会期内での開催が困難

な場合は、会期前に実施することができる。但し、その競技数

は3競技程度とする。 

(1)実施時期については、大会開催年度 4 月 1 日以降大会会

期内までに開催することとし、当該実施中央団体と開催県

と調整の上、日本スポーツ協会が決定する。 

(2)競技会の会期は4日間を上限とする。 

(3)正式競技に支障のない範囲で実施することとする。 

(1)実施時期については、大会開催年度4月1日以降大会会

期内で開催することとし、当該開催県と県団体が調整の

上、日本スポーツ協会が決定する。 

(2)正式競技に支障のない範囲で実施することとする。 

会場地 開催基準要項第7項第4号による。 開催県内において実施する。 開催県内において実施する。 

実施競技・種目 (1)日本スポーツ協会に加盟している中央団体の競技とする。 

(2)実施競技は次の競技とし、1大会あたり40競技とする。 

「毎年実施競技」／「隔年実施競技」／「開催地選択競技」 

(1)日本スポーツ協会に加盟している中央団体の競技とす

る。（準加盟は対象としない） 

但し、当該中央団体は、全国の県体協に加盟している支部

組織を、24以上有していること。 

(2)正式競技に選定された中央団体の競技・種目は除く。 

(1)開催県体協に加盟又は認定されている県団体の競技と

する。 

 参加者の範囲 ブロック又は都道府県代表者（チーム）とする。 当該中央団体が定めた要項によるものとする。 参加者は開催県内の在住者とする。 

 予選会 県体協及び県団体の責任の下で予選会を実施し、ブロックまたは

都道府県代表者（チーム）を選出する。 

出場者（チーム）を選出するために予選会を実施する場合は、

当該中央団体の責任の下で実施する。 

出場者（チーム）を選出するために予選会を実施する場合

は、開催県及び当該県団体の責任の下で実施する。 

 参加資格 原則として、開催基準要項並びに同細則に基づくものとするが、

中央団体が参加資格を別途付加する場合がある。 

当該中央団体が定めた要項によるものとする。 当該開催県団体が定めた要項によるものとする。 

開催経費の負担 開催県(負担金)、文科省(補助金)、日本スポーツ協会(補助金) 当該中央団体(自己財源) 当該開催県又は県団体等（自己財源）、文科省(補助金) 

 参加負担金・

参加料 

開催基準要項に基づき日本スポーツ協会が徴収する。 当該競技実施要項に基づき当該中央団体が徴収する。 当該競技実施要項に基づき当該開催県又は県団体が徴収す

る。 

企業協賛 日本スポーツ協会と開催県で調整のうえ実施する。 当該中央団体は日本スポーツ協会の承認を得て実施するこ

とができる。 

日本スポーツ協会と開催県で調整のうえ実施する。 

※ 高等学校野球については、従前どおりの実施内容で、別途「特別競技」として取り扱うこととする。 

※ 略称については、次の通りとする 

国民スポーツ大会委員会：国スポ委員会 ／ 文部科学省：文科省 ／ 中央競技団体：中央団体 

開催都道府県：開催県 ／ 都道府県体育・スポーツ協会：県体協 ／ 都道府県競技団体：県団体 

参 考 
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国民スポーツ大会実施競技の分類 
 

項目 正式競技 公開競技 デモンストレーションスポーツ 

実施までの 

手続き 

(1)「国民スポーツ大会正式競技の選定基準と評価方

法について」に基づき、当該大会の 7年前までに「毎

年実施競技」及び「隔年実施競技」が選定される。 

(2)日本スポーツ協会、開催県並びに当該中央団体で、

実施内容について協議する。 

(3)開催県は、開催内定時（5年前）に、実施競技名（「開

催地選択競技」）を明記した開催申請書を日本スポ

ーツ協会に提出する。 

(4)開催申請書について、国スポ委員会の審議を経て、

文科省と協議する。 

(5)日本スポーツ協会理事会にて決定する。 

(1)実施中央団体は開催県と実施内容（規模含

む）等について、協議する。 

(2)開催県において実施態度を決定する。 

(3)日本スポーツ協会と開催県は実施競技につ

いて協議する。 

(4)開催県は、開催内定時（5年前）までに、実

施競技名を明記した必要書類等を日本スポ

ーツ協会に提出する。 

(5)国スポ委員会で審議、決定する。 

(1)実施希望開催県団体と開催県で協議する。 

(2)開催県において実施態度を決定する。 

(3)開催決定時（3年前）までに必要書類等を作

成し、日本スポーツ協会に提出する。 

(4)国スポ委員会で審議、決定する。 

その他 [実施競技の見直し] 

(1)正式競技を実施する中央団体は、別に定める様式

により報告書を日本スポーツ協会に提出しなけれ

ばならない。 

(2)日本スポーツ協会は提出された報告書を精査し、

「国民スポーツ大会正式競技の選定基準と評価方

法について」に基づき、4 年ごとに次の区分で見直

す。 

・「毎年実施競技」又は「隔年実施競技」として選

定する 

・正式競技から外れる 

※「正式競技」から外れた競技は、「公開競技」と

して実施することができる。 

※「隔年実施競技」として選定された競技は、「公

開競技」として実施することはできない。 

[競技会実施の条件] 

公開競技を実施するにあたっては、次のことを

原則とする。 

(1)競技会の準備並びに運営（競技用具の確保、

宿舎の手配、参加受付等、その他全般）につ

いて、当該中央団体が経費負担を含め主導的

に行う。 

(2)開催県は、競技会場の貸与について協力す

るものとする。 

(3)参加料、参加者旅費など当該競技会参加に

関する経費については、原則として、競技会

参加者の自己負担とする。 

 

※ 高等学校野球については、従前どおりの実施内容で、別途「特別競技」として取り扱うこととする。 

※ 略称については、次の通りとする 

国民スポーツ大会委員会：国スポ委員会 ／ 文部科学省：文科省 ／ 中央競技団体：中央団体 

開催都道府県：開催県 ／ 都道府県体育・スポーツ協会：県体協 ／ 都道府県競技団体：県団体 
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国民スポーツ大会開催基準要項細則 
 

１ 国民スポーツ大会開催基準要項（以下「本則」という。）第7項第 1号の 3（開催地が複数の都道府県に

またがる場合） 

総合開・閉会式場及び競技会場地の決定については､当該都道府県が協議の上､日本スポーツ協会

の承認を得なければならない。 

 

２ 本則第 7 項第 4 号の 2（施設基準） 

大会の競技施設は既存施設の活用に努め、施設の新設・改修等にあたっては、大会開催後の地域ス

ポーツ推進への有効的な活用を考慮し、必要最小限にとどめるものとする。 

なお、本施設基準は、会場地市町村等が各競技場を整備する上での基準であり、開催県及び市町

村等において各中央競技団体との調整を行い弾力的に運用できるものとする。 

（国民スポーツ大会施設基準参照） 

 

３ 本則第 8 項第 1 号及び第 10 項第 4 号（参加資格及び年齢基準等） 

（１） 大会及びブロック大会 

１） 参加資格 

① 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日本国籍

を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

（i） 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうちの「永住者」（「日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特

別永住者」を含む） 

（ii） 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者。 

i） 「学校教育法」第1条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、大会実施要項が

定める参加申込時に 1年以上在籍していること。 

ii） 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」、「家族滞在」又は

「定住者」に該当していること。 

（iii） 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者。 

i） 少年種別年齢域にあった時点において前号（ii）に該当していた者であること。 

ii） 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会終了時において「留

学」に該当しないこと。 

［注］ 上記（ⅲ）－ⅱ）について、大学及び専修学校等に在籍する者は、「出入国管理及び

難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場合も「留学」と同等に扱う。 

② 選手及び監督は､所属都道府県の当該競技団体会長及び都道府県体協等会長が代表とし

て認め選抜した者であること。都道府県代表選手の選抜にあたっては、別に定める「国

民スポーツ大会における都道府県代表選手の選考に関する指針」に基づくこと。 

③ 前々回又は前回の大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）に選手又は監督として参加

した者が異なる都道府県から参加する場合については、2 大会以上の間を置かなければなら

ない。ただし､次の場合は該当しないこととする｡ 

 

（i） 成年種別 

i） 新卒業者 

ii） 結婚又は離婚に係る者 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_06.pdf
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［注］ i）及び ii）は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

iii） ふるさと選手（「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」による） 

［注］ 「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、ふるさと

選手として参加する者を含む。 

（ii） 少年種別 

i） 新卒業者 

ii） 結婚又は離婚に係る者 

iii） 一家転住に係る者（「一家転住等に伴う特例措置」による） 

［注］ i）から iii）は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。 

iv） JOC エリートアカデミーに在籍する者（「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資

格の特例措置」による） 

④ 選手と監督の兼任は､同一種別内に限る。 

⑤ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ 1 競技

に限り参加できる。 

⑥ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはできな

い。 

⑦ 選手、監督、本部役員帯同のスポーツドクター、アスレティックトレーナーは、本大会又は冬季

大会参加前の１年以内に日本スポーツ協会が指定するアンチ・ドーピング教育を受講した者

であること。 

⑧ 上記のほか、選手については次のとおりとする。 

（i） 本則第18項に定める都道府県大会等に参加し､これを通過した者であること。ただし、

別に定める「国民スポーツ大会予選会免除に関する要領」及び「トップアスリートの国

民スポーツ大会参加資格の特例措置」に基づき予選会への参加が免除となった者に

ついては、この限りではない。 

（ii） 健康診断を受け､競技会への参加に支障がない者であること。 

（iii） ドーピング検査対象に選定された場合には、検査を受けなければならない。 

⑨ 上記のほか、監督については、大会開催年の 4月 1日以前から本大会終了時まで（冬季大会

については、大会開催前年の 10 月 1 日以前から本大会終了時まで）日本スポーツ協会公認

スポーツ指導者制度に基づき当該競技団体が定める公認資格（コーチ 1～4、教師、上級教

師）を保有している者とし、監督が不在の場合選手は参加することができない。 

２） 選手の年齢基準及び所属都道府県 

選手の年齢基準及び所属都道府県は、次のとおりとする。 

ただし、日本スポーツ協会が特に認める場合、以下の年齢基準にかかわらず、競技ごとに年齢

区分を設定することができるものとし、年齢の下限は大会開催年(冬季大会は前年)の4月 1日現在、

14歳（中学 3年生）とする。 

① 成年種別 

大会開催年(冬季大会は前年)の 4月 1日現在、18歳以上の者とし､次のいずれかに属する都

道府県を選択することができる。 

（i） 居住地を示す現住所 

（ii） 勤務地 

（iii） ふるさと （「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」による。） 

［注］ 「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、ふるさと

選手として参加する者を含む。 

② 少年種別 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_08.pdf
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大会開催年(冬季大会は前年)の 4月 1日現在、15歳以上 18歳未満の者とし、次のいずれか

に属する都道府県を選択することができる。 

（i） 居住地を示す現住所 

（ii） 「学校教育法」第 1条に規定する学校の所在地 

（iii） 勤務地 

（iv） 「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校の所在

地 

 [注] 上記の属する都道府県のうち、｢居住地を示す現住所｣、｢勤務地｣、｢『学校教育法』第 1条に規

定する学校の所在地｣のいずれかから参加する場合は､大会開催年(冬季大会は開催前年)の

4月 30日以前から大会終了時(冬季大会は開催前年の 10月 31日)まで引き続き当該地に､居

住又は勤務、通学していなければならない（「居住地を示す現住所」における「日常生活」及び

「勤務地」における「主たる勤務実態」については、別に基準を定める）。ただし、次の者は、こ

の限りではない。 

［成年種別］ 

(a) 「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」の対象者 

［少年種別］ 

(a) 一家転住に係る者（「一家転住等に伴う特例措置」による） 

(b) 「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」の対象者 
 

（２） 都道府県大会 

１） 都道府県体協等は､大会の運営の円滑化を図るため､市町村体育・スポーツ協会､同教育委員会

等と緊密な連絡をとり､前号に準拠した選手及び監督を各競技の参加者とする｡ 

２） 各競技の選手及び監督は､大会主催者が定める参加申込書を提出する｡ 

３） 当該競技団体に登録していない者又はチームの取り扱いは次のとおりとする。 

（i） 大会主催者が定めた参加申込書を提出することにより、当該競技団体の一時登録者又

は仮加盟者とみなし、参加料等を徴収することができる。なお､特に経験を必要とする競

技については､当該競技団体が参加資格を別に定めることができる。 

（ii） 参加申込書が受理された時点で参加条件が満たされたこととし、以降本大会まで当該

競技団体の定めた競技者規定等を遵守すること。 
 

（３） その他 

参加資格等に疑義があるときは､日本スポーツ協会及び当該競技団体が調査審議の上､日本ス

ポーツ協会がその可否を決定する。 

 

４ 本則第 10 項第 3 号（大会の実施競技及び各競技の参加人員） 

（１） 第 70回大会から第 73回大会における実施対象競技は次のとおり。 

１） 正式競技（41競技） 

① 毎年実施競技（37競技） 

［本大会］ 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、 

体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、 

ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、 

ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、 

山岳、カヌー、アーチェリー、空手道、クレー射撃、ボウリング、ゴルフ 

［冬季大会］ 

スキー、スケート、アイスホッケー 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_10.pdf
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34 

② 隔年実施競技（4競技） 

［本大会］ 

軟式野球、銃剣道、なぎなた、トライアスロン 

２） 公開競技（4競技） 

［本大会］ 

綱引、ゲートボール、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ 

３） デモンストレーションスポーツ 

開催県が希望する競技 

４） 特別競技 

［本大会］ 

高等学校野球 

（２） 第 74回大会から第 77回大会における実施対象競技は次のとおり。 

１） 正式競技（41競技） 

① 毎年実施競技（39競技） 

［本大会］ 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、 

体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、 

ハンドボール、自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、 

フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、 

ラグビーフットボール、スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、 

なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

［冬季大会］ 

スキー、スケート、アイスホッケー 

② 隔年実施競技（2競技） 

［本大会］ 

銃剣道、クレー射撃 

２） 公開競技（5競技） 

［本大会］ 

綱引、武術太極拳、パワーリフティング、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ 

３） デモンストレーションスポーツ 

開催県が希望する競技 

４） 特別競技 

［本大会］ 

高等学校野球 

 ※第 75回大会の中止に伴い、当該大会実施競技については、令和 5年開催の特別大会にて実施。 

（３） 第 78回大会から第 81回大会における実施対象競技は次のとおり。 

１） 正式競技（41競技） 

① 毎年実施競技（39競技） 

［本大会］ 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ローイング、ホッケー、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、 

ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、 

スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、ボウリング、 

ゴルフ、トライアスロン 

 

［冬季大会］ 

スキー、スケート、アイスホッケー 

② 隔年実施競技（2競技） 
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［本大会］ 

ボクシング、クレー射撃 

２） 公開競技（7競技） 

［本大会］ 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、 

バウンドテニス、エアロビック 

３） デモンストレーションスポーツ 

開催県が希望する競技 

４） 特別競技 

［本大会］ 

高等学校野球 

（４） 第 82回大会から第 85回大会における実施対象競技は次のとおり。 

１） 正式競技（41競技） 

③ 毎年実施競技（39競技） 

［本大会］ 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ローイング、ホッケー、ボクシング、バレーボール、 

体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、 

自転車、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、フェンシング、柔道、ソフトボール、 

バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、 

カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン 

［冬季大会］ 

スキー、スケート、アイスホッケー 

④ 隔年実施競技（2競技） 

［本大会］ 

馬術、なぎなた 

２） 公開競技（9競技） 

［本大会］ 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、 

バウンドテニス、エアロビック、スポーツチャンバラ、ダンススポーツ 

３） デモンストレーションスポーツ 

開催県が希望する競技 

４） 特別競技 

［本大会］ 

高等学校野球 

 

（５） 正式競技及び特別競技の参加人員は「国民スポーツ大会実施競技及び参加人員」に示すとおり。 

 

５ 本則第 11 項第 1 号の 3 及び第 2 号の 4(総合成績決定方法) 

（１） 総合表彰（都道府県）における総合成績決定方法 

１） 各都道府県の男女総合成績及び女子総合成績は､冬季大会及び本大会で実施した全正式競

技の得点を合計したものとし、その合計得点が多い順に順位を決定し、第 1位から第 8 位まで表

彰する。ただし、同点の場合は、その順位を共有し、その次の順位を欠位とする。 

２） 各都道府県の総合成績は、大会総務委員会が決定する。 

３） その他業務上必要な事項は別に定める。 
 

（２） 競技別表彰における総合成績決定方法 

各正式競技の男女総合成績及び女子総合成績は、次の競技得点及び参加得点を合計し、その

多い順に順位を決定し、第 1 位から第 8位まで表彰する。ただし、同点の場合は、順位を共有し、そ

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_07.pdf
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の次の順位を欠位とする。 

各競技会の総合成績は、競技団体が決定するが、天候その他の事情により一部競技が中止にな

った場合は、当該競技団体と大会総務委員会が協議する。 

１） 競技得点 

競技得点は、次の 2種類とし、第 1位から第 8位までの都道府県に与える。ただし、同順位の場

合の競技得点は、次順位のものを加え、当該都道府県で等分し、割り切れない場合は小数第 3位

以下を切り捨てる。 

 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 

 

種別 

4人以下 24点 21点 18点 15点 12点 9点 6点 3点 

5人以上 7人以下 40点 35点 30点 25点 20点 15点 10点 5点 

8人以上 64点 56点 48点 40点 32点 24点 16点 8点 

種目 ――― 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点 

[注]  「種別」：種別などに与える得点  「種目」：種目などに与える得点 

２） 参加得点 

参加得点は 10点とし､その基準を下記のとおりとする。 

① 都道府県が大会に直接エントリーする競技については､参加種別数にかかわらず､大会の参

加をもって得点を与える。 

② ブロック大会を経て参加する競技については､ブロック大会を大会参加とみなし､得点を与える。

ただし､ブロック大会で大会の出場権を獲得しながら､大会に参加しなかった場合は与えない。 
 

（３） 参加資格違反並びにアンチ・ドーピング規則に対する違反に関わる競技順位等の取り扱い 

「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」によるものとする。 

 

６ 本則第 13 項第 3 号（開催要望書の様式及び添付書類） 

（１） 様 式 

 

開   催   要   望   書 

 

  公益財団法人日本スポーツ協会会長  殿 

  文  部  科  学  大  臣     殿 

 

令和○○年の第○○回国民スポーツ大会［本大会または冬季大会］を○○県において開

催いたしたく、ここに要望します。 

 

       年    月     日 

 

 

 

 

 

（２） 添付書類 

添付書類は､下記のとおりとする｡ただし､日本スポーツ協会及び文部科学省が了解している事項

については､省略することができる。 

１) 都道府県議会決議書 

２) 同一地区内都道府県の同意書 

都道府県体育・スポーツ協会会長名 印 

都  道  府  県  知  事  名 印 

都道府県教育委員会教育長名 印 

 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_25.pdf
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本則第 12項第 2号に定める同一地区内の都道府県体協等から同意を得ること。 

 

７ 本則第 14 項第 3 号（開催申請書の様式及び添付書類） 

（１） 様 式 

 

開   催   申   請   書 

 

  公益財団法人日本スポーツ協会会長  殿 

  文  部  科  学  大  臣     殿 

 

令和○○年の第○○回国民スポーツ体育大会［本大会または冬季大会］を○○県にお

いて開催いたしたく、ここに申請します。 

 

       年    月     日 

 

 

 

 

 
 

（２） 添付書類 

添付書類は､下記のとおりとする｡ただし､日本スポーツ協会及び文部科学省が了解している事項

については､省略することができる。 

１） 都道府県議会決議書 

なお、都道府県は会場地市町村との間で、競技会開催に係る合意書（又は契約書）を取り交わ

しておくこと。 

２） 実施予定競技及びその種類 

３） 実施予定競技の会場地とその施設概要 

施設については､縦横の長さ､高さ､面積､照明度､観客収容能力等を具体的に記載する。 

４） 大会運営費及び施設費の予算書 

収入財源を明確にし､支出については､特に新設施設の予算額と経費負担区分を明らかにする。

年次計画のあるものについては､年度ごとの計画と予算書を明らかにする。 

５） 予定会場地ごとの宿泊可能数調査書 

予定会場地内及び交通機関を利用して約 30 分以内に会場に到着することができる隣接地のホ

テル、旅館等の名称、その畳数、所有寝具数、1人 3.3㎡（2畳）以上を基準とした場合の収容人数

と旅館側で希望する宿泊人員数を記載する。 

 

８ 本則第 16 項第 5 号（延期開催又は中止した大会に関する成績の取扱い及び参加資格の対応） 

(１) 総合成績の取扱い 

本則第 16 項(1)において、大会（本大会及び冬季大会）を中止した場合、既に終了した競技

会の成績については確定するものとし、本大会を中止した場合の男女総合成績（天皇杯）及び

女子総合成績（皇后杯）の順位については、空位とし、確定しないものとする。 

(２) 参加資格の対応 

１)当該大会の取扱い 

当該大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）については、予選会実施の有無にかかわ

らず、参加申込は無効とし、参加資格上は「不参加」として取扱うものとする。ただし、既に

都道府県体育・スポーツ協会会長名 印 

都  道  府  県  知  事  名 印 

都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 名 印 
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実施済みの予選会については、開催実績として記録できるものとする。 

２)ふるさと選手制度 

当該大会が開催されていた場合、ふるさと選手制度を利用する要件を満たしていた者につい

て、次の通りとする。 

①当該大会の次回大会に参加する選手は、当該大会の前回大会のふるさと選手制度利用をも

って、ふるさと解除（ふるさと選手制度 1 回の利用について、2 年以上連続で使用した者は、

次回大会に 2 大会空けることなく、異なる都道府県から参加することが可能。）を適用可と

する。 

②当該大会の次々回大会に参加する選手は、特例として当該大会の次回大会のふるさと選手制

度利用をもって、ふるさと解除を適用可とする。 

 

 

９ 本則第 20 項第 5 号(各競技会表彰式の要領) 

各競技の表彰式は、できるだけ簡素なものとし、概ね次のとおりとする。 

・成績発表 

・表彰状授与 

・大会会長トロフィー授与 

・競技会会長閉会のあいさつ 

・会場地代表歓送のことば 

・国旗降納 

・大会旗､実施競技団体旗､会場地市町村旗降納 

 

１０ 本則第 26項(実施要項に記載する内容) 

（１） 大会実施要項 

１） 総則 

① 開催の趣旨 ② 実施競技 ③ 会期及び会場 ④ 競技方法 

⑤ 参加資格 ⑥ 表彰の方法 ⑦ 参加申込方法 

⑧ 宿泊申込方法 ⑨ 参加上の注意 ⑩ その他必要な事項 

２） 大会日程と会場一覧表 

３） 各競技実施要項 

４） 天皇杯・皇后杯授与規程 

５） 大会会長トロフィー授与規程 

６） 日本スポーツ協会加盟競技団体一覧表 

７） 開催県体育・スポーツ協会加盟団体一覧表 

８）開催県各会場地市町村実行委員会事務局一覧表 

９）その他必要な事項 

（２） 各競技別実施要項 

１） 期日 

２） 会場 

３） 種別（種目）及び参加人員 

４） 競技上の規程及び方法 

５） 予選方法 

６） 参加資格等 

７） 成績採点方法 
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８） 表彰の方法 

９） 参加申込方法 

１０） 参加上の注意 

１１） その他 

 

１１ 本則第 30項第 2 号(プログラムに記載する内容) 

（１） 総合プログラムには､下記のものを掲載しなければならない。 

１） 大会会長及び文部科学大臣あいさつ並びに開催県知事の歓迎のことば 

２） 大会役員 

３） 天皇杯・皇后杯授与規程 

４） 参加人員一覧表 

５） 各競技会別会場及び大会日程一覧表 

６） 各競技の日程及び組合せ 

７） その他必要な事項 

（２） 競技別プログラムには､下記のものを掲載しなければならない。 

１） 大会会長及び文部科学大臣あいさつ並びに開催県知事の歓迎のことば 

２） 全国を統轄する競技団体会長あいさつ及び会場地市町村代表の歓迎のことば 

３） 大会役員 

４） 競技会役員 

５） 競技役員、係員及び補助員 

６） 天皇杯・皇后杯授与規程 

７） 大会会長トロフィー授与規程 

８） 表彰式次第 

９） 会場図 

１０） 競技日程 

１１） 競技の見方 

１２） 組合せ 

１３） 都道府県別参加人員 

１４） その他必要な事項 

（注） 6） 、7）は､正式競技のみ記載する。 

 

１２ 本則第 42項第 1号（国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の運営） 

（１） 大会参加の都道府県体協等は、大会参加者傷害補償制度の対象となる参加者数に応じた制度負

担金を日本スポーツ協会に納入する。 

（２） 制度負担金の額は日本スポーツ協会が定める。 

（３） 制度負担金の充当先については、日本スポーツ協会が定める。 

（４） 都道府県代表選考過程における傷害等については、当該参加者本人及び予選会等代表選考の

主催者の責任において別途傷害保険等に加入するなどの対応をとること。 

 

〈 附  則 〉 

(１) 本細則は､昭和 58年 12月 7日改定し､施行する。ただし､下記については､それぞれ昭和 63 年 1月 1日

から施行する。 

３－(1) ①オ（ア） 

３－(1) ②ウ“大学を除く” 
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５－(1) ①② 

(２) 本細則の下記については､昭和 62年 12月 10日改定し､昭和 63年 1月 1日から施行する。 

4、７－(1)(2)及び附則(1) 

(３) 本細則第 4項水泳競技飛込種別の選手数については､平成元年 12月 6日改定し､施行する。 

(４) 本細則附則(1)については､平成 2年 5月 16日改定し､施行する。 

(５) 本細則の下記については､平成 3年 12月 2日改定し､施行する。 

4の成年 2部の廃止と、これに伴う実施種別と実施時期の明記 

(６) 本細則の下記については､平成 4年 1月 31日改定し､平成 4年 4月 1日から施行する。 

4(軟式庭球をソフトテニスに変更)  

(７) 本細則の下記については､平成 5年 6月 8日改定し､施行する。 

6－(2)－⑤（予定会場地ごとの宿泊可能数調査書） 

(８) 本細則の下記については､平成 5年 6月 29日新設し､施行する。 

11－(1) （国民スポーツ振興事業） 

(９) 本細則附則(1)については､平成 7年 6月 21日改定し､施行する。 

(１０) 本細則の下記については､平成 8年 1月 9日改定し､以下により施行する。 

第 2項(施設基準)は､細則(注)２に記載の日より施行する。 

第 3項(1)②のエ（  ）書きは､平成 8年 1月 9日より施行する。 

第 4項（各季大会の実施競技及び各競技の参加人員）は､細則補足説明記載の日より施行する。 

(１１) 本細則の下記については､平成 8年 4月 26日改定し､以下により施行する。 

第４項のライフル射撃競技種別の種目については､第 55回大会より施行する。 

同項空手道競技種別の監督､選手数及び種目については､第 52回大会より施行する。 

(１２) 本細則の下記については､平成 8年 6月 11日新設し､第 54回大会より施行する。 

第 2項及び第 4項のゴルフ競技に関わる項目の新設｡ 

(１３) 本細則附則(1)については､平成 9年 1月 14日に改定し､第 52回夏季大会より施行する。 

(１４) 細則の下記については、平成 10年 6月 17日改定し、以下により施行する。 

第 2項の秋季大会式典会場に関わる項目は、平成 10年 6月 17日より施行する。 

第 2 項及び第 4 項の漕艇、軟式野球及びカヌーの各競技に関わる項目は、平成 10 年 6 月 17 日より

施行する。 

第 3項(1)①オの成年 2部に関わる項目については、第 54回大会より施行する。 

(１５) 本細則の下記については、平成 10年 12月 9日改定し、第 54回大会より施行する。 

第４項のバレーボール及び体操競技の参加人員、並びにヨット競技の種目。 

(１６) 本細則第 2項のヨット競技施設基準については、平成 11年 6月 16日改定し、施行する。 

(１７) 本細則第 4 項のサッカー競技参加人員については、平成 11 年 9 月 7 日改定し、第 57 回大会より施行

する。 

 

(１８) 本細則の下記については、平成 11年 12月 15日改定し、以下により施行する。 

第 4 項のライフル射撃及びボートの各競技種目については、第 55 回及び第 56 回大会より、それぞれ

施行する。 

(１９) 本細則第 4項のヨット競技種目については、平成 12年 3月 8日改定し、第 56回大会より施行する。 

(２０) 本細則第 4項の体操競技参加人員については、平成 12年 6月 21日改定し、第 56回大会より施行する。 

(２１) 本細則第 4項のゴルフ及びテニスの各競技参加人員については、平成 12年 8月 23日改定し、第 56回

大会より施行する。 

(２２) 本細則の下記については、平成 12年 12月 13日改定し、以下により施行する。 

第 2項及び第 4項のヨット競技名称については、平成 12年 12月 13日より施行する。 

第 4項の弓道及びライフルの各競技参加人員については、第 56回大会より施行する。 
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(２３) 平成 13年 1月 6日の省庁再編に伴う文部科学省等の表記の変更については、同日改定し、施行する。 

(２４) 本細則の下記については、平成 13年 3月 14日改定し、以下により施行する。 

第 2項の前文及び第 4項のボウリング競技参加人員については、平成 13年 3月 14日より施行する。 

第 2 項のサッカー、柔道、バドミントンの各競技施設基準及び第 5 項の競技得点の施行時期について

は、平成 13年 6月開催の国体委員会にて決定する。 

第 8項（開催地都道府県実行委員会が日体協と協議し、承認を受けなければならない事項）については、

本則第 23項への振替えにより削除し、以下項を繰り上げるものとする。 

(２５) 本細則第 2 項のサッカー、柔道、バドミントンの各競技施設基準及び第 5 項の競技得点については、第

61回及び第 58回大会より、それぞれ施行する。（平成 13年 6月 22日開催の国体委員会にて決定） 

(２６) 本細則の下記については、平成 14年 3月 14日改定し、以下により施行する。 

第 2項のアイスホッケー競技施設基準については、第 59回大会より施行する。 

第 6 項(2)①の開催申請書添付書類については、冬季大会は第 60 回大会、夏・秋季大会は第 62 回大

会の開催申請書提出時より施行する。 

(２７) 本細則第 4 項のレスリング競技参加人員については、平成 14 年 7 月 2 日改定し、第 58 回大会より施行す

る。 

(２８) 本細則第 4項の競技参加人員（注）4については、平成 14年 8月 20日新設し、第 58回大会より施行する。 

(２９) 本細則第 3 項（1）①ウの参加資格については、平成 14 年 12 月 24 日改定し、第 58 回以降の大会に参

加した監督及び選手について適用する。 

(３０) 本細則第 2項のアーチェリー競技施設基準については、平成 15年 3月 4日改定し、第 60回大会より施

行する。 

(３１) 本細則第 5項（1）①競技得点については、平成 15年 3月 4日改定し、施行する。 

(３２) 本細則第 3項（1）①オ（オ）及び第 5項（3）のドーピング・コントロール関連事項については、平成 15年 4

月 25日新設し、施行する。 

(３３) 本細則第 4 項のレスリング競技参加人員については、平成 15 年 8 月 19 日改定し、第 59 回大会より施

行する。 

(３４) 本細則第 3項（1）①オ（イ）については、平成 15年 12月 19日新設し、第 59回大会より施行する。 

(３５) 本細則第 3 項（１）①ウの所属都道府県の特例措置については、平成 16 年 4 月 13 日に改定し、第 60

回大会より施行する。 

(３６) 本細則第 3 項（１）①の参加資格及び②の選手の年齢基準及び所属都道府県については、平成 16 年 4

月 13日に改定し、第 60回大会より施行する。 

(３７) 本細則第 3項(1)1)①(ⅱ)、（ⅲ）の「日本国籍を有しない者」の参加資格については平成 16年 6月 18日

に改定し、第 60回大会より施行する。 

(３８) 本細則については、平成 17年 6月 16日に改定し、第 61回冬季大会スケート・アイスホッケー競技会から適

用するが、次の項目については第 60回夏季大会より適用する。 

・ 「第 5項（3） アンチ・ドーピング規則違反に関わる得点等の取り扱い」 

・ 「第 10項 国民体育大会参加者傷害補償制度の運営」 

(３９) 本細則第 4 項のセーリング競技参加人員については、少年種別における使用艇種が FJ 級からセーリン

グスピリッツ級に変更となることに伴い、平成 17年 12月 22日改定し、第 62回大会より施行する。 

(４０) 本細則第 4 項(各競技の参加人員)については、平成 15 年 3 月 25 日策定の「国体改革 2003」における

大会規模の適正化(参加総数の削減)に伴い改定する。なお、各競技の実施時期については以下のとおり。 

・ スケート競技については、第 60回大会より施行する。 

・ サッカー競技、テニス競技、卓球競技、バドミントン競技、ライフル射撃競技、ゴルフ競技については、

第 61回大会より施行する。 

・ その他の競技については、第 63回大会より施行する。 

・ 体操競技少年男子種別新体操種目については、第 64回大会より休止する。 
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・ バレーボール競技成年男女種別 9人制については、第 66回大会より廃止する。 

(４１) 本細則第 2項(施設基準)については、(40)の大会規模の適正化等に伴い、 

以下の競技において第 63回大会より改定し施行する。 

・ スキー競技、ホッケー競技、ボクシング競技、バスケットボール競技、 

セーリング競技、ウエイトリフティング競技、ハンドボール競技、馬術競技、 

フェンシング競技、柔道競技、カヌー競技、ボウリング競技 

(４２) 本細則第 2項の山岳競技施設基準については、縦走種目を廃止し新たにクライミング種目を導入することに

伴い、平成 17年 8月 11日改定し、第 63回大会より施行する。 

(４３) 本細則第 2 項の山岳競技施設基準については、国際競技規則において、種目の名称が変更となる(クラ

イミング種目→リード種目)ことから、平成 18年 12月 20日改定し、第 63回大会より施行する。 

(４４) 本細則第 4項の空手道競技参加人員（内訳）については、少年男子種別に「形」種目を導入するなど、参

加人員内訳等に変更が生じることに伴い、平成 18年 12月 20日改定し、第 63回大会より施行する。 

(４５) 本細則第 2項のボウリング競技施設基準については、競技会場のレーン数に応じ競技日数を設定できる

よう、平成 19年 3月 7日改定し、第 63回大会より施行する。 

(４６) 本細則第3項第1号-1)-⑤-(iv)「単一大学又は実質的に単一大学の学生によって構成される団体競技のチ

ームの参加に関する項」については、国体改革 2003 における参加制限撤廃等の観点から、平成 19 年 3 月 7

日改定し、第 63回大会より削除する。 

(４７) 本細則第 4 項の弓道競技参加人員(内訳)については、ジュニア競技者強化等の観点から、平成 19 年 3

月 7日改定し、第 63回大会より施行する。 

(４８) 本細則第 3項第 1号-1)-⑤-(v)及び第 5項第 3号については、（財）日本アンチ・ドーピング機構が定め

る日本ドーピング防止規程の発効に伴い、平成 19年 7月 1日改定し、施行する。 

(４９) 本細則第 4 項のボート競技参加人員(内訳)については、監督配置の考え方の変更に伴い、平成 19 年 8

月 29日改定し、第 63回大会より施行する。 

(５０) 本細則第 4 項のホッケー競技参加人員(内訳)については、ジュニア競技者強化等の観点から平成 19 年

8月 29日改定し、第 63回大会より施行する。 

(５１) 本細則第 4項の馬術競技参加人員(内訳)については、各ブロック間の人員配分の均等化を考慮し、平成

19年 8月 29日改定し、第 63回大会より施行する。 

(５２) 本細則第 4項の水泳競技参加人員(内訳)については、各種目の普及・強化状況等を考慮し、平成 19年

12月 19日改定し、第 63回大会より施行する。 

(５３) 本細則第 4項のカヌー競技参加人員(内訳)については、監督配置の考え方の変更に伴い、平成 20年 3

月 19日改定し、第 63回大会より施行する。 

(５４) 本細則第 5 項第 3 号の「ドーピング防止規則に対する違反に関わる得点等の取り扱い」については、「国

民体育大会ドーピング防止規則に対する違反に関わる制裁措置等取り扱い規則(平成15年6月20日制定、

平成 17年 6月 1日及び平成 19年 8月 29日改定)」及び「国民体育大会参加資格違反に係る罰則規定(平

成 19年 3月 7日制定)」を統合・整理した「国民体育大会における違反に対する処分に関する規程」を制定し

(平成 20年 4月 2５日)、施行する。 

(５５) 本細則第 3 項第 1 号－1)－③－(ii)－iii)の「一家転住等に係る者」における「一家転住等に伴う特例措

置」については、転居先及び転居元都道府県における都道府県代表選考状況により、参加することができる

都道府県を明確にするため、平成 20年 4月 25日改定し、施行する。 

(５６) 本細則第 4項別表〔国民体育大会実施競技及び参加人員〕補足 4・陸上競技会ハーフマラソン種目の項

目については、同種目実施に係る開催地の経費負担等を考慮し、平成 20年 12月 17日改定、削除する。 

(５７) 本細則第 10項第 4号については、当該制度の対象がブロック大会及び本大会となったことから新たに明

記し、平成 20年 12月 17日改定、第 64回国民体育大会(平成 21年 4月 20日)より施行する。 

(５８) 本細則第 2項のカヌー競技施設基準及び第 4項のカヌー競技参加人員(内訳)について、国際連盟規定

の改定により、同競技各種目名称を変更することから、平成 20年 3月 18日改定、第 64回国民体育大会(平
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成 21年 4月 1日)より施行する。 

(５９) 本細則第 2項の陸上競技施設基準については、(財)日本陸上競技連盟規程の改定により、平成 21年 6

月 19日改定し、施行する。 

(６０) 本細則第 3 項第 1 号－1)については、平成 21 年 8 月 26 日改定し、第 65 回以降の大会に参加した選

手及び監督について適用する。 

(６１) 本細則第 3項第 1号－1)－③及び同 2）については、「JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の

特例措置」を設けることに伴い、平成 21年 12月 16日改定、第 65回大会より施行する。 

(６２) 本細則第 4 項の水泳競技（競泳・飛込）及びセーリング競技参加人員(内訳)については、参加人員制限

のための予備エントリー制度を導入することに伴い、平成 21年 12月 16日改定、第 65回大会より施行する。 

(６３) 本細則の下記については、平成 21年 12月 16日新設し、第 70回大会より施行する。 

第 2項及び第 4項のトライアスロン競技に関わる項目の新設。 

(６４) 本細則第 1項及び施設基準における「総合開・閉会式」の表記については、第 65回大会より冬季大会を

含め回数を同じくする同一年の大会の開・閉会式を一本化して実施することに伴い、平成 22年 3月 17日改

定し、適用する。 

(６５) 本細則第 4 項(各季大会の実施競技)については、平成 22 年 3 月 17 日改定（「国民体育大会における

実施競技について〈平成 20年 8月 27日制定〉」）し、第 70回大会より施行する。 

(６６) 本細則第 1項第 1号－1）－①－（ⅱ）及び同（ⅲ）については、平成 22年 6月 18日改定し、第 66回大

会より適用する。 

(６７) 本細則第 4項の体操競技及びバレーボール競技参加人員(内訳)については、平成 22年 12月 16日改

定し、第 66回大会より施行する。 

(６８) 本細則第 2項のサッカー競技施設基準については、平成 23年 3月 25日改定し、第 66回大会より施行

する。 

(６９) 本細則第 4 項のラグビーフットボール競技参加人員(内訳)については、平成 23 年 3 月 25 日改定し、第

68回大会より施行する。 

(７０) 本細則は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23年 4月 1日）から施行する。 

(７１) 本細則第 3 項第 1 号－1）の①－（ⅲ）－ⅱ）及び②、⑦－（ⅰ）、本細則第 3 項第 1 号－2）－[注]、本細

則第 3 項第 2 号－1）、本細則第 10 項については、平成 23 年 8 月 25 日改定し、施行する。本細則第 3 項

第 1号－1）の⑧については、平成 23年 8月 25日新設し、第 68回大会より施行する。 

(７２) 本細則第 2項のウエイトリフティング競技施設基準については、平成 23年 12月 15日改定し、第 68回大

会より施行する。 

(７３) 本細則第 4 項のウエイトリフティング競技参加人員(内訳)については、平成 23 年 12 月 15 日改定し、第

68回大会より施行する。 

(７４) 本細則第 4項のソフトテニス競技参加人員(内訳)については、平成 23年 12月 15日改定し、第 67回大

会より施行する。 

(７５) 本細則第 4 項のゴルフ競技参加人員(内訳)については、平成 24 年 5 月 17 日改定し、第 68 回大会より

施行する。 

(７６) 本細則第 3項第 1号の 1）－①－（ⅱ）－ⅱ）及び（ⅲ）、2）－[注]については、平成 24年 6月 21日改定

し、施行する。 

(７７) 本細則第 4項のアーチェリー競技参加人員(内訳)については、平成 24年 6月 21日改定し、第 68回大

会より施行する。 

(７８) 本細則第 3 項第 1 号の 1）－①及び⑦－（i）、2）、2）－②、2）－[注]については、平成 24 年 12 月 20 日

改定し、施行する。 

(７９) 本細則第 4項のテニス競技参加人員(内訳)については、平成 24年 12月 20日改定し、第 68回大会より

施行する。 

(８０) 本細則第 4 項の体操競技参加人員(内訳)については、平成 25 年 3 月 7 日改定し、第 69 回大会より施
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行する。 

(８１) 本細則第 4項のセーリング競技の実施種目については、平成 25年 3月 7日改定し、第 70回大会より施

行する。 

(８２) 本細則第 2 項の自転車競技施設基準については、平成 25 年 6 月 21 日改定し、第 69 回大会より施行

する。 

(８３) 本細則第 4 項のバスケットボール競技参加人員(内訳)については、平成 25 年 6 月 21 日改定し、第 74

回大会より施行する。 

(８４) 本細則第 2項の柔道競技施設基準については、平成 25年 12月 12日改定し、第 69回大会より施行す

る。 

(８５) 本細則第 4項のソフトテニス競技参加人員(内訳)については、平成 25年 12月 12日改定し、第 70回大

会より施行する。 

(８６) 本細則第 2項のトライアスロン競技施設基準については、平成 26年 3月 13日改定し、第 71回大会より

施行する。 

(８７) 本細則第 4項のホッケー競技参加人員(内訳)については、平成 26年 3月 13日改定し、第 69回大会及

び第 70回大会より施行する。 

(８８) 本細則第 4 項の第 74 回大会から第 77 回大会における実施対象競技については、平成 26 年 3 月 13

日改定し、第 74回大会より施行する。 

(８９) 本細則第 2 項のスキー競技施設基準については、平成 26 年 12 月 11 日改定し、第 70 回大会より施行

する。 

(９０) 本細則第 4 項の弓道競技参加人員(内訳)については、平成 26 年 12 月 11 日改定し、第 70 回大会より

施行する。 

(９１) 本細則第 3項（１）1)③及び④については、平成 27年 3月 12日に改定し、第 70回本大会より施行する。 

(９２) 本細則第 5 項第 3 号については、日本アンチ・ドーピング規程（2015年 1 月 1 日版）の発効に伴い、

平成 27年 3月 12日改定し、施行する。 

(９３) 本細則第 4項の柔道競技参加人員(内訳)については、平成 27年 6月 11日改定し、第 72回大会より施

行する。 

(９４) 本細則第 4項のアーチェリー競技参加人員(内訳)については、平成 27年 12月 10日改定し、第 71回大

会より施行する。 

(９５) 本細則第 6項の開催要望書の様式及び添付書類については、平成 27年 12月 10日に新設し、施行す

る。 

(９６) 本細則第 4 項の第 78 回大会から第 81 回大会における実施対象競技については、平成 29 年 3 月 8 日改

定し、第 78回大会より施行する。 

(９７) 本細則第 2項の山岳競技施設基準については、平成 29年 4月 3日改定し、施行する。 

(９８) 本細則第 4項の山岳競技名称については、平成 29年 4月 3日改定し、第 74回大会より施行する。 

(９９) 本細則は、公益財団法人日本スポーツ協会の名称変更に伴い、平成 30年 4月 1日改定し、施行する。 

（１００）本細則は、平成 35年 1月 1日からの国民スポーツ大会への名称変更に伴い、平成 30年 8月 30日改定

し、施行する。 

（１０１）本細則第 2項のレスリング競技施設基準については、平成 30年 8月 30日改定し、第 74回大会より施行

する。 

（１０２）本細則は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度の改定に伴い、平成 31年 4月 1日改定し、施行

する。 

（１０３）本細則第 9項（1）については、令和元年 6月 13日改定し、施行する。 

（１０４）本細則第７項については、令和２年 12月 10日に制定し、施行する（第 8項以降の項番号を繰り下げ）。 

（１０５）本細則第８項を第７項に繰り上げ、以降の項番号を繰り下げるものとし、第８項については、令和 3年 6月
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10日に改定し、施行する。 

（１０6）本細則第 8項（2）1）については、令和 3年 12月 9日に改定し、施行する。 

（１０7）本細則第 3項(1)1)については、令和 4年 6月 7日に改定し、施行する。ただし、第 3項（1）1）⑦について

は、令和 5年 4月 1日以降に開催する大会から施行するものとし、令和 5年 3月 31日以前に開催の大会に

ついては努力義務とする。 

（１０8）本細則第 3項(1)1)①(ⅱ)ⅱ)及び第 4項については、令和 4年 12月 9日に改定し、施行する。 

（１０９）本細則第 4 項のボート競技名称については、令和 5 年 1 月 1 日に改定し、令和５年に開催する特別大

会より施行する。 

（１１０）本細則については、令和 6年 1月 1日に国民体育大会を国民スポーツ大会に改定し、施行する。 

（１１１）本細則第 2 項のバレーボール(ビーチバレーボール)競技施設基準については、令和 3 年 6 月 10 日開

催の令和 3 年度第 1 回国体委員会での決定に基づき、令和 6 年 4 月 1 日改定し、第 78 回大会より施行す

る。 

（１１２）本細則第 3 項（１）２）①②の注釈について冬季大会における大会終了時の終点日を追記。令和 7 年 12

月 11日に改定し、施行する。 
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国 民 ス ポ ー ツ 大 会 施 設 基 準 

 

国民スポーツ大会開催基準要項細則第 2 項に定める施設基準について、競技ごとの施設基準は以下のとお

りとする。 

なお、本施設基準は、会場地市町村等が各競技場を整備する上での基準であり、開催県及び市町村等にお

いて各中央競技団体との調整を行い弾力的に運用できるものとする。 

本基準の改廃については、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 

 

【国民スポーツ大会冬季大会】 

競    技 基    準 摘    要 

スキー ジャンプ台ヒルサイズは 80m 以上 1、 

クロスカントリーコース男子 15km(周回

でもよい)、 

女子 5km 各 1、ジャイアントスラローム

コース 1 又は 2 

原則として 2 会場とし、開催地の都合で 3 会場

に分かれてもよい。 

ジャンプ台について、ヒルサイズが 80m に満た

ない場合は全日本スキー連盟において協議す

る。L 点角度については、ヒルサイズ 85m 以上は

31 度以上とし、ヒルサイズ 85m 未満の場合は全

日本スキー連盟において協議する。 

スケート スピードスケートリンク 1 周 400ｍ1､ 

屋内フィギュアスケートリンク 1 面 

2 会場地に分かれてもよい。 

アイスホッケー アイスホッケーリンク 3 面 

(うち屋内 2 面､豪雪対策用 1 面) 

2 会場地以上に分かれてもよい｡ 

開催地で対応できない場合は近接県又はブロッ

ク内の施設で行うことができる。 

 

【国民スポーツ大会】 

競    技 基    準 摘    要 

総合開･閉会式 式典会場は、観覧席が仮設スタンドを含み、約 3 万

人を収容できる施設 

屋外の式典会場の場合は、雨天対策用として体育館 1 

 

 

陸上競技 日本陸上競技連盟公認の 1 種競技場 1 1周 400ｍのサブトラック 1､投てき

練習場 1 

水泳 日本水泳連盟公認のプール 

1. 競泳用 50m プール 1(隣接して 25m 補助プール 1) 

2. 飛込､アーティスティックスイミング用プール 1 

(飛込用として10mの固定台と3mの飛板を備えて

いること。) 

3. 水球用プール 1 

左記 1､2､3 は､至近距離にある異な

った会場であることが望ましい。 

 

 

水泳 

（オープンウォータ

ースイミング） 

規定のコース（5 ㎞）  

サッカー 規定の競技場芝生 7 面以上 2 会場地以上に分かれてもよい｡ 

原則、天然芝とするが、全 3 面まで

JFA 公認人工芝ピッチの使用を可能

とする。 

テニス 規定のコート 20 面 2 会場地に分かれる際は 24 面と 

する。 

ローイング 1,000mの 5コースを有する水路 1､艇庫 1(仮設でもよ

い。) 

回漕用として 1 コース程度を付設する水路 
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競    技 基    準 摘    要 

ホッケー 規定の競技場 2 面  

ボクシング 規定のリング 2 面を設置することができる体育館 1

（床面積：縦 40m 以上×横 35m 以上） 

検診、計量会場、医療室、ｸﾞﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ室、選手練習場

などの付帯施設 

 

バレーボール 規定の屋内コート 8 面 2 会場地以上に分かれてもよい｡体

育館の天井の高さは 10m 以上が望

ましいが､7m 以上あればよい。 

バレーボール  

（ビーチバレーボー

ル） 

規定のコート 2 面（男女各 1）、 

練習コート 2 面（男女各 1） 

２会場に分かれてもよい。  

プレイゾーン上空は、ネットの上端

から１０m 以内に障害物がないこ

と。 

体操 規定の各器具を設置することができる体育館 1 2 会場地に分かれてもよい｡ 

体操 

（トランポリン） 

規定のトランポリン器具や安全マットなどが設置で

きる体育館１ 

天井高は１０m 以上が望ましい。 

トランポリン器具周辺の安全マッ

トの厚さの基準は２０cm とする。 

バスケットボール 規定の屋内コート 10 面 近接であれば 2 会場地以上に分か

れてもよい。 

レスリング 規定のマット 4 面を設置することができる体育館１   

セーリング 日本セーリング連盟が適当と認める水域１（２海面） 

ヨットハーバー、艇庫及び競技運営棟（仮設でもよ

い） 

 

ウエイトリフティング ・競技会場は下記のいずれかとする。 

①規定のプラットホーム 1 面を設置することがで

きる施設 1 

②規定のプラットホーム 2 面を設置することがで

きる施設 1 

③規定のプラットホーム 1 面を設置することがで

きる施設 2 

・ウォーミングアップ場を各施設に 1（8 セット以上

のバーベルとプラットホーム） 

・練習会場 1（10 セット以上のバーベルと練習用プ

ラットホーム） 

 

③の場合は両施設が近接している

ことが望ましい。 

競技日程は、競技会場が①の場合は

5 日間、②あるいは③の場合は 3 日

間とする。 

ハンドボール 規定の屋内競技場 6 面 2 会場地に分かれてもよい｡体育館

の天井の高さは 10m 以上が望まし

いが､7m 以上あればよい。 

自転車 規定の競技場 1､ 

規定のロードレースコース(1 周の周長が少なくとも

10 ㎞以上であり、10～15㎞を原則とする周回ロード

コース) 

 

ソフトテニス 規定のコート 16 面 2 会場地に分かれてもよい｡ 

卓球 規定のコート 12 面（予備コート 2 面を含む）を設置

することができる体育館 1 

2 会場地に分離して開催する場合

は、各体育館に規定のコート 8 面を

設置する。 

 

軟式野球 規定の野球場 5 面 2 会場地以上に分かれていても 

よい。 

2会場地以上に分かれる場合は 6面

とする。 
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競    技 基    準 摘    要 

相撲 規定の競技場 1  

馬術 障害馬術競技場 1 面 70m×50m(楕円形でも可)、別途

ﾀﾞｰﾋﾞｰｺｰｽを隣接する。 

障害練習場 2 面（うち 1 面は競技場隣接） 

馬場馬術競技場 1 面 90m×50m 

馬場馬術練習場 2 面（うち 1 面は隣接） 

厩舎 227 馬房(1 馬房 3m×3m) 

隔離厩舎 2 馬房（1 馬房 4m×4m） 

ホースマネージャー宿舎 47名収容（各県 1名男女別） 

各施設は仮設並びにﾘｰｽでもよい。 

フェンシング 規定のピスト 8 面を設置することができる体育館 1 開催時期により空調施設を有する

ことが望ましい。 

柔道 規定の競技場 3 面を有する柔道場又は体育館 1 

試合会場に隣接した練習場 1（150 畳程度） 

試合場は原則として床面に直接畳

を設置する。ただし、床面が固く、

弾力が無い場合はかさ上げをする

など、選手の安全を考慮して設置す

る。 

ソフトボール 規定の競技場 8 面 2 会場地以上に分かれてもよい｡ 

バドミントン 規定のコート 8 面を有する体育館 1 2 会場に分かれてもよい｡ 

体育館の天井の高さは 12ｍ以上あ

ればよい｡ 

弓道 規定の弓道場 1､遠的競技場 1(仮設でもよい。)  

 

ライフル射撃 規定のライフル射撃場(エア・ライフル 26 射座 1､ス

モールボア・ライフル 24 射座 1､ピストル 18 射座 1､

光線銃 13 射座の体育館 1) 

2 会場地以上に分かれてもよい。  

ｴｱ･ﾗｲﾌﾙ、ｽﾓｰﾙﾎﾞｱ・ﾗｲﾌﾙとも電子標

的装置とすることが望ましい。 

剣道 規定の競技場 2 面を有する剣道場又は体育館 1  

ラグビーフットボール 規定の競技場 3 面(うち芝生の競技場 2 面) 2 会場地に分かれてもよい｡ 

スポーツクライミン

グ 

日本山岳・スポーツクライミング協会が適当と認め

るリード施設およびボルダリング施設 

高さ 12m 以上、ルート長さ 15m 以上

の幅 3m 以上のルートを同時に２本

以上設定できるリード施設 

高さ 5m、面積 60 ㎡のボルダリング

施設 2 基。 

1 会場で実施 

カヌー 1．カヌースプリント 

日本カヌー連盟が適当と認める幅 101m以上を有す

る 500m 以上のコース 1、艇庫 1（艇及び器材を収

容できるもの。常設が望ましいが仮設でもよい。） 

2．カヌースラローム、カヌーワイルドウォーター 

日本カヌー連盟が適当と認める河川 1、艇庫 1（艇

及び器材を収容できるもの。常設が望ましいが仮

設でもよい。） 

2 会場地以上に分かれてもよい。 

アーチェリー 70ｍの射程距離を有する施設 1  

空手道 規定の競技場 4 面を有する空手道場又は体育館 1  

銃剣道 規定の競技場 2 面を有する体育館 1  

クレー射撃 規定の射場トラップ 1 面､スキート 1 面  

なぎなた 規定のコート 2 面を有する体育館又は武道館 1  
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競    技 基    準 摘    要 

ボウリング ＪＢＣ公認競技場とし、競技場のレーン数に応じて、

競技日数は以下のとおりとする。 

・1 会場で 40 以上のレーンを有する場合は、競技日

数は 5 日間以内とする。 

・1 会場で 34～38 のレーンを有する場合は、競技日

数は 6 日間以内とする。 

・2 会場で、それぞれ 32 以下のレーンを有する場合

は、競技日数は 5 日間以内とする。 

 

2 会場地に分かれてもよい。 

使用ピンは、ＪＢＣ認証ピンである

こと。 

ゴルフ 日本ゴルフ協会が開催を可能と認めた54ホール(3コ

ース)の施設を有する競技場 

2 会場地以上に分かれてもよい。 

トライアスロン 規定のコース（スイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km） スプリントディスタンス（スイム

0.75 ㎞、バイク 20 ㎞、ラン 5 ㎞）

でも可能とする。 

 

【特別競技】 

競    技 基    準 摘    要 

高等学校野球 規定の野球場 3 面 2 会場地に分かれてもよい。 

 

（注）１. 「規定」とは、各競技団体の定める規定をいう。 

 



国民スポーツ大会実施競技及び参加人員
[　国民スポーツ大会冬季大会　]

県数 選手
成年男子
成年女子 1,660
少年男子 以内
少年女子
成年男子
成年女子 858
少年男子 以内
少年女子
成年男子 26 416
少年男子 13 208

合計（名） 3,181

[　国民スポーツ大会　]

県数 選手
成年男子
少年男子 29 以内 1,457
成年女子 以内
少年女子

成年男子
成年女子
少年男子
少年女子
成年男子
成年女子 1,612
少年男子 以内
少年女子
少年女子 18 36
少年男子 12 132
女子 10 110
男子 47
女子 47

成年女子 16 240
少年男子 24 384
少年女子 16 240
成年男子 32 64
成年女子 32 64
少年男子 47 94
少年女子 47 94

20
47
20
20
15
20
20
20
20
20
15
20

成年男子 10 130
成年女子 10 130
少年男子 10 130
少年女子 10 130

成年男子 10 140
成年女子 10 140
少年男子 24 288
少年女子 24 288
少年男子 24 48
少年女子 24 48

11 55
10 50
25 125
25 125 661
10 50 以内
23 115
10
10

成年男子 16 192
成年女子 16 176
少年男子 24 288
少年女子 24 288

女子 47 47 47 監督は成年男子と共通。選手と監督の兼任はできない。

 

競　技 種別・種目
参加人員

備　考内訳 小計
合計

監督 選手 監督

スキー 3
40 以内

47
1,660名を超えるときは全日本スキー連盟
が調整する。

1県 75 以内
32 以内

30 以内
47

858名を超えるときは日本スケート連盟が
調整する。

12 以内 1県 66 以内
24 以内

アイスホッケー
1 16 26

スケート

663
1 16 13

競　技 種別・種目
参加人員

備　考内訳 小計
合計

監督 選手 監督

陸上競技 2 47
監督、選手の兼任は1名とし、その場合は
参加選手を30名とすることができる。

1,457 以内
(男子19名以内、
女子19名以内)

水泳

競泳 1

42

47
以内

(男子24名以内、
女子23名以内)

飛込 1 4 47 98 以内

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 1 2 18

水球
1 11 12
1 11 10

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ 1
1

30～39 以内

成年選手は監督を兼任することができる。
1

サッカー
1 15 16

920
成年女子の監督は選手を兼ねることがで
きる。

1 16 24
1 15 16

テニス 2

2

94 410

監督は参加申込みの際に担当種別を入力しなければ
ならない。
選手と監督の兼任はできない。2会場開催の際、3種
別以上参加の都道府県は、監督を両会場に1名ずつ
配置しなければならない。

2
2
2

ローイング

成年男子
舵手つきフォア

1～6

6

896

各都道府県の監督数は、ブロック大会の
結果により、※印の種目に参加する数と同
数とする（1～6名)。
選手と監督の兼任はできない。

ダブルスカル ※ 2
シングルスカル 1

成年女子
舵手つきクォドルプル　※ 6

170ダブルスカル 2
シングルスカル 1

142

234

少年男子
舵手つきクォドルプル　※ 6

180ダブルスカル　※ 2
シングルスカル 1

少年女子
舵手つきクォドルプル　※ 6

170ダブルスカル　※ 2
シングルスカル 1

ホッケー

1 13 10

560
成年男子・成年女子の監督は選手を兼ね
ることができる。

1 13 10
1 13 10
1 13 10

バレーボール
6人制

1 14 10

24

ビーチバレーボール
1

同一種目の選手と監督の兼任はできない。
1 14 10
1 12 24
1 12

2 24 同一種目の選手と監督の兼任はできな
い。1 2 24

5 11

トランポリン
男子（成年少年共通）

1
1

成年女子 1 5 10
少年男子 1 5 25

1,024

少年女子 1 5 25

少年女子 1 5 23

女子（成年少年共通） 1

バスケットボール

1 12 16

体操

競技

成年男子 1

成年男女において選手と監督は兼任できる。
選手の人数は最大12名とする。

1 11 16
1 12 24
1 12 24

レスリング

成年男子
フリースタイル

1 5 47 47 235
658

選手と監督の兼任はできない。
成年男子と少年男子との監督は兼任でき
ない。

グレコローマンスタイル

少年男子
フリースタイル

1 7 47 47 329
グレコローマンスタイル

(1) 1 (47)

新体操

・ＯＷＳの監督は競泳の監督を兼ねること
ができ、その場合に限り、競泳の監督は最
大２名とする。
競泳と飛込の選手数は、予備エントリー人
数に基づき日本水泳連盟が調整する。
成年選手は監督を兼任することができる。

114 以内

1,068

少年男子 1 5 10
成年選手は監督を兼任することができる。
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県数 選手

703

少年男子 47 126

女子 15～45 45 45

成年男子 19 228
成年女子 16 192
少年男子 16 192
少年女子 19 228

47 141 141

成年男子 47 235

成年女子 21 105

少年男子 24 120

少年女子 16 80
成年男子 20 60
成年女子 47 141
少年男子 32 96
少年女子 16 48

軟式野球 成年男子 32 480 512 成年選手は監督を兼任することができる。

成年男子 47 141
少年男子 47 235
成年男子 1 47 84
成年女子 67
少年 94
成年男子 47
成年女子 18
少年男子 18 54
少年女子 18 54
成年男子 18 90
少年男子 22 110
女子 47 235
成年男子 13 156
成年女子 13 169
少年男子 13 169
少年女子 13 169
成年男子 16 48
成年女子 47 141
少年男子 32 96
少年女子 16 48
成年男子 24 72
成年女子 24 72
少年男子 19 57
少年女子 19 57

22 22
22 22
24 24
24 24
47 47
22 22
47 47
24 24

MIX成年 (24) (24)
24 24
47 47
16 16
24 24
22 22
16 16

MIX少年 (24) (24)
成年男子 47
成年女子 16
少年男子 16 80
少年女子 16 80

成年男子 12 120

少年男子 12 276

女子 12 120 132

備　考内訳 小計
合計

監督 選手 監督

47

少年女子
420級 2
ILCA6級

競　技 種別・種目
参加人員

成年種別は選手が監督を兼任することが
できる。

ILCA7級 1
国スポウインドサーフィン級 1

成年女子
セーリングスピリッツ級 2
ILCA6級 1
国スポウインドサーフィン級 1

少年男子
420級

1

2
ILCA6級 1

1

1

ウエイトリフティング

成年男子

47

1～3

703セーリング

成年男子
470級 2

312
2～31

2～4 47

1 12

ハンドボール

1 12 19

910
成年選手は、同種別の監督を兼任するこ
とができる。

19

282

1

1 12 16
1 12 16

男子

女子 (1) 3 (47)

自転車

男子A

47

ソフトテニス

1 5 47

648 選手と監督の兼任は原則できない。
1 5 21

1 5 24

1 5 16

卓球

1 3 20

460
成年男子及び成年女子の監督は、選手を
兼ねることができる。

1 3 47
1 3 32
1 3 16

1 15 32

相撲
1 3 47

470 選手と監督の兼任はできない。
1 5 47

馬術 1
84

47 47 339
監督及びﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰは選手を兼ねるこ
とができる。(ﾎｰｽﾏﾈｰ

ｼﾞｬｰ)

67 (ﾎｰｽﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰ)94

339 成年男女の選手は監督を兼ねる。
3 54

1 3 18
1 3 18

柔道
1 5 18

フェンシング

3 141

522 成年選手は監督を兼任することができる。1 5 22
1 5 47

ソフトボール

1 12 13

715
監督が選手を兼ねるときは、選手登録をし
なければならない。

1 13 13
1 13 13
1 13 13

バドミントン

1 3 16

3

成年選手は監督を兼任することができる。
1 3 47
1 3 32
1 16

弓道 1～3

3

56 314

444

選手と監督の兼任はできない。
監督配置数は別に定める方法により参加
都道府県へ配分する。

3
3
3

ライフル射撃

成年男子

FR3P(FR40)

1

1

47 428 選手と監督の兼任はできない。

FR60PR 1

AP60 1
CFP60(CFP30)

1

1

成年女子
R3P（R60PR) 1
AR60W 1
AP60W 1

BP60WJ 1

AR Mix (2)

少年男子
AR60J(AR30J) 1
BR60J 1
BP60J

(2)

剣道

5 235

475

少年女子
AR60WJ(AR30WJ) 1
BR60WJ 1

成年男子及び成年女子の監督は選手が
兼ねる。

3 48
1 5 16
1 5 16

ラグビーフットボール

1 10 12
420

1 10 12

1 23 12

成年男子については、監督が男子の場
合、選手を兼ねることができる。
女子については、監督が女子の場合、選
手を兼ねることができる

AR60

BRMixJ 

139 成年男子及び少年男子の各選手数はブ
ロック大会の結果による。
選手と監督の兼任はできない。
監督については、成年男子・女子・少年男
子種別共通として、１名。

男子B 2

3

3 94

-

選手は1都道府県9名以内。
女子監督は男子Ａ・男子Ｂ監督２名のうち１名が
兼務をする。
選手は、１都道府県９名以内とし、男子Ａ３名、
男子Ｂ３名、女子３名で構成する
男子Ａの選手は監督を兼務することができる

376
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県数 選手
成年男子 26 52
成年女子 26 52
少年男子 26 52
少年女子 25 50

K-1 24 24
C-1 24 24
K-1 19 19 SP：カヌースプリント
C-1　※ 10 10 SL：カヌースラローム
K-1 29 29 WW：カヌーワイルドウォーター
K-2 12 24 K：カヤック
C-1 26 26 C：カナディアン
C-2 12 24
K-4 12 48
K-1 24 24
K-2 12 24
K-1　※ 24 24
C-1　※ 10 10
K-1　※ 19 19
C-1　※ 10 10

成年男子 K-1　※ 10 10
成年女子 K-1　※ 10 10

成年男子 24 72
成年女子 24 72
少年男子 14 42
少年女子 14 42

47 172
31以内 以内

47 78
31以内 以内 414

47 78 以内
31以内 以内

47 78

31以内 以内
成年男子 47
少年男子 13 39

トラップ 47 94

スキート 47 94

成年女子 47 141

32 96

15 30

成年男子 25 100
成年女子 25 100
少年男子 25 50
少年女子 25 50
成年男子 47 141
女子 47 141
少年男子 28 84

成年男子 47 94

成年女子 47 94

合計（名） 21,339

【特別競技】

責任教師 監督 県数 責任教師 監督 選手
1 1 8 8 8 144
1 1 8 8 8 128

1．本表における県数等は、2024年開催の第78回国民スポーツ大会の実施要項に基づき作成している。

2．本細則第2項に示された施設基準内で実施でき、かつ競技運営に支障がなければ、各種別の監督、選手、県数を各競技実施要項作成時に

   調整することができる。ただし、団体競技の県数は、本表における種別合計県数を上回ることはできない。
3．一部の競技においては、種別又は種目ごとの出場県数がローテーション等により毎年異なる場合がある。

1 47 235
各県監督は、本要項第６項⑸に基づく有資格
者を含めて編成されなければならない

クレー射撃
2

2

出場は１人１種目とし、各種目Ａ・Ｂに出場
することができる

4

競　技 種別・種目
参加人員

備　考内訳 小計
合計

監督 選手 監督

スポーツクライミング

1 2 26

309 選手と監督の兼任は認めない。
1 2 26
1 2 26
1 2 25

カヌー

SP

成年男子

1

1

47

453

1

成年女子
1
1
1
2
1
2

少年女子
1
2

SL
成年男子

1

1

WW

47

SP種目とSL・WW種目の監督を兼任するこ
とはできない。

※印の種目は少年種別年齢域の選手も
参加できる。

1

成年女子
1
1
1
1

アーチェリー 1～2

3

52 280
監督は52名以内（1県2名以内）とし、全日
本アーチェリー連盟が調整する。
選手と監督の兼任はできない。

3
3
3

空手道

成年男子
組手（個人、団体）

1

3

47 選手と監督の兼任はできない。

形 1

成年女子
組手（個人、団体） 1
形 1

少年男子
1

形 1

少年女子
組手（個人、団体） 1

形 1

銃剣道
3 141

193
成年男子においては、選手のうち1名が監
督を兼任する。1 3 13

314

選手と監督の兼任はできない。
各種別の選手編成は1チーム3名とする。ただ
し、少年女子において演技選手のみの場合
は、1チーム2名とする。

少年女子
演技・試合 3

演技のみ 2

ボウリング

1 4 25

400

なぎなた 1

3

47

成年選手は同種別の監督を兼任すること
ができる。

1 4 25
1 2 25
1 2 25

ゴルフ
1

3
47

441
選手と監督の兼任はできない。
女子選手3名の内、1名以上は少年種別
年齢域の選手とする。

3
1 3 28

トライアスロン
1 2 47

282 選手、監督の兼任はできない。

1 2 47

競　技 種別・種目
参加人員

備　考内訳 小計
合計

選手

高等学校野球
硬式 18

304
軟式 16

少年男子

組手（個人、団体）

52



 

国民スポーツ大会ふるさと選手制度 
 

１．成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第 3 項[本則第 8 項第 1 号及び

第 10項第 4号（参加資格及び年齢基準等）]に基づき、下記のいずれかを拠点と

した都道府県から参加することができる。 

（1）居住地を示す現住所 

（2）勤務地 

（3）ふるさと 

 

２．「ふるさと」とは、卒業小学校、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在

地が属する都道府県とする。 

ただし、JOCエリートアカデミーに係る選手については、別に定める「JOCエリ

ートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」第３項により取り扱うものと

する。 

 

３．我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び「永住者」

については、日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。 

  ただし、「日本国籍を有する者及び『永住者』」に該当しない者であっても、当

該大会年の 4月 30日（冬季大会は前年の 4月 30日）以前から本大会終了時（冬

季大会は開催前年の 10月 31日）まで継続的に日本に滞在している場合は、本制

度を活用できるものとする。 

  なお、やむを得ない事情により、一時的に日本を離れる場合は、総日数の半数

を超えて日本で滞在していること。 

 

４．「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により

「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、

変更できないものとする。 

 

５．「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第 3項－(1)－1)－③（国

内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

 

６．ふるさと選手制度の活用については、原則として、1 回につき 2 年以上連続と

し、活用できる回数は 2回までとする。 

 

７．参加都道府県は「ふるさと選手」を所定の様式、方法により、当該大会実施要

項で定めた参加申込み締切り期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提

出する。 

 

８．本制度の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 

 

附則 

本制度は、平成 16年 4月 13日に制定し、第 60回大会から施行する。 

本制度は、平成 21年 12月 16日に改定し、第 65回大会より施行する。 

本制度は、平成 23年 3月 25日に改定し、第 66回本大会より施行する。 



 

本制度は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23 年 4月 1日）か

ら施行する。 

本制度は、平成 30年 4月 1日に改定し、施行する。 

本制度は、令和 2年 3月 12日に改定し、第 76回大会より施行する。 

（注）第 75回大会までは、改定前の規定を適用する 

本制度は、令和 6年 1月 1日に改定し、施行する。 

本制度は、令和 6年 6月 4日に改定し、施行する。 

 本制度は、令和７年 12月 11日に改定し、施行する。 
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「一家転住等」に伴う特例措置 

 

[ 転校への特例 ] 

1.次の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（開催基準要項細則第 3

項－(1)－1）－③）に抵触しないものとする。 

（1）この特例の対象は、「少年種別」への参加者に限る。 

（2）本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。

なお、「一家転住等」とは概ね次のことを言う。 

1）親の転勤による一家の転居 

2）親の結婚、離婚による一家の転居 

3）上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居 

（3）転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。 

1）本特例を受けようとする参加者は、下記 2.(1)の場合は転居元、下記 2.(2)の場合は

転居先が属する都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体に対し、その旨

報告すること。 

2）報告を受けた都道府県体育・スポーツ協会及び都道府県競技団体は、下記 2.(1)の

場合は転居先、下記 2.(2)の場合は転居元が属する都道府県体育・スポーツ協会及

び都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。 

 

2.本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとす

る。 

（1）転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加する

ことができる。 

1）転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合 

2）当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合 

3）当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合 

（2）転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加する

ことができる。 

1）転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始

されていない場合 

 

 

附則 

本規則は、平成 16年 4月 13日に制定し、第 60回大会より施行する。 

本規則は、平成 20年 4月 25日に改定し、同日より施行する。 

本規則は、平成 30年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 
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JOCエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置 

 

公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「JOC エリートアカデミー」に係る選手のうち、下記 1

に該当する者については、開催基準要項細則第3項［本則第8項第1号及び第10項第4号（参加資格及び年

齢基準等）］及び「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」に関し、下記2～4の特例を適用する。 

 

１． 対象者 

(1) 少年種別年齢域の選手でJOCエリートアカデミーに在籍する者 

(2) 成年種別年齢域の選手でJOCエリートアカデミーを修了した者、または同アカデミーに在籍する者 

 

２． 少年種別年齢域の選手の所属都道府県 

本特例第1項‐(1)に定める少年種別年齢域の選手は、その所属都道府県について、開催基準要項細則第

3項‐(1)‐2)‐②に定める「（i）居住地を示す現住所」、「（ii）学校教育法第1条に規定する学校の所在地」、

「（iii）勤務地」のほか、卒業小学校の所在地が属する都道府県を選択することができる。 

なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学していた小学

校の所在地が属する都道府県を選択することができる。 

 

３． 成年種別年齢域の選手の「ふるさと」 

本特例第 1項‐(2)に定める成年種別年齢域の選手は、「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」第 2項に

定める卒業小学校、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県のほか、同アカデ

ミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学していた小学校の所在地が属す

る都道府県を「ふるさと」とすることができる。 

 

４． 国内移動選手の制限に係る例外適用 

本特例第1項‐(1)に定める少年種別年齢域の選手が前回の大会（都道府県大会を含む）と異なる都道府

県から参加する場合、開催基準要項細則第3項‐(1)‐1)‐③（国内移動選手の制限）に抵触しないものと

する。 

［注］ 本特例第1項‐(2)に定める成年種別年齢域の選手については、開催基準要項細則第3項‐(1)‐

1)‐③（国内移動選手の制限）の規定に従い取り扱うものとする。 

 

５．その他 

中央競技団体が国際競技力向上施策として独自に実施するアカデミー事業については、当該中央競技団

体からの申請を踏まえ、当該事業の内容が JOC エリートアカデミーに準拠し実施されていることが、公

益財団法人日本オリンピック委員会により確認された場合に限り、国民スポーツ大会委員会の決議を経て

当該事業を本特例の対象に加えることができる。 

 

附則 

本特例は、平成21年12月16日に制定し、第65回大会から適用する。 

本特例は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成23年4月1日）から適用する。 

本特例は、令和2年3月12日に改定し、第76回大会から適用する。 

（注）第75回大会までは、改定前の規定を適用する。 

本特例は、令和4年8月25日に改定し、令和5年1月1日以降開催の大会（予選会を含む）から適用する。 

本特例は、令和6年1月1日に改定し、令和6年1月1日以降開催の大会（予選会を含む）から適用する。 
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国民スポーツ大会予選会免除に関する要領 

 

〈趣旨〉 

我が国のスポーツレベルの向上と国際化に伴い、国内・国際大会が過密化し、各競技団体の主

要大会と国民スポーツ大会の開催時期が重なることが多くなり、トップアスリートが国民スポー

ツ大会に参加しにくい状況となっている。 

そこで、日本を代表するトップアスリートの参加を促進し、大会の一層の充実と活性化を図る

ため、各都道府県の代表選手選考において以下に定める要領により、予選会を免除することがで

きることとする。（国民スポーツ大会開催基準要項細則第 3 項） 
 

１．  免除対象競技 

国民スポーツ大会実施正式競技 
 

２．  免除対象者 

次の競技大会に参加する者は、都道府県代表選考のための予選会の出場を免除することができ

る。 

ア オリンピック競技大会 

イ アジア競技大会 

ウ FISUワールドユニバーシティゲームズ 

エ 日・韓・中ジュニア交流競技会 

オ 上記以外に競技団体が指定する世界選手権大会等の国際競技大会 
 

３．  免除対象大会及び免除対象者の決定 

（1） 免除対象大会の決定及び都道府県への通知 

① 国民スポーツ大会は大会開催前年の 10 月、冬季大会は大会開催前年の 7 月に、日本ス

ポーツ協会より競技団体に対し免除対象大会の希望調査を行い、国民スポーツ大会委員

会にて審議･決定し、関係機関･団体へ通知する。 

② 国民スポーツ大会委員会にて決定した免除対象大会に参加する代表選手については、中

央競技団体より傘下の都道府県競技団体に対し通知する。 

③ 中央競技団体からの通知を受け、都道府県競技団体は都道府県スポーツ協会に報告する。 

（2） 免除対象者の決定 

各都道府県における具体的な免除対象者は、中央競技団体からの通知の後、当該都道府県

競技団体等において協議し、決定する。 
 

４．  免除内容 

免除対象者については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民スポーツ大会本大会に

参加することができる。ただし、ブロック大会実施競技種目･種別においては、当該都道府県代

表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲得している場合とする。 
 

５．  都道府県代表選考方法の周知について 

各競技種目･種別の都道府県代表選手の選考にあたっては、免除対象者の取扱いを含め事前に当

該都道府県競技団体等で協議の上、周知徹底を図ることとする。 
 

６．  適用時期 

第 62 回国民体育大会より施行 

 

７．  その他 

本要領の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
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附則 

本要領は、平成 30年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 5年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 6年 1月 1日に改定し、同日より施行する。 

本要領は、令和 7年 3月 4日に改定し、同日より施行する。 
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トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置 

 

我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップアス

リートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のとおり定め

る。（国民スポーツ大会開催基準要項細則第 3項） 

 

1. 特例の対象となる選手 

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。 

1) 大会開催の直近に開催されたオリンピック競技大会（冬季競技はオリンピック冬季競技

大会）に参加した者。 

2) 大会開催年の 4 月 30 日（冬季大会は前年 10 月 31 日）時点で、下記のいずれかに該当

し、各中央競技団体が本特例の対象として認めた者。 

（1） JOCオリンピック強化指定選手 

（2） 各競技（種目）における国内ランキング上位 10位以内の者 

（3） 中央競技団体が定めた強化指定選手 

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上

のカテゴリーを対象とする。 

 

2. 特例の内容 

1） 予選会の免除 

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民

スポーツ大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競

技種目･種別においては、当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、

本大会参加枠を獲得している場合とする。 

 

2） 資格要件（日数要件の緩和） 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」

を選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 

（1） 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の4月30日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時(冬

季大会は開催前年の10月31日)まで引き続き、住民票記載の住所に存する都道

府県において生活している実態があり、当該都道府県以外（海外を含む）に

おいて生活している実態がないこと。 

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。 

1. 自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること 

2. 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

3. 当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

4. 当該住居に主要な家財道具が存すること 

② 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動

の起点としていること。 
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（2） 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

① 当該大会開催年の4月30日以前（冬季大会はこの前年同日）から大会終了時(冬

季大会は開催前年の10月31日)まで引き続き、雇用主と雇用契約を締結した上

で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務

していること。 

② 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。 

 

3. 国内移動選手の制限 

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民スポーツ大会開催基準要

項細則第 3項-(1)-1)-③の通りとする。 

 

4. 特例の適用に係る手続き 

1) 正式競技実施中央競技団体は、当該大会開催年の 4 月 30 日（冬季大会は前年 10 月 31

日）現在における「1．特例の対象となる選手」の氏名等を別に定める様式により、公

益財団法人日本スポーツ協会宛に提出する。 

2) 公益財団法人日本スポーツ協会は、「国民スポーツ大会参加申込システム」内にて、特

例対象選手一覧を公表する。 

3) 参加都道府県体育・スポーツ協会は本特例活用者を別に定める様式により、当該大会実

施要項で定めた参加申込み締切り期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提出

する。 

 

5. その他 

本特例に定めのない事項については、必要に応じ国民スポーツ大会委員会において協議す

るものとする。 

 

附則 

本特例は、平成 23年 12月 15日に制定し、第 67回本大会より施行する。 

本特例は、平成 26年 5月 15日に改定し、第 69回本大会より施行する。 

本特例は、平成 29年 6月 16日に改定し、第 73回より施行する。 

本特例は、平成 30年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本特例は、令和 5年 4月 1日に改定し、同日より施行する。 

本特例は、令和 6年 1月 1日に改定し、同日より施行する。 

本特例は、令和７年 12月 11日に改定し、同日より施行する。 
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文 化 プ ロ グ ラ ム 実 施 基 準 
 

１．主催者 

主催者は開催基準要項第 7 項第 5 号に定めるほか、個別のプログラムにおいては、

目的に沿う範囲内で、宗教団体、政治団体を除く次の各号に該当するものを加えるこ

とができる。 

（1） 開催地都道府県（以下「開催県」という。）の市区町村 

（2） 公益法人又はこれに準ずる団体 

（3） 通信、新聞、テレビ、ラジオなどの報道機関 

（4） その他、開催県実行委員会が上記各号に準ずると認めるもの 
 

２．主管及び運営 

（1） 開催県実行委員会により設置された、文化プログラムを企画・推進する専門委員

会等が主管し、運営する。 

（2） 個別のプログラムについては、事業内容に応じて、主催者及び主催者より委託を

受けた者が主管し、運営する。 
 

３．会場 

原則として、開催県内とする。 
 

４．時期及び期間 

原則として、大会開催当該年度（4 月１日から翌年 3 月 31 日）とし、個別のプログ

ラムについては、それぞれの主催者が定めることとする。 
 

５．実施プログラム 

（1） プログラムの内容については、スポーツ文化や開催県の郷土文化等をテーマとし

たものとし、開催県における国民スポーツ大会開催の気運醸成や、国体の目的や

意義の全国的な普及啓発等を目的とする。 

（2） プログラムについては、開催県実行委員会が特定非営利活動法人日本スポーツ芸

術協会と協議のうえ選定・立案し、本大会については開催年の 3 月末日まで、冬

季大会については、開催前年の 8 月末日までに、日本スポーツ協会国民スポーツ

大会委員会に申請し、承認を得ることを原則とする。 
 

６．開催経費 

事業実施に係わる経費については、原則として開催県の負担とするが、個別のプロ

グラムに係る経費については、本基準第 1項により主催者に加えた者の負担とする。 
 

７．その他 

(1)  本基準に定めない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、主催者間で協議

することとする。 

(2)  本基準の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
 

＜附則＞ １．本基準は平成 18年 3月 9日に制定し、第 63回大会より適用する。 

２．本基準は平成 22年 8月 24日に改定し、第 66回大会より適用する。 
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３．本基準は平成 30年 4月 1日に改定し、第 73回本大会より適用する。 

４．本基準は令和 5年 4月 1日に改定し、同日から施行する。 

５．本基準は令和 6年 4月 1日に改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会ユニフォーム規程 

 

第 1条（目的） 

本規程は、国民スポーツ大会開催基準要項第 8 項に基づき、国民スポーツ大会（ブロ

ック大会含む）（以下「大会」という。）において各都道府県選手団（本部役員、正式競技

及び特別競技の監督及び選手）が着用するユニフォームに関する事項について定める。 

 

第 2条（ユニフォーム） 

本規程においてユニフォームとは、次のものをいう。 

（1） 各都道府県選手団が大会期間中の総合開・閉会式並びに競技会場内等において着用

するウォームアップウェア、ブレザー等の選手団共通の衣服 

（2） 各都道府県選手団が競技中に着用する競技別ユニフォーム（以下「競技別ユニフォ

ーム」という。） 

 

第 3条（着用） 

各都道府県選手団は、大会の総合開・閉会式並びに各競技会の開始式及び表彰式等の

式典及び競技中においては、ユニフォームを着用するものとする。 

2. 各競技の規程等において着用が禁止されている場合や特別な事情によりユニフォーム

を着用することができない場合は、メーカーの名称、称号、商標、ロゴ、その他特有の

表示（以下「メーカー識別表示」という。）を除いて、いかなる形の広告や宣伝活動、コ

マーシャル等（以下「広告」という。）の表示がない衣服を着用するものとする。 

 

第 4条（表示・デザイン） 

ユニフォームには、特別な事情による場合や物理的に表示が困難な場合、各競技の 

規程等において表示が禁止されている場合を除いて、原則として所属する都道府県名を

表示するとともに、都道府県章、都道府県のマスコット、都道府県体育・スポーツ協会の

マーク等、所属する都道府県を表すマーク・デザイン（以下、都道府県名とあわせて「都

道府県名等」という。）を表示することができる。 

ただし、都道府県のマスコットについては、当該都道府県においてマスコットもしく

はそれに準ずるものとして指定されていることを条件とする。 

2. 競技別ユニフォームについては、当該競技規則において異なる表示やデザインが義務

付けられている場合や異なる形状や素材によるユニフォームの着用が認められている場

合等を除いて、競技・種目・種別の単位で都道府県ごとに統一するものとし、個人によ

って異なるものにしてはならない。 
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3. 都道府県名等及びメーカー識別表示の位置やサイズ、デザイン等については、各競技

の規程等に基づくこと。 

 

第 5条（表示の特例） 

競技別ユニフォームの性能と競技結果が密接である競技・種目については、特例とし

て、選手個人の所属先等が表示された競技別ユニフォームの着用を認める。対象となる

競技・種目については、競技特性を考慮の上、国民スポーツ大会委員会にて協議し、決定

する。 

ただし、上記に該当する競技別ユニフォームを着用する際に手続きが必要な場合は、

当該中央競技団体等に対して所定の手続きを行うこと。 

日本スポーツ協会及び当該競技団体が審議の上、日本スポーツ協会がその可否を決定

する。 

 

第 6条（処罰等） 

大会役員、競技会役員、競技役員（以下「大会の役員」という。）は、競技会場等にお

いて、本規程並びに各競技におけるユニフォームに関する規程等に定める事項の違反が

確認された場合、当該都道府県選手団に対して、違反の解消を指示することができる。 

2. 違反の解消が指示された都道府県選手団は、大会の役員の指示に基づき、速やかに違

反を解消しなければならない。 

3. 大会の役員の指示に従わずに違反が解消されなかった場合や、悪質な違反が確認され

た場合は、必要に応じて国民スポーツ大会委員会において協議し、当該都道府県選手団

の処罰内容を決定する。 

 

第 7条（その他） 

各都道府県選手団に含まれない者のうち、競技会場内で選手団への帯同が許された者

の取扱いについては、原則として、本規程に基づくものとする。 

2. 公開競技に参加する選手・監督及び役員が着用するユニフォームに関しては、当該競

技の実施内容及び方法等を勘案し、日本スポーツ協会と当該中央競技団体等の関係団体

間で協議して決定する。 

3. 本規程に定める事項以外については、国民スポーツ大会委員会において決定する。 

 

第 8条（改廃） 

本規程の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行うものとする。 

 

（附則） 

1. 本規程は、平成 29年 8月 25日から施行し、第 73回国民体育大会から適用する。 

2. 本規程は、平成 30年 4月 1日に改定し、同日から施行する。 

3. 本規程は、令和 5年 4月 1日に改定し、同日から施行する。 

4. 本規程は、令和 6年１月 1日に改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン 
 

１． 趣旨 

このガイドラインは、国民スポーツ大会開催基準要項第9項に基づき、国民スポーツ大会（以下「大会」という。）

におけるアンチ・ドーピングに関する基本的な事項を定めるものとする。 

 

２． アンチ・ドーピング活動の内容 

(1) ドーピング検査 

公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構（以下「JADA」という。）が定める「日本アンチ・ドーピング規程」

に基づき、次のとおりドーピング検査を実施する。 

1） 競技会検査（ICT: In-Competition Testing） 

競技会検査（ICT）は、JADAが定める「国民スポーツ大会競技会検査実施要項（以下「競技会検査（ICT）

実施要項」という。）」に基づき実施する。 

競技会検査（ICT）の準備は、JADAが定める「国民スポーツ大会競技会検査準備マニュアル（以下「競

技会検査（ICT）準備マニュアル」という。）」に基づき行うものとする。 

2） 競技会外検査（OOCT: Out-of-Competition Testing） 

競技会外検査（OOCT）は、JADA が定める「国民スポーツ大会競技会外検査実施要項（以下「競技会外

検査（OOCT）実施要項」という。）」に基づき実施する。 

競技会外検査（OOCT）の準備は、JADA が定める「国民スポーツ大会競技会外検査準備マニュアル（以

下「競技会外検査（OOCT）準備マニュアル」という。）」に基づき行うものとする。 

(2) アンチ・ドーピングに関する教育 

「日本アンチ・ドーピング規程」に基づき、次のとおり大会の本戦に参加する選手、監督、選手団本部役員帯

同スポーツドクター（以下「スポーツドクター」という。）、選手団本部役員帯同アスレティックトレーナー（以

下「アスレティックトレーナー」という。）及び競技会出場時に18歳未満である選手の保護者（以下「保護者」

という。）に対して、アンチ・ドーピングに関する教育（情報提供及び啓発を含む）（以下「教育」という。）

を実施する。 

 教育は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）が定める「国民スポーツ大会におけるア

ンチ・ドーピング教育活動実施要項（以下「実施要項」という。）」に基づき、国民スポーツ大会本戦参加前及

び大会期間中に実施する。 

大会期間中の教育の準備は、JSPO が定める「国民スポーツ大会アンチ・ドーピング教育活動準備マニュア

ル」に基づき行うものとする。 

 

３． 実施体制 

JSPO、開催地都道府県（以下「開催県」という。）実行委員会、会場地市町村実行委員会、JSPO加盟競技団体、

JSPO加盟都道府県体育・スポーツ協会、開催県体育・スポーツ協会、開催県競技団体などの関係諸機関・団体は、

協力して大会におけるアンチ・ドーピング活動を実施する。 

 

４． 関係諸機関・団体の役割 

関係諸機関・団体の役割はそれぞれ次の事項を中心に担うものとする。 

(1) JSPO 

1） 実施要項に基づき、教育を行う。 

2） 大会の本戦に参加する選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護者に対し教
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育を義務付ける。教育の内容は実施要項に定める。 

3） 選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護者に提供するためのアンチ・ドー

ピング教育等に関する教材等をJADAと連携し、JSPO加盟団体へ展開する。 

4） 関係諸機関・団体と協力し、JADAと連携のもと、教育活動実施に向けた準備を行う。 

5） 大会期間中の教育に必要な準備を行う。 

6） 開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会に、アンチ・ドーピング活動の実施への協力について

周知する。 

7） JADA と連携し、メディカル・コンディショニングスタッフミーティングにおいて、スポーツドクター

及びアスレティックトレーナー等に対してアンチ・ドーピング活動に関する最新情報を提供する。 

8） JADAと連携し、大会本戦前及び開催中に広くクリーン・スポーツの価値に関する啓発を行う。 

(2) JADA 

1） ドーピング検査の計画・準備・実施 

① ドーピング検査の計画を立案する。 

② JSPOをはじめとする関係諸機関・団体と協力し、ドーピング検査の実施に向けた準備を行う。 

③ ドーピング検査の計画立案・準備のため、必要に応じて次の事項を実施する。 

(i) 競技会開催施設の事前視察及び競技会検査（ICT）実施会場の選定 

(ii) 開催県主催競技運営担当者会議等への出席及びドーピング検査についての説明 

(iii) 競技会検査（ICT）実施会場における競技会検査（ICT）準備マニュアルに基づく事前準備

及び確認 

④ 競技会検査（ICT）実施要項及び競技会外検査（OOCT）実施要項に基づき、ドーピング検査を実施

する。 

2） 教育実施への連携・協力 

① JSPOが実施する教育活動に協力する。 

② 選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護者に配付するための教育に

関する資料・教材等をJSPOと連携して作成し、JSPOに提供する。 

(3) 開催県実行委員会 

1） 次の者を競技会役員又は競技役員と同等に扱うものとする。 

① 大会会期中に実施されるドーピング検査担当者として JADAに指名された JADA認定ドーピング・

コントロール・オフィサー（DCO） 

② シャペロン（ドーピング検査補助役員） 

③ 教育活動支援・視察スタッフ 

2） 会場地市町村実行委員会におけるドーピング検査の準備及び実施に協力する。 

3） 会場地市町村実行委員会とJADAとの連携促進に協力する。 

4） 総合開会式会場における教育の準備及び実施の際には、アンチ・ドーピング教育活動準備マニュアル

に基づき、JSPOに協力する。 

(4) 会場地市町村実行委員会 

1） 競技会役員であるJADA事務局担当者の他に、次の者を競技役員又は競技役員と同等に扱うものとする。 

① 大会会期中に実施されるドーピング検査担当者として JADAに指名された JADA認定ドーピング・

コントロール・オフィサー（DCO） 

② シャペロン（ドーピング検査補助役員） 

③ 教育活動支援・視察スタッフ 

2） 競技会検査（ICT）の準備及び実施の際には、競技会検査（ICT）準備マニュアルに基づき、JADA に協
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力する。 

3） 競技会外検査（OOCT）の準備及び実施の際には、競技会外検査（OOCT）準備マニュアルに基づき、JADA

に協力する。 

4） 各競技会場における教育の準備及び実施の際には、アンチ・ドーピング教育活動準備マニュアルに基

づき、JSPOに協力する。 

(5) JSPO加盟競技団体 

1） 大会開催内定前の競技会場選定の際には、JADAが定める「ドーピング検査室設置マニュアル（以下「検

査室設置マニュアル」という。）」を参考に、ドーピング検査の実施の可能性を視野に入れた会場確認に

協力する。 

2） ドーピング検査実施においては、準備及び調整についてJADAに協力する。 

3） 選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護者への教育活動に協力する。 

(6) JSPO加盟都道府県スポーツ協会 

1） 教育の実施 

① JSPO及びJADAと連携し、選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護者

に対し、大会実施要項にて競技毎に設定された本戦参加申込締切前の１年以内から同参加申込締

切日までに教育を実施するとともに、その受講の徹底及び指導を行う。 

② 選手の「国民スポーツ大会ドーピング検査同意書」にある「国民スポーツ大会選手カード」に記

載のアンチ・ドーピング教育履歴の記載を確認した上で、国スポ参加申込システムから参加申込

を行う。 

③ 監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナーの「国民スポーツ大会アンチ・ドーピング

教育履歴確認カード」に記載のアンチ・ドーピング教育履歴の記載を確認した上で、国スポ参加

申込システムから参加申込を行う。 

④ 競技会検査（ICT）実施要項に基づき、選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナ

ーに対して競技会検査（ICT）についての規則等を周知徹底する。 

2） 情報提供・啓発活動の実施 

各都道府県薬剤師会所属のスポーツファーマシスト等と連携し、選手、監督、スポーツドクター

及びアスレティックトレーナーへの薬の使用に関する情報提供及び啓発活動を実施する。 

3） 競技会外検査（OOCT）実施への協力 

① 競技会外検査（OOCT）実施要項に基づき、競技会外検査（OOCT）実施に協力する。 

② 競技会外検査（OOCT）実施要項に基づき、該当競技者及びサポートスタッフに対する競技会外検

査（OOCT）についての規則等の周知徹底に協力する。 

(7) 開催都道府県スポーツ協会 

上記「(6)JSPO加盟都道府県スポーツ協会」の事項の他、開催県実行委員会及び会場地市町村実行委員会と

連携し、開催県内における次の事項に協力する。 

開催県薬剤師会及び開催県薬剤師会所属のスポーツファーマシストと連携し、薬に関する問い合わせ

ホットラインや大会会期中の医療機関・店舗等での質問対応等が円滑に進むように体制を整備する。 

(8) 開催県競技団体 

1） 競技会実施に向けた準備の際には、会場地市町村実行委員会及びJSPO加盟競技団体と協力し、検査室

設置マニュアルを参考に、ドーピング検査実施を視野に入れた、競技会場内の諸室の配置に協力する。 

2） ドーピング検査実施対象競技となった場合には、会場地市町村実行委員会及びJADAと協力し、競技運

営の一部としてドーピング検査実施が可能となるよう、競技会検査（ICT）準備マニュアルに基づき、

ドーピング検査実施に対し調整及び協力する。 

3） 選手、監督、スポーツドクター及びアスレティックトレーナーへの教育活動に協力する。 
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５． 費用負担 

費用負担は原則として次のとおりとする。 

(1) ドーピング検査 

1） ドーピング検査実施費用 

ドーピング検査実施に係る費用は日本スポーツフェアネス推進機構が支払う。JSPO は日本スポーツフ

ェアネス推進機構へ分担金を支払う。 

なお、費用には分析費、ドーピング・コントロール・オフィサー（DCO）及びシャペロン（ドーピング

検査補助役員）謝金、ドーピング・コントロール・オフィサー（DCO）及びJADA職員旅費、検査キット

類代、飲料代、用具送料、オペレーションルーム設置費等を含む。 

2） ドーピング検査室設置費用 

ドーピング検査室設置に係る費用は会場地市町村実行委員会等が負担する。 

なお、費用には、ドーピング検査室内に必要な備品（机、椅子、パーテーション、トイレ等）に係る費

用を含む。 

(2) 教育活動 

JSPOが直接行う教育活動に係る費用はJSPOが負担する。 

 

６． アンチ・ドーピング規則違反に関する手続き・処分等 

JSPOが別に定める「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」に基づき実施する。 

 

７． ガイドラインの変更 

このガイドラインは、国民スポーツ大会委員会の決議によって変更することができる。 

 

８． その他 

このガイドラインに関連する各種の実施要項及びマニュアルを制定・改定する際は、JADAとJSPOが事前に協議

するものとする。 

 

９． 附則 

このガイドラインは、平成23年12月15日から施行する。 

このガイドラインは、平成27年3月12日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、平成27年6月11日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、平成30年4月1日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、令和元年6月13日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、令和４年６月7日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、令和５年３月7日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、令和５年4月1日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、令和6年1月1日に改定し、同日から施行する。 

このガイドラインは、令和7年6月3日に改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会天皇杯・皇后杯授与規程 

 

 

第1条 国民スポーツ大会開催基準要項第 11 項に基づき、天皇杯は、男女総合成績

第 1 位の都道府県、皇后杯は、女子総合成績第 1 位の都道府県に授与する。 

２  第 1 位が２都道府県以上の場合は、当該都道府県で共有する。  

 

第２条 天皇杯及び皇后杯は､総合閉会式に授与し､次回の総合開会式において返還

する。 

 

第３条 天皇杯又は皇后杯を授与された都道府県は、次の各項の義務を有する。  

(1) 信託会社又は確実な金庫に保管する。 

(2) 破損､紛失等の場合は､当該都道府県の責任とする。  

(3) 公益財団法人日本スポーツ協会が優勝都道府県名刻印のため又はその他

の必要により一時返還を求めた場合は､これに応じなければならない。  

 

第４条 本規程の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 

 

 

附  則 本規程は、 昭和 41 年 4 月 1 日制定 

 昭和 45 年 1 月 22 日一部改定 

 昭和 48 年 7 月 10 日一部改定 

 昭和 54 年 5 月 9 日一部改定 

 平成 17 年 6 月 16 日一部改定 

 平成 22 年 3 月 17 日一部改定 

 本規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23 年 4 月 1

日）から施行する。 

平成 30 年 4 月 1 日一部改定 

令和 6 年 1 月 1 日一部改定 
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国民スポーツ大会会長トロフィー授与規程 

 

 

第1条 国民スポーツ大会開催基準要項第 11 項に基づき、国民スポーツ大会会長トロ

フィー(以下｢大会会長トロフィー｣という。)は、正式競技別男女総合成績第 1位の

都道府県に授与する。 

２  第 1 位が２都道府県以上の場合は、当該都道府県で共有する。  

 

第2条 大会会長トロフィーは､競技会表彰式に授与し､次回競技会において返還す

る。 

 

第3条 大会会長トロフィーを授与された都道府県は、次の各項の義務を有する。  

(1) 責任をもって保管する。 

(2) 破損､紛失等の場合は当該都道府県の責任とする。  

(3) 優勝の刻印を次回大会までに行なうものとする。ただし､第 1 条第 2 項の場

合は､当該都道府県で協議して決めるものとする。  

(4) 公益財団法人日本スポーツ協会が必要により一時返還を求めた場合は､こ

れに応じなければならない。 

 

第4条 本規程の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 

 

 

附  則 本規程は、 昭和 41 年 4 月 1 日制定 

 昭和 45 年 1 月 22 日一部改定 

 昭和 48 年 7 月 10 日一部改定 

 昭和 54 年 5 月 9 日一部改定 

 平成 17 年 6 月 16 日一部改定 

 本規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23 年 4 月 1

日）から施行する。 

平成 30 年 4 月 1 日一部改定 

令和 6 年 1 月 1 日一部改定 
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公益財団法人日本スポーツ協会 

国民スポーツ大会関係標章の使用に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 本規程は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下、「本会」という。）標章規程に基づき、国民スポー

ツ大会に関係する標章（以下、「標章」という。）の使用の際に必要となる事項を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 本規程において「標章」とは、次に掲げるものをいう。 

（１） JAPANGAMESマーク（図形） 

（２） JAPANGAMESロゴタイプ（図形） 

（３） 前項（１）（２）からなる JAPAN GAMESブランドロゴ（図形） 

JAPAN GAMES 

マーク 

JAPAN GAMES

ロゴタイプ 

JAPAN GAMES 

ブランドロゴ 

   

 

 

（４） 「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「JAPAN GAMES」及びこれらの表示を平仮名、片仮名又は

ローマ字の文字に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずるもの 

（５） 「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「JAPAN GAMES」を含む結合語又は造語 

（６） 本会が新たに制定するマーク、文字、マスコット類 

（７） その他（１）乃至（６）に挙げた標章と社会通念上同一と認められるもの 

 

（標章使用の原則） 

第３条 標章を使用する者は、原則として本規程に基づき予め本会の承認を得なければならない。 

 

（非営利目的使用の申請） 

第４条 標章の使用を希望する者は、営利を目的として使用する場合（本会がそれに準ずると認める場合

を含む。以下同じ。）を除き、使用申請書（別紙様式１）を本会に提出し、その承認を得るものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

（１） 報道機関が報道目的で使用する場合。 

（２） 国民スポーツ大会開催決定地（内定地を含む）都道府県実行委員会（準備委員会を含む）（以

下「実行委員会」という。）が使用する場合。 

（３） 開催申請書提出順序が了解された都道府県が使用する場合。 

（４） 国民スポーツ大会開催決定地（内定地を含む）会場地市町村実行委員会（準備委員会を含む）

が、大会運営業務遂行上で必要となる場面（名刺、会議資料、看板作成等）で使用する場合。 

（５） その他本会が国民スポーツ大会に関する理解、普及に寄与するものとして認めた場合。 

２ 本会は、前項の規定による申請の内容が次の各号のいずれにも該当しないと認められる場合は、

標章の無償による使用を承認するものとする。 
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（１） 本会の品位を傷つけ、又は傷つける恐れのあるとき。 

（２） 本会の求める使用方法に従わないとき。 

（３） 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用する恐れのあるとき。 

（４） 法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき。 

（５） 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与える恐

れのあるとき。 

（６） 使用目的が明らかでないとき。 

（７） その他、本会が標章の使用について不適当と認めるとき。 

 

（営利目的使用の申請） 

第５条 営利を目的として標章の使用を希望する者は、「公益財団法人日本スポーツ協会 国民スポーツ

大会関係標章使用のガイドライン」に従い、申請書（別紙様式２）を本会に提出し、その承認を得る

ものとする。ただし、実行委員会又は本会が募集するカテゴリーAの協賛社（JAPAN GAMESパ

ートナー）が営利を目的として標章を使用する場合は、本条第６項に基づき取り扱うものとする。 

２ 本会は、前項の申請を受けた際、前条第２項各号のいずれにも該当しないと認められる場合は、

有償による標章の使用を承認するものとする。 

３ 前項により使用の承認を受けた者は、使用料を本会に納入しなければならない。 

４ 標章使用料の算出基準は、承認物件ごとに本会が定めるものとする。 

５ 本会が収納した使用料は、本会が定めた料率によって実行委員会等に標章使用に関する交付金

として交付することができるものとする。 

６ 第１項ただし書の場合において、JAPAN GAMES パートナーは別に定める協賛契約書に基づく

申請書を本会又は実行委員会へ提出し、両社の承認を得た場合、無償で標章を使用することが

できるものとする。 

７ 本会は、本条に係る諸手続きについて、その取扱業務を第三者に委託することができるものとする。 

 

（使用上の遵守事項） 

第６条 標章を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 別添の「JAPANGAMESブランドアセットガイドライン」及び「国民スポーツ大会関係標章利用の

ガイドライン」基づき、当該標章を正しく表示すること。 

（２） 本会が承認した用途にのみ使用し、本会の指示する使用条件に従うこと。 

（３） 標章を使用する際に本会が指定する承認番号を明示すること。ただし、第４条第１項ただし書の場

合による使用の場合、その明示を免除するものとする。 

 

（使用の期限） 

第７条 承認された標章の使用期限は、本会が個々の承認物件ごとに定めるものとする。 

 

（承認内容の変更） 

第８条 標章を使用する者は、使用承認の内容について変更しようとする場合は、変更申請書（別紙様式

３）を本会にあらかじめ提出し、その承認を得なければならない。 

２ 本会は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査するものとする。 

３ 本会は、当該変更が適当と認められる場合、その変更を承認するものとする。 
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（承認内容の取消） 

第９条 本会は、標章の使用が本規程及び承認内容に違反していると認められる場合は、使用条件を変

更し、又は使用承認を取り消すことができる。 

２ 本会は、前項の規定により承認を取り消された者に対し、当該承認に係る標章の使用停止を求め

る等適切な措置をとることができる。 

３ 本会は、承認を得ずに標章を使用している者又は使用しようとしている者に対して、その標章の

使用停止及び使用に係る物の回収を求める等適切な措置をとることができる。 

４ 取消し等に伴う費用は使用者の負担とする。 

 

（非営利目的使用許可権の実行委員会への委任） 

第１０条  本会は、実行委員会が第４条に定める本会の承認権限の委任を希望する場合は、国民スポー

ツ大会関係標章の使用許可についての権限の委任に関する細則に基づき、委任することができ

るものとする。 

 

（営利目的使用許可権の実行委員会への委任） 

第１１条  本会は、実行委員会が第５条に定める本会の承認権限の委任を希望する場合は、国民スポー

ツ大会開催基準要項第１７項第２号により制定された愛称等に関する承認権限を委任することが

できるものとする。 

２ 前項による委任にあたっては、あらかじめ実行委員会は申請書（別紙様式４）を本会へ提出し、本

会の承認を得るものとする。 

３ 委任における使用取扱に関する手続き等については、本会と実行委員会の両者が協議の上決定

する。 

 

（損失補償等の責任） 

第１２条  本会は、標章の使用を原因とする事故及び標章の使用に係る損失補償等に対しては、一切の

責任を負わない。 

 

（本規程の変更） 

第１３条  本規程は、本会国民スポーツ大会委員会における承認の後、本会ブランド戦略委員会の承認を

受けて変更することができるものとする。 

 

（附則） 

１． 本規程は財団法人日本体育協会標章等の使用に関する規程（平成 19年 4月 1日より施行）を廃

止し、平成 23年 6月 24日より施行する。 

２． 本規程は、平成 24年 6月 21日から施行する。 

３． 本規程は、平成 30年 4月 1日から改定、同日より施行する。 

４． 本規程は、平成 30年 8月 30日から改定、同日より施行する。 

５． 本規程は、令和元年 12月 13日から改定、同日より施行する。 

６． 本規程は、令和 5 年 4 月 1 日から改定、同日より施行する。 

７． 本規程は、令和 6 年 1 月 1 日から改定、同日より施行する。 
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８． 本規程は、令和 7年 3 月 4 日から改定、同日より施行する。 

９． 本規程は、令和 7 年 12 月 16 日から改定、令和 8 年 1 月 1 日より施行する。 
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国民スポーツ大会関係標章の使用許可についての権限の委任に関する細則 

 

(目的) 

第 1 条 この細則は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下、「本会」という。）国民スポーツ大会関 

係標章の使用に関する規程（以下、「国スポ標章使用規程」という。）第 10 条に基づき、国民

スポーツ大会に関係する標章（以下、「標章」という。）を本会及び国民スポーツ大会開催決定

地（又は内定地）実行委員会（又は準備委員会）（以下、「実行委員会」という。）以外の第三

者が使用するにあたり、その使用許可に関する権限を実行委員会に委任する際に必要な事

項について定めるものである。 

 

（定義） 

第 2 条 この細則において「標章」とは、次に掲げるものをいう。 

     (1)JAPAN GAMES マーク（図形） 

     (2)JAPAN GAMES ロゴタイプ（図形） 

     (3)前項(1)及び(2)からなる JAPAN GAMES ブランドロゴ（図形） 

JAPAN GAMES 

マーク 

JAPAN GAMES 

ロゴタイプ 

JAPAN GAMES 

ブランドロゴ 

   
 

 

     (4)「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「JAPAN GAMES」、及びこれらの表示を平仮名、 

片仮名又はローマ字の文字に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずるもの 

     (5)「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「JAPAN GAMES」を含む結合語又は造語（愛称等） 

     (6)本会が新たに制定するマーク、文字、マスコット類 

     (7)その他（1）乃至（6）に挙げた標章と社会通念上同一と認められるもの 

 

（委任対象及び申請手続き） 

第 3 条 実行委員会は、第三者に対する標章の使用許可に関する権限の委任を希望する場合、申

請書（別紙様式１）に本細則に準拠した取扱規程を添付して、本会に提出しなければならない。 

    2 本会は、前項による申請内容が本細則に準拠していると認められる場合は、標章の使用許

可に関する権限を実行委員会に委任することとする。 

    3 実行委員会は、当該委任に基づき、標章の使用を第三者に許可することがでる。 

 

（委任期間） 

第 4 条 委任期間は、本会より委任を受けた日から委任を受けた実行委員会が開催する国民スポー

ツ大会の開催年度末までとする。 

 

（使用許可の範囲） 

第 5 条 実行委員会が標章の使用を許可できる範囲は、営利を目的としないものであって、次の各号

のいずれかに該当する場合に限る。 

(1)資料、出版物又は無償で交付される記念品等についての使用であって、国民スポーツ大

会の開催に寄与すると認められるとき 
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(2)スポーツ又は国民スポーツ大会に対する理解や普及を図るため、その普及資料等を展示

するものと認められるとき 

(3)実行委員会からの国民スポーツ大会の広報啓発活動への協力依頼に基づき使用すると

き 

(4)その他本会が国民スポーツ大会の開催、スポーツ又は国民スポーツ大会に対する理解や

普及に寄与すると認めるとき 

    2 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、標章の使用を許可するものと

する。 

(1)スポーツ又は国民スポーツ大会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき 

(2)「国民スポーツ大会関係標章の使用に関する規程」に規定される使用上の遵守事項に 

従わないとき 

(3)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用する恐れのあるとき 

(4)法令又は公序良俗に反し、又は反する恐れのあるとき 

(5)特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与

える恐れのあるとき 

(7)使用目的が明らかでないとき 

(9)大会協賛企業の協賛権利を侵害するおそれのあるとき 

(8)その他、本会が標章の使用について不適当と認めるとき 

 

（実行委員会の義務） 

第 6 条 実行委員会は、標章の使用を許可された者が標章を毀損することなく正しく使用するよう監

督する義務を負う。 

    2 実行委員会は、標章の使用許可にあたり、本会及び実行委員会が共同で実施する国スポ

協賛に協賛する企業又は団体への優先的配慮を行う義務を負う。 

 

（不適切な使用に対する排除） 

第 7 条 実行委員会は、使用を許可された者による標章の使用が本細則及び許可内容に違反して

いると認められる場合又は違反している疑いがある場合は、その使用の内容について速やか

に調査を行い、違反していると認められるときは、その使用の許可を取り消さなければならない。 

    2 実行委員会は、使用を許可された者による標章の使用が本細則及び許可内容に違反して

いると認められる場合又は違反している疑いがあると本会より指摘を受けた場合は、その使用

の内容について速やかに調査を行い、違反していると認められるときは、その使用の許可を取

り消さなければならない。 

 

（報告） 

第 8 条 実行委員会は、自らが行った標章使用の許可について本会に報告する義務を負う。 

    2 前項に定める報告は、報告書の提出により行う。 

    3 本細則又は許可内容に違反して許可を取り消されたものについても当該報告書に記載する

こととする。 

    4 第 2 項に定める報告書は、実行委員会が開催する国民スポーツ大会が終了するまで単年

度ごとに提出しなければならない。 

 

（本規程の変更） 



108 

第 9 条 本細則は、本会国民スポーツ大会委員会における承認の後、本会ブランド戦略委員会の承

認を受けて変更することができるものとする。 

 

 

附   則 

１． この細則は国民体育大会標章等の使用許可権の委任に関する細則（平成１９年４月１日より

施行）を改定し、平成２３年６月２４日より施行する。 

２． この細則は、平成２４年６月２１日から施行する。 

３． この細則は、平成３０年４月１日に改定し、同日から施行する。 

４． この細則は、平成 30 年 8 月 30 日に改定し、同日から施行する。 

５． この細則は、令和元年 12 月 13 日に改定し、同日から施行する。 

６． この細則は、令和 6 年 1 月 1 日に改定し、同日から施行する。 

７． この細則は、令和 8 年 1 月 1 日に改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会企業協賛に関するガイドライン 

 

 
１．協賛実施の趣旨 

国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）の活性化と開催地の財政負担軽減のため、国民

スポーツ大会開催基準要項第 40 項に基づき、国スポ協賛を実施する。 

民間活力を導入することにより、財政負担の軽減はもとより国民に対する国スポの認知度向上、

国スポのブランド価値の向上を図っていくこととする。 

 

２．実施体制 

公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）と開催地都道府県実行

委員会（以下「開催県実行委員会」という。）が連携･協力のもと、大会ごとに実施する。 

 

３．協賛概要 

日本スポーツ協会及び開催県実行委員会（以下「両当事者」という。）が協議の上、大会ごと

に協賛メリット・協賛カテゴリー等「国民スポーツ大会協賛概要（特典一覧）」（以下「協賛概

要」という。）を決定することとする。 

協賛カテゴリーは、トップカテゴリーを「カテゴリーＡ」とし、以下ランク順に「カテゴリ

ーＢ」「カテゴリーＣ」とする。 

また、「ゼッケンスポンサー・ナンバーカードスポンサー等」のカテゴリーを設定する。 

 

４．協賛の募集について 

（１） 両当事者がそれぞれ募集活動を行うものとする。 

（２） 日本スポーツ協会は、協賛概要に示すカテゴリーＡを対象に募集活動を行なう。 

（３） 開催県実行委員会は、協賛概要に示すすべてのカテゴリーを対象に募集活動を行なう。た

だし、カテゴリーＡについては日本スポーツ協会の協賛社等を優先することとする。 

（４） 募集活動を行うにあたっては両当事者が事前に協議することとする。 

 

５．協賛募集期間 

両当事者の協議により決定する。 

 

６．協賛権利期間 

両当事者の協議により決定する。 

 

７．協賛契約及び協賛金管理業務 

原則として両当事者はそれぞれが獲得した企業等と契約する。また、協賛金についてもそれぞ

れが管理する。 

なお、両当事者はそれぞれが獲得した協賛社等との契約内容をお互いに遵守するための契約を

結ぶこととする。 
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８．協賛金の使途 

（１） 大会開催運営経費に充当する。 

（２） 日本スポーツ協会は国スポの認知度向上、国スポのブランド価値向上のための全国的ＰＲ

の経費及び協賛概要に示すカテゴリーＡの協賛特典を担保するための経費に充当する。 

（３） 開催県実行委員会は国スポ開催の機運を盛り上げるための開催地都道府県内ＰＲ経費及

び協賛概要に示すカテゴリーＢ、Ｃの協賛特典を担保するための経費に充当する。 

（４） 日本スポーツ協会は開催県実行委員会に対し、協賛概要に示すカテゴリーＢの１社あたり

の協賛金を上限に、獲得したカテゴリーＡの協賛社数に乗じた額を協賛金交付金として交

付する。 

（５） 開催県実行委員会が協賛概要に示すカテゴリーＡの協賛社を獲得した場合、開催県実行委

員会は日本スポーツ協会に対し、カテゴリーＡとカテゴリーＢの１社あたりの協賛金額の

差額分を上限に、獲得したカテゴリーＡの協賛社数に乗じた額を協賛金交付金として交付

する。 

（６） 協賛金交付金額については、両当事者間において協議のうえ決定する。 

（７） 日本スポーツ協会が「ゼッケンスポンサー・ナンバーカードスポンサー等」の協賛社を獲

得した場合、開催県実行委員会に対し１競技会あたりの協賛金の２分の１の額、当該中央

競技団体に対し協賛金の１０分の１の額を協賛金交付金として交付する。 

（８） 開催県実行委員会が「ゼッケンスポンサー・ナンバーカードスポンサー等」の協賛社を獲

得した場合、日本スポーツ協会に対し１競技会あたりの協賛金の２分の１の額を協賛金交

付金として交付する。 

 

９．広告掲出にあたっての原則 

（１） 国スポでは、国スポ協賛社等以外の広告等の掲出（露出）は原則として禁止する。 

（２） 政治的、人種的または宗教的な内容の広告、公序良俗に反する内容の広告、青少年の健全

育成に悪影響を及ぼす恐れがある内容の広告は禁止する。 

 

１０．国スポ標章の取り扱いについて 

両当事者は、互いに協力して国スポ標章の無断使用、不適切な使用等がないよう管理し、国ス

ポ標章のブランド価値向上に努める。 

 

１１．その他 

上記以外の国スポ協賛に係る新たな事項や課題並びに開催県実行委員会からの要望等につい

ては、日本スポーツ協会国スポ委員会等関係委員会並びに開催県実行委員会で検討･協議し、互

いに解決に向け努力するものとする。 

 

 本ガイドラインは、平成２２年１２月１６日に制定し、第６９回本大会から施行する。 

本ガイドラインは、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成２３年４月１日）から

改定する。 

本ガイドラインは、平成２７年６月１１日に改定する。 

本ガイドラインは、平成３０年４月１日に改定する。 

本ガイドラインは、令和 5 年 4 月１日に改定し、同日より施行する。 

本ガイドラインは、令和 6 年 1 月１日に改定し、同日より施行する。 
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国民スポーツ大会公開競技における企業協賛について 

 

 

国民スポーツ大会公開競技実施基準第6項に定める、公開競技実施中央競技団体が実施する企業協賛

については、以下に定める事項に基づき、事前に実施計画書を公益財団法人日本スポーツ協会に

提出し、承認を得た上で実施することができる。 

 

 

１．協賛カテゴリー 

協賛カテゴリーについては、公開競技実施中央競技団体が定めることができる。 

 

 

２．協賛特典  

協賛特典の内容については、日本スポーツ協会と事前に協議すること。 

 

 

３．協賛社の呼称  

日本スポーツ協会と開催県実行委員会が共同で実施する企業協賛制度において定める呼

称（国スポパートナー、オフィシャルスポンサー、オフィシャルサプライヤー、大会協力企業等）

の使用はできないこととする。 

なお、呼称については、日本スポーツ協会と事前に協議すること。 

 

 

４．協賛社の調整  

協賛社の募集にあたっては、日本スポーツ協会と開催県実行委員会が共同で実施する企

業協賛制度の対象企業・団体と競合または、重複することが想定されることから、日本スポー

ツ協会及び開催県実行委員会と事前に協議すること。 

 

 

５．協賛社との契約  

協賛社との契約は、公開競技実施中央競技団体が行うこと。 

 

６．その他  

本内容の改廃については、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 

 

 

（附  則）  

平成24年8月29日に制定し、第70回大会より施行する。 

平成30年4月1日に改定し、同日より施行する。 

令和6年1月1日に改定し、同日より施行する。 



 112 

国民スポーツ大会記録情報処理要項 

 

 

１ 目的 

国民スポーツ大会における競技成績等記録の情報処理を適切に行い、円滑に発表するために

国民スポーツ大会開催基準要項第 37項に基づき、本要項を定める。ただし、冬季大会について

は本要項の対象としない。 

 

２ 記録業務 

第 1 項に定める目的を達成するための業務全般を記録業務といい、以下の業務を行うものと

する。 

（1） 記録本部の設置 

開催都道府県実行委員会（以下「開催県実行委員会」という。）は、記録本部を設置する。 

（2） 記録情報の収集 

開催県実行委員会は、中央競技団体等と連携し、競技成績等の記録を迅速に各競技会場よ

り記録本部に収集する。 

（3） 記録情報の発表 

(a) 開催県実行委員会は、記録情報を次の事項毎に分類し、報道関係機関及びインターネ

ット上に発表する。ア（競技結果のみ）、イ、カ（天皇杯・皇后杯得点のみ）、クにつ

いては、携帯電話等でも閲覧可能な形式とする。 

ア 競技日程・競技結果 

イ 都道府県別競技結果 

ウ トーナメント表 

エ 決勝記録一覧 

オ 新（タイ）記録一覧 

カ 総合成績一覧 

・ 天皇杯・皇后杯得点 

・ 競技別総合成績 

・ 競技別種別得点 

・ 季別総合成績 

キ プログラム訂正・連絡物  

ク お知らせ 

ケ 翌日の対戦組み合わせ等 

コ その他開催県が必要とする事項 

(b) 競技結果に関する情報は、原則として競技団体による記録の提供から 30分程度で発

表する。 

（4） 総合成績の算出、帳票作成 

開催県実行委員会は、総合成績の算出を行い、次の帳票を作成する。 

ア 天皇杯・皇后杯総合得点一覧表       【様式例 1】 

イ 男女総合成績（天皇杯得点）一覧表     【様式例 2】 

ウ 女子総合成績（皇后杯得点）一覧表     【様式例 3】 

エ 男女総合成績（天皇杯参加得点）一覧表   【様式例 4】 

オ 女子総合得点（皇后杯参加得点）一覧表   【様式例 5】 
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カ 競技別男女総合成績一覧表         【様式例 6】 

キ 競技別女子総合成績一覧表         【様式例 7】 

ク 種目別得点集計表             【様式例 8】 

（5） 成果物 

(a) 開催県実行委員会は、第 2 項（3）‐（a）に定める記録情報の成果物を、公益財団

法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）との協議により決めら

れた期間内に日本スポーツ協会へ提出する。 

(b) 開催県実行委員会は、第 2項（4）において作成した帳票を、日本スポーツ協会へ速

やかに提出する。 

（6） 大会終了後の記録の公開 

開催都道府県は、日本スポーツ協会との協議に基づき大会終了後一定期間、競技成績等記

録の情報をインターネット上に引き続き公開する。 

 

３ 国民スポーツ大会記録情報処理システムの指定 

（1） 第 1 項に定める目的を達成するためのハードウェア、ソフトウェア及び運用・管理等を

含め構築されたものを国民スポーツ大会記録情報処理システム（以下「国スポ記録シス

テム」という。）という。 

（2） 日本スポーツ協会は、開催県実行委員会における記録業務が安定的かつ円滑に行われる

よう、外部の第三者に依頼してシステムの評価を行い、その報告を受けて国民スポーツ

大会委員会において業績、性能、安定性、経済性等を総合的に判断し、優秀なシステム

を国スポ記録システムとして指定する。 

（3） 開催県実行委員会は、日本スポーツ協会が指定した国スポ記録システムを用いて記録業

務を行うものとする。 

（4） 国スポ記録システムの指定に関しては、別紙「国民スポーツ大会記録情報処理システム

の指定に係る手続きについて」に基づき行うものとする。 

 

４ その他 

本要項は、必要に応じ国民スポーツ大会委員会にて見直すものとする。 

 

＜附則＞ 

（1） 本要項は、平成 19年 3月 7日に制定、同日より施行する。 

（2） 本要項は、平成 20年 8月 27日に改定、同日より施行する。 

（3） 本要項は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23年 4月 1日）から施

行する。 

（4） 本要項は、平成 30年 4月 1日に改定、同日より施行する。 

（5） 本要項は、令和 4年 6月 7日に改定、同日より施行する。 

（6） 本要項は、令和 6年 1月 1日に改定、同日より施行する。 
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大会参加得点の考え方について 

 

１．大会参加の考え方 

大会主催者が、開催都道府県の定める参加申込書提出締切時に参加資格等を確認し、参加者

として確定した時点で「本大会及びブロック大会に参加したもの」とみなす。 

なお、「参加」とは「参加申込締切時にエントリーしていること」を指し、「競技会に出場す

ること」を指す「出場」とは区別する。 

 

２．参加得点の考え方 

大会主催者は、参加申込書を受理し、参加者として確定した時点で、都道府県に対して参加

得点を与える。 

なお、「男女総合」の参加得点は、「男子」、「女子」及び「男女混合」種別・種目の参加状況

を踏まえることとし、「女子総合」の参加得点は「女子」のみが参加する種別・種目の参加状況

を踏まえ、付与する。 

 男女総合得点 女子総合得点 

男子種別・種目 ○ － 

女子種別・種目 ○ ○ 

男女混合種別・種目 ○ － 

 

３．参加得点の処理 

参加得点の処理は、下記の通り各大会・競技会主催者が協力して取りまとめる。 

（1）ブロック大会を経て本大会に出場する種別・種目 

  1) ブロック大会開催都道府県(体育・スポーツ協会、競技団体を含む)は、ブロック大会への都

道府県の参加状況及び競技結果について所定の方法にて取りまとめの上、指定の期日（本大

会参加申込締切 1 週間前）までに日本スポーツ協会及び中央競技団体へ報告する。 

2)日本スポーツ協会及び中央競技団体は、ブロック大会への都道府県の参加状況を確認の上、

参加得点を与える。 

ただし、本大会参加申込締切時において、ブロック大会を経て本大会の出場権を獲得し

ながら本大会に参加しなかった場合は参加得点を与えない。（開催基準要項細則第 5 項） 

（2）都道府県大会を経て本大会に出場する種別・種目 

道府県大会を経て本大会に出場する種別・種目については、参加資格等を確認の上、参加者と

して確定した上で、日本スポーツ協会及び中央競技団体がその参加状況により参加得点を与え

る。 

 

４．競技会の棄権と参加得点等 

大会主催者が参加申込締切時において参加者を確定してから、競技初戦までの間において競

技会を棄権した場合、当該都道府県の参加得点等については次のとおり取り扱う。 

（1）当該競技において、当該都道府県がたとえ他の種別･種目に参加していても、次回大会にお

ける男女総合成績及び女子総合成績より当該競技参加得点を減算する。 

ただし、当該競技の種別・種目において獲得した競技得点は与える。 

 

（2）上記に関わらず、やむを得ない理由により、当該都道府県において競技会参加に棄権が生
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じた場合、次の 1）又は 2）の手続きにより、次回大会における参加得点を与える。 

1）各競技団体が定める選手交代（変更）手続き時までにおいて、棄権が生じた際の手続き 

当該競技団体が定める所定の選手交代（変更）手続き時において、交代する選手がな

く、選手又はチームが棄権となった場合の手続きは、次のとおりとする。 

①当該競技の監督は所属都道府県選手団の連絡責任者へ連絡の上、当該競技団体が定

める所定の手続きを行う。 

②当該競技団体は、提出された棄権に伴う「選手交代（変更）届」の写しを大会終了

後 2 週間以内に、大会委員長へ提出する。 

③大会委員長は、提出された競技会の棄権理由の妥当性について、国民スポーツ大会

委員会において審議の上、決定する。 

2）競技初戦において、棄権が生じた際の手続き 

当該競技団体が定める所定の選手の交代（変更）手続き等の終了後から競技初戦まで

の間において、選手又はチームが競技会に参加しなかった場合は次のとおりとする。 

① 参加選手団は次の（ア）及び（イ）の手続きを速やかに行う。 

（ア） 当該競技の監督は、所属都道府県選手団の連絡責任者へ連絡の上、所定の

「競技会棄権届」にその理由を明記し、当該競技者が出場しようとする競技の

初戦翌日までに当該競技会責任者へ提出する。 

（イ） 当該競技の監督より連絡を受けた当該都道府県の連絡責任者は、その内容

を別に定める「競技会棄権届提出一覧」に取りまとめ、「競技会棄権届」の写

しとともに大会終了後 2 週間以内に大会委員長へ提出する。 

② 大会委員長は、提出された競技会の棄権理由について、国民スポーツ大会委員会

において審議の上、妥当と認められた場合は、大会に参加したものとみなし、参加

得点を与える。 

 

（3）上記（2）-1）あるいは-2）の手続きにおいて、当該都道府県の当該競技会参加者が皆無と

なった場合には、国民スポーツ大会委員会において棄権理由を審議の上、妥当と認められた場

合は、大会に参加したものとみなし、参加得点を与える。 

 

（4）当該選手団は、上記（2）、（3）の国民スポーツ大会委員会において審議された結果に対し

て異議のある場合は、日本スポーツ仲裁機構に上訴することができる。 

ただし、上訴に係る費用は当該選手団において負担するものとし、上訴期間は 2 週間以内と

する。 

 

５．その他 

(1)参加資格に係る違反及びアンチ・ドーピング規則に対する違反に係る参加得点の取り扱いに

ついては、「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」によるものとする。 

 (2)この考え方の改廃については、国民スポーツ大会委員会の協議を経て行う。 

 

附則 

この考え方は、平成 18 年 4 月 12 日に制定し、第 61 回本大会から適用する。 

この考え方は、平成 20 年 4 月 25 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23 年 4 月 1 日）から適用

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_25.pdf
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する。 

この考え方は、平成 27 年 3 月 12 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、平成 30 年 4 月 1 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、令和 5 年 3 月 7 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、令和 5 年 4 月 1 日に改定し、同日から適用する。 

この考え方は、令和 6 年 1 日 1 日に改定し、同日から適用する。 
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国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程 
 

第 1章 総則 

第 1条 規程の対象となる違反 

この規程は、国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）において次の違反が発生した場合の手

続き及び処分内容等について定める。 

（1）参加資格に係る違反（以下「参加資格違反」という。）：国民スポーツ大会開催基準要項細

則第 3項に係る違反 

   ※「参加」とは参加申込締切時にエントリーしていることをいう。 

   ※「出場」とは競技会に出場することをいう。 

（2）アンチ・ドーピング規則に対する違反（以下「ドーピング規則違反」という。）：公益財団

法人日本アンチ･ドーピング機構（以下「JADA」という。）が定める日本アンチ・ドーピ

ング規程第 2条に定める内容に係る違反 

 

第 2条 適用範囲 

原則として、違反を犯した当該選手・監督等（以下、「当該者」という）・チームに対して本規程

を適用する。 

ただし、違反の内容及び違反に至った経過において、明らかに意図的あるいは計画的で悪質と判

断した場合は、当該者の所属する当該都道府県体育・スポーツ協会「以下「都道府県体協」という」

及び当該中央競技団体に対して、本規程第 5 条、第 8 条、第 11 条に定める内容のほかに、別途処

分を課すことができる。 

 

第 2章 参加資格違反に関する手続き・処分内容等 

第 3条 参加資格違反に関する聴聞手続き等 

参加資格違反に係る聴聞手続き等については、次のとおりとする。 

1. 違反が判明した時点において、以下の者により編成された聴聞会を開催し、当該者及びその

所属する関係機関・団体から聴聞を行う。 

(1) 競技会開始前及び終了後 

国民スポーツ大会委員会委員長（以下、「国スポ委員長」という。）並びに国スポ委員長が

指名した者（若干名）とし、議長の任は国スポ委員長があたるものとする。 

(2) 競技会期間中 

大会委員長（国スポ委員長）並びに大会委員長が指名した総務委員（若干名）とし、議長

の任は大会委員長があたるものとする。 

2. 聴聞会において、当該者及びその所属する関係機関・団体は、違反の疑われる事例について

反論の機会が与えられる。 

 

第 4条 参加資格違反に関する処分内容の決定 

処分内容については、本規程第 3 条に定める聴聞会からの報告を受けて、国民スポーツ大会委員

会（以下、「国スポ委員会」という。）において決定する。ただし、競技会前又は競技会期間中にお

いて違反が判明した場合、当該者・チームの競技会への出場については、国スポ委員長が本規程第

5条に基づき決定する。 

 

 



 

118 

第 5条 参加資格違反に関する処分 

1. 故意または重大な過失による違反の場合 

(1) 競技会開始前及び期間中 

1) 当該者の当該大会への出場を直ちに中止させる。 

また、当該者が団体競技に参加している場合、当該チームについても直ちに出場を中止さ

せる。 

2) 競技会開始前に違反が判明した場合は、当該ブロック内における次順位の選手またはチ

ームが参加・出場できることとする。 

3) 成績が発生している場合は、当該者・チームの順位・得点等を含む全成績（以下「成績」

という。）を抹消する。 

4) 当該者については、国スポへの次回大会以降に開催される 3大会以上の参加禁止処分と

し、処分内容については国スポ委員会 

で審議の上、決定する。 

5) 当該者の所属チーム、並びに所属する都道府県体協及び当該中央競技団体については、厳

重注意以上の処分とし、処分内容については、国スポ委員会で審議の上、決定する。 

(2) 競技会終了後 

1) 当該者については、国スポへの次回大会以降に開催される 3大会以上の参加禁止処分と

し、処分内容については国スポ委員会で審議の上、決定する。 

2) 当該者の所属チーム、並びに所属する都道府県体協及び当該中央競技団体については、厳

重注意以上の処分とし、処分内容については、国スポ委員会で審議の上、決定する。 

3) 当該大会における当該者・チームの成績は抹消した上で、改めて全都道府県の全成績を見

直すものとする。 

 

2. 過失による違反の場合 

当該者・チームについては、次のとおり取り扱うこととする。 

また、処分内容については、当該者の所属チーム、並びに所属する都道府県体協及び当該中

央競技団体に対して注意以上の処分とし、国スポ委員会で審議の上、決定する。 

(1) 競技会開始前 

1) 個人競技 

a. 当該者については、当該大会を含む 2大会以内の参加・出場禁止処分とする。 

b. 次順位の選手の参加・出場が可能である場合は、当該ブロック内における次順位の

選手が参加・出場できることとする。 

c. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。参加資格を満たす交代者がおらず、監督が不在と

なる場合、当該監督が所属する競技・種別の選手の出場は認めないものとする。 

2) 団体競技 

a. 当該者については、当該大会を含む 2大会以内の参加・出場禁止処分とする。 

b. 当該選手の所属チームについては、当該競技規則の定める範囲内において、競技会

に出場できるものとする。ただし、当該違反選手に係る代替選手の交代（変更）は

認めないものとする。 

c. 当該選手の所属チームが当該競技規則を満たすことができず、出場できない場合、

当該ブロック内における次順位のチームの参加・出場が可能である場合は、当該ブ

ロック内における次順位のチームが参加・出場できることとする。 
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d. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。参加資格を満たす交代者がおらず、監督が不在と

なる場合、所属チームの出場は認めないものとする。 

    (2) 競技会期間中 

1) 個人競技 

a. 当該者の当該大会への出場を直ちに中止させ、成績を抹消する。 

b. 当該者の次回大会への参加については、大会終了後にその可否を審議し、決定する。 

c. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。交代ができる場合は、その当該監督が参加する競

技・種別の選手の成績も認めるものとする。参加資格を満たす交代者がおらず、監

督が不在となる場合、当該監督が参加する競技・種別の選手の出場を直ちに中止さ

せる。 

2) 団体競技 

a. 当該者の当該大会への出場を直ちに中止させる。 

b. 当該者の次回大会への参加については、大会終了後にその可否を審議し、決定する。 

c. 当該選手の所属チームについては、当該競技規則の定める範囲内において継続して

競技会に出場できるものとする。また、その成績も認めるものとする。ただし、当

該違反選手に係る代替選手の交代（変更）は認めないものとする。 

d. 違反を犯した者が監督の場合、当該競技規則の定める範囲内において参加資格を満

たす者と交代することができる。交代ができる場合は、その当該監督所属チームの

成績も認めるものとする。参加資格を満たす交代者がおらず、監督が不在となる場

合、所属チームの出場を直ちに中止させる。 

 (3) 競技会終了後 

当該者については、次回以降の大会において、2大会以内の参加禁止処分とする。 

ただし、成績は訂正しないものとする。 

 

第 3章 ドーピング規則違反に関する手続き・処分内容等 

第 6条 ドーピング規則違反に関する聴聞手続き等 

ドーピング規則違反に係る聴聞手続き等については、日本アンチ・ドーピング規程に基づき、日

本アンチ・ドーピング規律パネル（以下「規律パネル」という。）において実施される。 

 

第 7条 ドーピング規則違反に関する処分内容の決定 

処分内容については、本規程第 8 条及び第 10 条に基づき、国スポ委員会において決定する。た

だし、競技会開始前または競技会期間中において違反が判明した場合、当該者・チームの競技会へ

の参加・出場については、国スポ委員長が本規程第 8条に基づき決定する。 

 

第 8条 ドーピング規則違反に関する処分 

1. 当該者・チームの参加に関する処分 

(1)  当該者・チームの当該大会の出場、及び次回大会以降の参加・出場の可否については、

規律パネルの決定した資格停止期間に基づき国スポ委員会で審議の上、決定する。 

(2) 上記の処分により、当該大会において次順位の選手・チームの参加が可能である場合は、

当該ブロック内における次順位の選手・チームが参加できることとする。 
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2. 成績に関する処分 

規律パネルの決定に従い、当該者・チームの成績を抹消する。 

なお、当該大会の他の種目等において、当該者及び当該者が構成員となっているチームの成

績が発生している場合は、その処分について国スポ委員会において審議の上、決定する。 

 

第 9条 暫定的資格停止 

A 検体によりドーピング規則違反が疑われ、その後のドーピング規則違反の有無が確定するまで

の間、JADAは当該者を暫定的に参加資格停止にすることができる。 

ただし、団体競技の場合、チームは当該者を除き、当該競技規則の定める範囲内において、継続

して競技会に出場できるものとする。 

 

第 10条 国スポ以外の競技会等においてドーピング規則違反が決定した場合の取り扱い 

国スポ以外の競技会検査及び競技会外検査においてドーピング規則違反が決定した場合の、当該

者の国スポへの参加及び国スポにおける成績については以下のとおり取り扱う。 

1. 当該者・チームの、次回大会以降の参加の可否については、規律パネルの決定した資格停止

期間に基づき国スポ委員会で審議の上、決定する。 

2. 当該者が、規律パネルの決定した成績抹消の対象期間において国スポに参加していた場合、

規律パネルの決定に基づき、当該者・チームの国スポにおける成績は抹消する。 

 

第 4章 競技順位等の取り扱い 

第 11条 競技順位・得点及び参加得点 

1. 本規程第 5条の１、第 8条の 2及び第 10条の 2に定める違反が確定し、当該者・チームの成

績が抹消された場合、順位を確定することができる範囲内において順位を繰り上げ、あらため

て競技順位・得点等を確定する。 

2. 前項の措置により、当該都道府県からの選手・チームの競技会出場（ブロック大会を含む）

が皆無となった場合、その競技における参加得点を抹消する。 

3. 競技順位等を訂正する場合は、以下のとおり取り進める。 

(1) すみやかに競技順位・得点等を確定し、公表する。 

(2) 各競技会の順位に変更が生じた場合、順位が確定できる競技について、当該者（チーム）

に賞状を授与する。 

(3) 各競技会、男女総合及び女子総合成績の各１位から８位までの都道府県順位に変更が生

じた場合、改めて表彰状を授与する。 

 

第 5章 上訴 

第 12条 上訴 

国スポ委員会の最終的な処分決定に対し、当該者及び当該者の所属する機関・団体は、日本スポ

ーツ仲裁機構に上訴を申し立てることができる。 

 

第 6章 その他 

第 13条 その他 

1. 参加資格違反については本大会を前提として定めるが、ブロック大会において違反が判明し

た場合も、違反の内容及び競技会の状況等に応じ本規程の内容を適用する。 
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2. 参加資格違反については、違反した当該大会から 1 大会以上を経て違反が判明した場合、発

覚した時点から起算して、本規程を適用する。 

3. 本規程に定める事項以外については、別途当該都道府県体育協及び当該中央競技団体と協議

の上、国スポ委員会において決定する。 

 

第 14条 規程の変更 

この規程は、国スポ委員会の議決により変更することができる。 

 

附則 

1. 本規程は、平成 20年 4月 25日より施行する。 

※ 本規程は、「国民体育大会ドーピング防止規則に対する違反に関わる制裁措置等取り扱い規則

（平成 15年 6月 20日制定、平成 17年 6月 1日及び平成 19年 8月 29日改訂）」及び「国

民体育大会参加資格違反に係る罰則規定（平成 19年 3月 7日制定）」を統合・整理したもの

である。このことにより、上記規則、規定は廃止する。 

2. 本規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23年 4月 1日）から施行する。 

3. 本規程は、平成 23年 12月 15日一部改訂し、同日から施行する。 

4. 本規程の平成 23 年 12 月 15 日一部改訂を受けて、当該時点における参加資格違反による国体へ

の参加禁止処分（第 5 条の 2）対象者については、改訂内容を遡って適用することとする（平成

24年 3月 22日国体委員会決定）。 

5. 本規程は、平成 27年 3月 12日一部改定し、同日から施行する。 

6. 本規程は、平成 28年 6月 17日一部改定し、同日から施行する。 

7．本規程は、平成 29年 12月 15日一部改定し、同日から施行する。 

8．本規程は、平成 30年 4月 1日一部改定し、同日から施行する。 

9．本規程は、令和 2年 3月 12日一部改定し、同日から施行する。 

10．本規程は、令和 4年 8月 25日一部改定し、同日から施行する。 

11．本規程は、令和 5年 4月 1日一部改定し、同日から施行する。 

12．本規程は、令和 6年 1月 1日一部改定し、同日から施行する。 
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国民スポーツ大会参加資格違反に係る参加禁止期間の取り扱いについて 

 

公益財団法人日本スポーツ協会 

 

「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」第 5条の 2に定める過失による参加

資格違反に係る処分内容に関し、当該者の国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）への参加・出

場禁止期間については、下記のとおり取り扱うこととする。 

 

１． 以下に該当する場合は、1大会の参加・出場禁止とする。 

（1） 「居住地を示す現住所」について、本会が定める「日常生活」の判断基準の要件を満たし

ていたものの、住所に関する届出等の必要な手続きが行われていなかった場合。 

（2） 「学校所在地」について、「通学」の実態は有していたものの、当該者の在籍する学校が国

スポ参加資格上の要件を満たしていなかった場合。（例：通信制課程に学んでいる者が「学

校所在地」を選択していた等） 

（3） その他、手続きの不備や規定の誤認に基づくもので、当該者の過失が軽微であったと認め

られる場合。 

 

２． 上記１に該当しない場合は、2大会の参加・出場禁止とする。 

 

３． その他 

（1） 各競技団体の定める規定に抵触したことで国スポの参加資格を満たすことができなくなっ

た場合は、当該競技団体の処分内容に準じ、参加・出場禁止期間を決定する。 

（2） 「1大会の参加・出場禁止」となる場合であっても、所属都道府県を移動するにあたっては

「例外適用※」を受ける場合を除き 2大会の間を置かなければならない。 

※ 「例外適用」の対象者 

① 新卒業者 

② 結婚又は離婚に係る者 

③ ふるさと選手制度を活用する者（成年種別年齢域の選手のみ） 

④ 一家転住に係る者（少年種別年齢域の選手のみ） 

⑤ JOCエリートアカデミーに在籍する者（少年種別年齢域の選手のみ） 

（3） 本取り扱いの改定については、国民スポーツ大会委員会にて行う。 

 

附記 

1. 本取り扱いは、平成 24年 3月 22日より施行する 

2. 本取り扱いは、平成 28年 6月 17日一部改定し、同日から施行する。 

3．本取り扱いは、平成 30年 4月 1日一部改定し、同日から施行する。 

4．本取り扱いは、令和 2年 3月 12日一部改定し、同日から施行する。 

5．本取り扱いは、令和 6年 1月 1日一部改定し、同日から施行する。 



 

国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程 第 2章 参加資格違反に関わる処分内容一覧 

 

項  目 競技会開始前 競技会期間中 競技会終了後 

故 意 

又は 

重大な過失 

当該者 

➢ 当該大会への出場を直ちに中止させる。 

➢ 当該者の成績をすべて抹消する。 

➢ 国スポへの次回大会以降に開催される 3大会以上の参加禁止処分とし、処分内容につい

ては国民スポーツ大会委員会で審議の上、決定する。 

➢ 国スポへの次回大会以降に開催される 3 大会以上の参加

禁止処分とし、処分内容については国民スポーツ大会委

員会で審議の上、決定する。 

➢ 当該大会における当該者の成績は抹消した上で、改めて

全都道府県の全成績を見直すものとする。[個人競技] 

所属チーム（団体競技の場合）

並びに、所属都道府県体育・

スポーツ協会及び中央競技団

体 

➢ 当該所属チームについても直ちに出場を中止させる。 

➢ 当該競技者所属チームの成績をすべて抹消する。 

➢ 当該所属チーム、並びに所属する都道府県体育・スポーツ協会及び当該中央競技団体に

ついては、厳重注意以上の処分とし、処分内容については、国民スポーツ大会委員会で

審議の上、決定する。 

➢ 当該所属チーム、並びに所属する都道府県体育・スポー

ツ協会及び当該中央競技団体については、厳重注意以上

の処分とし、処分内容については、国民スポーツ大会委

員会で審議の上、決定する。 

➢ 当該大会における当該チームの成績は抹消した上で、改

めて全都道府県の全成績を見直すものとする。[団体競技] 

過 失 

全般 処分内容については、当該者及び当該所属チーム、並びに所属する都道府県体育・スポーツ協会及び当該中央競技団体に対して注意以上の処分とし、国民

スポーツ大会委員会で審議の上、決定する。 

個人競技 

➢ 当該大会を含む 2大会以内の参加・出場

を認めない。 

➢ 次順位の競技者の参加・出場が可能であ

る場合は、当該ブロック内における次順

位の競技者が参加・出場できることとす

る。 

➢ 当該大会への出場を直ちに中止させ、成

績を抹消する。 

➢ 当該者については、違反が判明した大会以降に開催され

る 2大会以内の、国体への参加は認めない。 

➢ 成績は訂正しないものとする。 

団体競技 

➢ 当該者の当該大会を含む 2 大会以内の

参加・出場を認めない。 

➢ 当該所属チームについては、当該競技規

則の定める範囲内において、競技会に出

場できるものとする。 

➢ 当該者の所属チームが当該競技規則を

満たすことができず、出場できない際に

は、当該ブロック内における次順位のチ

ームの参加・出場が可能である場合は、

当該ブロック内における次順位のチー

ムが参加・出場できることとする。 

➢ 当該者の当該大会への参加を直ちに中

止させる。 

➢ 当該所属チームについては、当該競技規

則の定める範囲内において継続して競

技することができる。 

➢ 成績も認めるものとする。 

 

参 考 

1
2
3
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国民スポーツ大会各競技会開催にあたる競技役員編成基準 

 

１ 基本方針 

(1) 国民スポーツ大会の目的のひとつである地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するため、審判

員等競技役員は開催都道府県（以下「開催県」という。）内の有資格者をあてることを原則とし、大会

終了後もこれらの者が地域スポーツ行事等に十分活用できるよう配慮しなければならない。 

(2) 実施中央競技団体は、中央競技団体からの派遣が必要となる者を除き、開催県内の競技役員をもって

すべての競技運営ができるよう、開催県内定後、開催県関係者と密接な連係のもと積極的に競技役員

の養成に努めなければならない。 

 

２ 競技役員の構成 

開催県は、中央競技団体からの派遣が必要となる者を除き、県内競技役員をもってすべての競技運営が

できるよう努めなければならない。 

県内競技役員で競技会の運営が不可能な場合は、開催県外から競技役員を派遣することができる。この

場合、競技日程、競技会場数及び試合数等を十分考慮の上必要最小限の人員としなければならない。 

(1) 中央競技役員 

競技会を円滑に運営するための責任者等として中央競技団体からの派遣が必要とされる者。 

(2) 県内競技役員 

開催県内の人員で、競技会の運営にあたる者。 

 (3) 近県競技役員 

上記(1)、(2)以外の人員で、原則として開催県ブロック内から派遣する者。 

 

３ 中央競技役員派遣にあたる所要経費支給基準 

中央競技役員の派遣にあたる所要経費は、原則として全額開催県負担とする。 

この場合、１人当たり概ね次の通りとし、各大会における支給基準は大会開催年（冬季大会は開催前年）

に日本スポーツ協会と開催県が協議し、決定する。 

 (1) 交通費 

原則として、各競技役員が居住する都道府県の県庁所在地最寄り駅から競技会場地最寄り駅間の往

復運賃とし、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算定し支給する。 

算定にあたっては、開催県自治体の旅費に係る規定等によるものとする。 

(2) 宿泊料金 

 各大会時に定められる宿泊料金のうち選手・監督以外の参加者と同一料金を支給する。 

期間は、原則として当該競技日数に２日を加えた日数を限度とする。 

(3) 諸費 

競技役員の業務に従事する期間に要する諸経費を補填するものとして、日本スポーツ協会と開催県

が協議して決定した金額を支給する。 

期間は、宿泊料金支給期間に１日を加えたものとする。 

 

４ 競技役員の役職名及び人数 

国民スポーツ大会開催基準要項細則に示された施設基準及び参加人員で競技会を開催する場合の役職名

と必要最小限の人数は、別紙を基準とする。 

 

５ 本基準の改廃 

本基準の改廃については、国民スポーツ大会委員会の協議を経て行う。 

 

＜附則＞ 

昭和 53 年 11 月 7 日 制定  

昭和 59 年 第 1 次改定  

平成 24 年 6 月 1 日 第 2 次改定  

平成 27 年 6 月 11 日 第 3 次改定  

平成 29 年 3 月 2 日 第 4 次改定  

平成 30 年 4 月 1 日 第 5 次改定  
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令和 2 年 10 月 15 日 第 6 次改定  

令和 3 年 12 月 9 日 第 7 次改定  

令和 6 年 1 月 1 日 第 8 次改定 国民スポーツ大会への名称変更 

令和 6 年 6 月 4 日 第 9 次改定 別紙「国民スポーツ大会各競技会における競技役員の役職

名及び人数（ボクシング）」 

令和 6 年 12 月 12 日 第 10 次改定 別紙「国民スポーツ大会各競技会における競技役員の役職

名及び人数（ライフル射撃）」 

令和 7 年 12 月 11 日 第 11 次改定 別紙「国民スポーツ大会各競技会における競技役員の役職

名及び人数（サッカー）」 

 



［第4項別紙］

(１)　陸上競技
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

総務 1

総務員 8 1

ＪＴＯ 3 トラック、跳躍、投てき 3

技術総務員 2

上訴審判員 5 3

審判長 4 トラック、跳躍、投てき、招集所

競技進行係 4 1

番組編成員 3 主任1

アナウンサー 8 〃 1 1

大型映像係 4 〃 1

報道係 11 〃 1 1

ミックスゾーン係 9 〃 1

記録・情報処理員 16 〃 1

印刷係 3 〃 1

場内指令 20 〃 1

会場管理 5 〃 1

ＮＦＲ 1 1

ＤＣＯ 5 JADA派遣

シャペロン 6 主任1

競技者係 23 〃 1

役員係 5 〃 1

補助員係 2 〃 1

来賓・視察員受付 4 〃 1

庶務係 18 〃 1 2

庶務員 7 〃 1

医務係 2 〃 1

救護係 5

式典表彰筆耕係 11 主任1 2

入賞者管理係 5 〃 1

公式計測員 1 〃 1

用器具係 13 〃 1

風力計測員 9 〃 1

練習会場係 20 〃 1

写真判定員 11 〃 1

監察員 34 〃 1

監視カメラ係 2 〃 1

競歩審判員 10 〃 1 5

スターター 13 〃 1

出発係 25 〃 1

衣類運搬係 9 〃 1

周回記録員 18 〃 1

跳躍審判員 40 〃 1

投てき審判員 33 〃 1

光波計測員 3 〃 1

総合得点係 2 〃 1

トレーナー 5 5

合　　　　計 448 25

国民スポーツ大会各競技会における競技役員の役職名及び人数

　本表は、「国民スポーツ大会各競技会開催にあたる競技役員編成基準」第4項について、国民スポーツ大会の競技運営にあ
たり必要となる競技役員の役職名及び人数を定める。
　各大会における競技役員の編成にあたっては、競技会場数や開催地における競技役員の養成状況等を踏まえるとともに、
同編成基準の趣旨に則し必要最小限となるよう適宜編成を行うこととする。

中央からの派遣数
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［第4項別紙］

(２)　水泳
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈各種目共通〉

競技会役員 10 長1　副1 長 1 　副 1

上訴審判 4 4

総合成績計算委員 3 3

総務 1 1

役員長 1 1

〈競泳〉

審判長 1 1

副審判長 3 1

機械審判 1 1

出発合図員 4 主任1 主任 1

泳法審判員 10  〃 1 〃 1

折返し監察員 44 主任1　副1 〃 1

記録員 10 主任1

コンピューター操作員 3 〃 1

計時員 30 〃 1

速報員 10 〃 1

招集員 10 〃 1

通告員 4 〃 1 主任 1

賞典員 8 〃 1

場内司令 1

会場係 10 主任1

得点係 2

音響係 2

報道担当員 2 1

広報 2 1

競技役員係 2

競技会総務 2 1

監視救護員 6

競技進行 1 1

〈飛込〉

競技総括 1 1

審判長 1 1

副審判長 2 1

審判員（ブロック） 10 7

競技進行 1 1

通告員 4

機械記録員 4

記録員 10 主任1

速報員 3

種目・得点表示員 1

報道担当員 2

招集員 2

賞典員 2

場内司令 2

映像・音響 2

受付員 2

競技会総務 10 1

中央からの派遣数
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［第4項別紙］

(２)　水泳
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈水球〉

水球委員長 1 1

審判員 12 12

デレゲート 2 2

ゴールジャッジ 8 主任1

タイムキーパー 8 〃 1

セクレタリー 14 〃 1

通告員 2 〃 1

戦評筆耕員 3 〃 1

データ分析 4

招集・誘導員 3 主任1

記録・速報員 5 〃 1

音響員 2 〃 1

映像員 2 〃 1

賞典員 4 〃 1

受付接待係 4 〃 1

場内司令 5 〃 1

センターリング員 2 〃 1

得点掲示員 8 〃 1

総務員 4 〃 1 2

〈アーティスティックスイミング〉

審判長 1 1

審判員 10 8

テクニカルアシスタント 3

記録員 6 主任1 1

コンピューター係員 5

採点確認員 6

通告員 2

計時員 2

音響係員 1

伴奏係員 1

招集員 3

速報員 2

映像係員 3

受付係員 3

会場係員 6

賞典員 2

総務員 8

場内司令 2

〈オープンウォータースイミング〉

審判長 1 1

レフリー（男子） 2 主任1 主任 1

レフリー（女子） 2 〃 1 〃 1

スターター 1 1

着順審判員 3 1

ターンジャッジ 4

計時担当員 3 主任1

コース担当員 1 1

招集担当員 4

通告担当員 2

公式記録員 1

安全担当員 5 1 JLAから4名

医事救護員 2 医師1　看護師1

総務 (1) (1) 着順審判員兼務

2 ナンバリング、水着確認、爪確認を含む

(5) 招集担当員、公式記録員兼務

式典 (3) 通告担当員、公式記録員兼務

合　　　　計 438 68

※JLAとは、「内閣府特定非営利活動法人日本ライフセービング協会」の略称

中央からの派遣数

受付
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［第4項別紙］

(３)　サッカー
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

長1　副4　ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ20 長 1 20

ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ付20

会場長8　副会場長8

長1　副2　ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ12 長 1 副 1 10

30

審判運営担当 50 長1　副2

3 (長1) (長 1)

医事委員 3 長1

技術運営担当 20 〃1

記録報道委員 72 長1　副2 長 1

総務委員（本部） 16 〃1　〃2

会場総務委員 32 〃1　〃2

放送委員 16 長1

得点計時委員 8 〃1

総合成績計算委員 3 〃1 長 1

合　　　　計 387 65

(４)　スキー
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考
組織委員 12 長1　副2～3 長 1 副 2 員 5
総合成績計算委員 5 長1　副1 長 1 副 1

ｼﾞｬﾝﾌﾟ:TD1　ｱｼｽﾀﾝﾄTD1
複合:TD1　ｱｼｽﾀﾝﾄTD1
距離:TD1　ｱｼｽﾀﾝﾄTD1

ｱﾙﾍﾟﾝ:TD1
競技委員 8 長1　副1(4種目共)
指名ジュリー 2 距離:2 2
飛型審判委員及び 飛型審判員5
飛距離判定審判員 飛距離判定審判員4
セクレタリー 3 ｼﾞｬﾝﾌﾟ　距離　ｱﾙﾍﾟﾝ:各1

オペレーター 6 ｼﾞｬﾝﾌﾟ　距離　ｱﾙﾍﾟﾝ:各2

ジャンプ台係 40 長1
飛距離判定係 40 〃1

ｼﾞｬﾝﾌﾟ　距離　ｱﾙﾍﾟﾝ:各長1

ｱﾙﾍﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ委員1 1
1 ｱﾙﾍﾟﾝ:1 1

庶務係 60 ｼﾞｬﾝﾌﾟ　距離　ｱﾙﾍﾟﾝ:各長1

距離:長以下70
ｱﾙﾍﾟﾝ:長以下70

会場係 45 ｼﾞｬﾝﾌﾟ　距離　ｱﾙﾍﾟﾝ:各長1

医事係 9 ｼﾞｬﾝﾌﾟ　距離　ｱﾙﾍﾟﾝ:各3

競技係長 2 ｱﾙﾍﾟﾝ:2
主審 1 ｱﾙﾍﾟﾝ:1 1
スタート審判 1 ｱﾙﾍﾟﾝ:1 1
フィニッシュ審判 1 ｱﾙﾍﾟﾝ:1 1

ｱﾙﾍﾟﾝ:男子コース3
女子コース3

旗門審判係 80 ｱﾙﾍﾟﾝ:長1
合　　　　計 509 30

(５)　テニス
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技本部 3 長1　副2

総務委員 19 長1　副2 副 1 員 2 ﾄﾚｰﾅｰ1名含む

競技委員 9 〃1　〃4 副 2

進行委員 10 〃1　〃2

記録報道委員 10 〃1　〃2

会場委員 10 〃1　〃2

審判委員 73 〃1　〃2 ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ10名含む

12 〃1　〃2

総合成績計算委員 2 長1 長 1

合　　　　計 148 6

中央からの派遣数

競技委員 61

ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ

審判委員 103
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

員

規律委員

中央からの派遣数

技術代表（ＴＤ）
アシスタント技術代表

7 7

9 5

計算係 71
ｱﾙﾍﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ委員

マテリアルコントローラー

コース係 100

セッター 6 長 1

中央からの派遣数

ＪＢＳコントロール委員
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(６)　ローイング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競漕委員 7 長1 長 1 員 3

審判員 33 〃1 長 1 員 10

総務委員 15 〃1

記録委員 15 〃1

水路委員 12 〃1

配艇委員 15 〃1

放送委員 3 〃1

計測委員 5 〃1 長 1 員 2

式典委員 5 〃1 1

総合成績計算委員 3 〃1 1

審判艇係 7 〃1

合　　　　計 120 20

(７)　ホッケー
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 11 長(TD)1　副(TO)5　ｼﾞｬｯｼﾞ(J)5 TD 1 TO 5 J 5

審判員 22 ｱﾝﾊﾟｲｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ(UM)2 UM 2 員 20

総務員 7 〃1　〃1

放送係 4

競技進行係 2

招集係 2

報道係 4

記録係 5

計時係 2

競技場係 5

得点係 2

器具係 3

記録送受信係 3

総合成績計算係 4 長1 長 1

補助員係 3

合　　　　計 79 34

(８)　ボクシング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

大会委員長 1 1 　

大会副委員長 (2) (2) (2) 兼務

NTO 8 長1 8

総務委員 2 長1 長 1 員 1

審判員 25 員 25

医事委員長 (1) (1) 兼務

競技総務委員長 1

競技総務委員 3 長1

報道委員 2 〃1

医事委員 5 〃1 1

6 〃1

2

6 〃1

施設・リング委員 2 〃1

記録委員 2 〃1

放送委員 6 〃1

計量委員 6 3

健診委員 5

練習会場委員 3

総合成績計算委員 2 （長1） (長 1) 長:兼務

合　　　　計 87 40

中央からの派遣数

中央からの派遣数

中央からの派遣数

タイムキーパー・ゴングオ
ペレーター

対戦表示・得点掲示委員

用具・グロービング委員
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(９)　バレーボール
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈6人制〉

全体総括 5 長 1

競技委員 24 長1　副5 長 1 副 2

エントリー 14 主任5

式典表彰 9 〃 3

コート 23 〃 5

記録報道 23 〃 5

場内放送 10 〃 5

練習会場 13 〃 5

審判 60 長1　副5 長 1 副 3

線審 14 主任5

点示 14 〃 5

記録 14 〃 5

総務委員 24 長1　副5

総合成績計算委員 3 長1 長 (1) (競技委員長兼務）

〈ビーチバレーボール〉

全体総括 2 長 1

競技委員 15 副2 長 1 副 2

エントリー 6 主任2

式典表彰 7 主任1

コート 14 主任2

記録報道 10 主任2

場内放送 6 主任1

審判 32 副2 長 1 副 2

線審 20 主任2

点示 20 主任2

記録 32 主任2

総務委員 12 長1　副2

成績計算委員 3 長1　副2

合　　　　計 428 15

中央からの派遣数
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(10)　体操
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考
〈競技〉

競技役員長、副役員長、
総務部長、副部長、総務
上級審判員、審判長、
男子審判員、女子審判員
部長、選手係長、
招集誘導係、入退場係、
音楽伴奏係
部長、進行係長、放送係、

時間係、音楽係
部長、副部長、
本部記録係長、本部記録係、

会場記録係長、会場記録係、

速報係長、速報係、
公式掲示係、記録業務責任者、

総合成績責任者、
総合成績集計係
部長、副部長、
競技会場係長、競技会場係、

サブ会場係長、サブ会場係、

練習会場係長、練習会場係

部長、式典表彰係長、
式典表彰係
部長、受付案内係長、
受付案内係
部長、接待係長、接待係
報道係長、報道係

〈新体操〉
競技役員長、副役員長、
総務部長、副部長、総務
上級審判員、審判長、
女子審判員、男子審判員
部長、選手係長、

招集誘導係、入退場係、

音楽伴奏係、手具点検係
部長、進行係長、放送係、

時間係、音楽係

部長、副部長、
本部記録係長、本部記録係、

会場記録係長、会場記録係、

コンピュータ係、記録得点係、

集票送票係、得点掲示係、

速報係長、速報係、
公式掲示係、記録業務責任者、

総合成績責任者、

総合成績集計係

部長、副部長、
競技会場係長、競技会場係、

サブ会場係長、サブ会場係、

練習会場係長、練習会場係

部長、式典表彰係長、

式典表彰係

部長、受付案内係長、

受付案内係

部長、接待係長、接待係

報道係長、報道係

中央からの派遣数

競技統括 16 6

審判部 78 44

競技部 15

進行部 15

記録部 30

会場部 20

式典部 5

受付部 14

接待部 18

競技統括 14 4

審判部 40 13

競技部 15

進行部 10

記録部 26

会場部 25

式典部 5

受付部 10

接待部 14
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〈トランポリン〉

競技統括 8
競技役員長、副役員長、
総務部長、副部長、総務

4

審判部 11
上級審判員、審判長、
男女審判員

6

競技部 10

部長、選手係長、
招集誘導係、入退場係、
音楽伴奏係、スポッター
係

2

進行部 5
部長、進行係長、放送
係、
時間係、音楽係

記録部 14

部長、副部長、
本部記録係長、本部記録
係、
会場記録係長、会場記録
係、
コンピュータ係、記録得
点係、
集票送票係、公式掲示
係、
記録業務責任者、
総合成績責任者、
総合成績集計係、

部長、副部長、
競技会場係長、競技会場係、

サブ会場係長、サブ会場係

式典部 5
部長、式典表彰係長、
式典表彰係

受付部 7
部長、受付案内係長、
受付案内係

接待部 8
部長、接待係長、接待係
報道係長、報道係

合　　　　計 447 79

(11)　バスケットボール
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

総務委員 45 長1　副7 長 1 副 1

競技委員 35 〃1　〃5 〃 1 〃 1

会場施設委員 39 〃1　〃5

審判委員 85 〃1　〃4 長 1 副 1 員 32

ＴＯ委員 30 〃1　〃8 長 1

記録・報道委員 55 〃1　〃6

放送・式典委員 15 〃1　〃6

総合成績計算委員 9 〃1　〃3 長 1 副 1

合　　　　計 313 41

会場部 9

中央からの派遣数
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(12)　スケート
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

総合成績計算委員 2 1

〈スピード〉

テクニカルコミッティー 3 1

レフェリー 1

アシスタントレフェリー 3 1

スターター 3 1

アシスタントスターター 2
フィニッシュラインジャッジ 9 主任1
フォトフィニッシュジャッジ 3 〃 1

チーフタイマー 2 電気1　手動1

タイマー 10

ラップスコアラー 4 主任1

トラックジャッジ 7 〃 1

責任先頭判定員 9 〃 1

リレーゾーン監察員 (8) 兼務

招集員 8 主任1

記録員 5 長1

バッジテスト員 1

気象観測員 3

総務 5 表彰員含む

アナウンサー 3 主任1

製氷技術員 8

〈ショートトラック〉

テクニカルコミッティー 2 1

レフェリー 1 1

アシスタントレフェリー 4 4

スターター 2 2
コンペチターズスチュワード 2 2
ヒートボックススチュワード 2
フォトフィニッシュジャッジ 2
フィニッシュラインジャッジ 4 主任1

タイムキーパー 4 〃 1

チーフラップスコアラー 1

ラップレコーダー 1

ビデオレコーダー 2

記録員 3 主任1

トラックスチュワード 8 〃 1

総務 4

アナウンサー 2

製氷技術員 8

〈フィギュア〉

競技委員 2 長1　副1

技術員 2 〃1　〃1 1

審判員 29 〃4　〃4 長 4 副 4 員 21

庶務 4 主任1

報道 4 〃 1

電算 2 〃 1

音楽 2 〃 1

役員・選手係 4 〃 1

進行 2 主任1　副主任1

記録計算 3

放送計時 2

会場施設 2

合　　　　計 201 44

中央からの派遣数
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(13)　レスリング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 3 長1　副2 長 1 副 2

総務委員 10 〃1　〃3 長 1 副 1 員 6

長1　副5　主任4 〃 1 〃 4 〃 31

FILA1 1） FILA:兼務

計量委員 (43) (長1)　(副4) 審判員兼務

進行委員 6 長1　副1 長 1 員 2

長1　副1　本部2 〃 1 副 1

マット4

放送委員 7 長1　副2

印刷速報委員 10 〃1　〃2

時計委員 6 〃1　〃1

ビデオ撮影委員 4

次番選手委員 7 長1　副2

長1　副1　場内4

場外2

連絡委員 2 長1　副1

会場施設委員 6 〃1　〃1

会場管理委員 6 〃1　〃1

式典表彰委員 6 〃1　〃1

救護委員 4 〃1　〃1

報道委員 3 〃1　〃1 長 1 員 1

総合成績計算委員 5 〃1　〃2 長 1

合　　　　計 146 55

(14)　セーリング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員会 3 長1　副2 1 1 副 1

レース委員会 7 長1　副1 長 1 副 1 員 3

レース委員会事務局 7 〃1　〃1　 副 1

プロテスト委員 22 〃1　〃1 長 1 副 1 員 13

6 〃1　〃1 長 1

総務・報道部 20 〃1　〃2 副 2

12 〃1　〃2 〃 1

(18) 兼務

記録部 10 長1　副1 副 1

通報部 10 〃1　〃1 〃 1

運行・通信部 15 〃1　〃1　

発着水路部（Ａ） 41 〃1　〃2 副 1

発着水路部（Ｂ） 41 〃1　〃2 〃 1

海上安全部 26 〃1　〃1

総合成績計算委員 (2) 兼務

合　　　　計 220 31

中央からの派遣数

審判委員 43
（FILA

記録委員 8

掲示委員 10

中央からの派遣数

プロテスト委員会事務局

計測・競艇部
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(15)　ウエイトリフティング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

ジュリー 12 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｼﾞｭﾘｰ4 2

レフェリー 16

コントローラー 8

総務委員 13 長1　副4 長 1 副 1

競技委員 2 〃1　〃1 〃 1 〃 1

審判委員 2 〃1　〃1 〃 1 〃 1

検量係 6

公式記録員 3 3

記録係 4 主任1

記録掲示係 4 〃 1

4 〃 1

計時係 4 〃 1

招集進行係 8 〃 1

放送係 6 〃 1

器具係 8 〃 1

選手係 4 〃 1

報道係 4 〃 1

救護係 4

式典・表彰係 6 主任1

救護員 2

総合成績計算委員 3 長1 長 1

合　　　　計 123 12

(16)　ハンドボール
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 11 長1　副3 長 1

総務委員 11 〃1　〃2 〃 1

15 長1 〃 1

審判員 35 長1　副2 長 1 副 1 員 32

裁定委員 (5) 兼務

総合成績計算委員 4 長1 長 1

記録員(本部) 6 主任1　副主任2

記録速報委員 2

記録速報掲示委員 2

報道委員 3

放送委員 3

戦評委員 16

コート委員 12 主任1　副主任1

コート記録計時 6

コート整備 6

練習会場委員 11

救護係員 8 主任1　副主任3

合　　　　計 151 38

中央からの派遣数

ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｼﾞｭﾘｰ

アテンプドボード係

中央からの派遣数

テクニカルデレゲート
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(17)　自転車
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈トラック〉

総務委員 11 長1　副2 長 1

連盟技術代表 1 1

チーフコミッセール 1 1

コミッセール・パネル (3) 2

判定員 1 1

判定周回ビデオ操作員 1

決勝審判員 6 主任1　副主任1 主任 1

手動計時員 (6) 〃 1　　〃　1 〃 1

電子計時員 4 〃 1　　〃　1 〃 1

招集員 7 〃 1　　〃　1 〃 1

記録番組員 5 〃 1　　〃　1 〃 1

出発合図員 4 〃 1　　〃　1 〃 1

自走者コーラー 2

周回打鐘員 5 主任1　副主任1 主任 1

発走員 6 〃 1　　〃　1 〃 1

コーナー監察員 5 〃 1　　〃　1 2

通告員 2 〃 1　　〃　1 主任 1

自転車検査員 (7) 〃 1　　〃　1 〃 1

機材管理員 0 〃 1　　〃　1

賞典員 (2) 主任1

場内監察員 0 主任1　副主任1

救護員 0 主任1

修理員 0

広報員 1 主任1 主任 1

ケイリン誘導員 2 主任1　副主任1

走路補修員 1 主任1

総合成績計算委員 (2) 長1 長 1

〈ロード〉 65

総務委員 11 長1　副2 (長 1)

連盟技術代表 1 (1)

チーフコミッセール 1 (2)

コミッセール・パネル (3) 成年長1　少年長1 (2)

決勝審判員 3 主任1　副主任1 (主任 1)

手動計時員 (3) 〃 1　　〃　1 ( 〃 1)

電子計時員 4 〃 1　　〃　1 ( 〃 1)

招集員 3 〃 1　　〃　1

記録番組員 3 〃 1　　〃　1 (主任 1)

出発合図員 1 〃 1　　〃　1 ( 〃 1)

周回打鐘員 1 〃 1　　〃　1 ( 〃 1)

通告員 2 〃 1　　〃　1 ( 〃 1)

自転車検査員 (3) 〃 1　　〃　1 ( 〃 1)

機材管理員 2 〃 1　　〃　1

賞典員 (2) 主任1

場内監察員 4 主任1　副主任1

救護員 5 主任1

修理員 1

広報員 9 〃 1

移動車両審判員 15 〃 3 (主任 2)

移動バイク審判員 21 〃 3 ( 〃 2)

機材車担当審判員 8 主任1　副主任1

関門審判員 1 主任3 (主任 1)

関門計時記録員 2

補給所審判員 3

医務車担当審判員 1 主任1

救護車担当審判員 1 〃 1

選手収容員 1 〃 1

自転車収容員 1 〃 1

総合成績計算委員 (2) 長1 (長 1)

合　　　　計 170 20

中央からの派遣数

※競技役員は、ﾄﾗｯｸ･
　ﾚｰｽ及びﾛｰﾄﾞ・ﾚｰｽ
　両種目の役職を適宜
　兼務する。

※競技役員は、ﾄﾗｯｸ･
　ﾚｰｽ及びﾛｰﾄﾞ・ﾚｰｽ
　両種目の役職を適宜
　兼務する。
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(18)　ソフトテニス
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 8 長1　副2 長 1 副 1

審判委員 68 〃1　〃3 〃 1 〃 1

総務委員 8 〃1　〃3 副 2 員 1

進行委員 10 〃1　〃2

記録委員 10 〃1　〃2

報道委員 7 〃1　〃1 長 1

施設委員 7 〃1　〃1

放送委員 3 〃1　〃1

オーダー受付委員 5 〃1　〃1

練習コート委員 6 〃1　〃1

式典委員 5 〃1　〃1

総合成績計算委員 3 長1 長 1

合　　　　計 140 9

(19)　卓球
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 3 長1　副2 長 1

審判委員 53 〃1　〃2 長 1 副 2

進行委員 17 長1　副2～3 〃 1 〃 1

記録委員 6

報道委員 10 長1　副1 長 1

渉外委員 3 〃1　〃1

総合成績計算委員 3 〃1　〃1 長 1

総務委員 8 長1　副1～2 長 1

庶務委員 5 長1　副1

会場委員 10 長1　副1～2

受付接待委員 5 長1　副1

式典委員 3 〃1　〃1

オーダー委員 5

招集委員 5

送受信員 5

会場用具委員 4

放送委員 3

練習会場委員 1

合　　　　計 149 9

(20)　軟式野球
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 29 長1　副7 副 1 員 6

審判員 70 〃3　〃7 長 1 副 1 員 4

総務委員 15 〃1　〃2

会場委員 24 主任6

記録送受員委員 8 〃 2

記録員 18 〃 6

点示委員 6

放送員 6 主任6

報道委員 6

練習会場委員 12 主任6

総合成績計算委員 3 長1 長 1

スコアボード委員 12

合　　　　計 209 14

中央からの派遣数

中央からの派遣数

中央からの派遣数
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(21)　相撲
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

実行委員 5 長1　副1 3

総務委員 12 〃1　〃4 2

競技委員 2 〃1　〃1 2

審判長 1 1

副審判長 7 3

審判 40 幹事3　主審6　副31 7

極り手委員 2 長1 1

抽選委員 4 長1

式典・表彰委員 5

進行委員 3

放送委員 6

記録委員 8

掲示委員 7

招集委員 5

選手委員 4

土俵委員 6

庶務委員 2

報道委員 2

医務委員 2 長1 1

会場委員 4

総合成績計算委員 3 長1 1

合　　　　計 130 21

(22)　馬術
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技運営委員 8 長1　副1 長 1 副 1 員 5

上訴委員 3 長1 長 1 員 2

1 1

6 長1 長 1 審判 5

1 1

5 5

デザイナー1 1

アシスタント3 1

コースビルダー 21 自衛隊隊員

チーフ1 チーフ 1

4

獣医師団 2 長1　員1 長 1 員 1

総務委員 28 長1

競技進行委員 37 長1　ＣＢ4

競技施設委員 17 主任 1

記録計算委員 22

記録報道委員 2

アナウンサー 5 チーフ1

セクレタリー 5

馬事委員 9

救護委員 1

総合成績計算委員 3 長1 長 1

合　　　　計 200 33

中央からの派遣数

中央からの派遣数

障害馬術競技技術代表

障害馬術競技審判員
馬場馬術競技技術代表兼審判長

馬場馬術競技審判員

コースデザイナー 4
デザイナー

アシスタント

スチュワード 20
スチュワード
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(23)　フェンシング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

長1　副1 長 1

競技日程進行1 1

技術委員 5 技術 5

技術委員会事務局 11 局長1　次長2 長 1

審判長 1 〃 1

審判員 24 24

ピスト委員 18 長1　副1

競技運営委員 2 〃1　〃1 長 1

総務委員 6 〃1　〃1

用具委員 5 〃1　〃2

用具検査官 1 検査官1 検査官 1

記録委員 6 長1　副1 長 1

報道委員 4 〃1　〃2 〃 1

会場委員 8 〃1　〃1

放送委員 3 長1

医務委員 3 〃1

総合成績計算委員 2 〃1 長 1

合　　　　計 102 38

(24)　柔道
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

審判員 31 長1 長 1 審判 24

審判委員 6 6

総務 5 主任1 主任 1 係 1

審判係 4 〃 1

競技進行 2 〃 1

試合場統括 3

時計 6 〃 1

記録 9 〃 1

掲示 7 〃 1

選手 9

放送 4 主任1

計量 18 主任2（男女各1） 兼務可

報道・速報 4

会場 4

式典 6

救護 4 医師2　看護士2

総合成績計算委員 3 長1 長 1

合　　　　計 125 34

中央からの派遣数

競技委員 3
競技日程進行

中央からの派遣数
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(25)　ソフトボール
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 9 長1　副8 副 4

総務委員 17 長1　副8　主任8 員 2

審判員 91 〃1　〃9　 〃 9 長 1 副 4

記録員 51 〃1　〃9　 〃 9 長 1 副 4

球場委員 40 主任8

放送委員 9 長1　主任4　副主任4

報道委員 24 主任4　副主任4

式典委員 12 主任4

接待委員 32

練習会場委員 32 主任4

総合成績計算委員 3 （長1） （長 1） 長:記録長兼務

合　　　　計 320 16

(26)　バドミントン
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考
競技委員 20 長1　主任1 長 1
総務委員 21 長1　副3　主任2 副 1
審判員 45 〃1　〃2　 〃 2 員 10
線審員 154 主任1
進行 12 〃 1
会場 2 〃 2
記録 13 〃 1
シャトル 3 〃 1
点示 5 〃 1
掲示 3 〃 1
報道 1 〃 1
放送 2 〃 1
招集 7 〃 1
得点表示 4 〃 1
総合成績計算委員 3 長1 長 1
合　　　　計 295 13

(27)　弓道
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 3 長1　副2

競技運行委員 3 〃1　〃2

審判員 21 〃1　〃2 弓具審判2含

総務委員 16 〃1　〃2 1 　

射場主任 4

記録委員 12 主任2

掲示員 4 〃 2

放送員 6 〃 2

報道員 4 〃 2

送受信員 2 〃 2

進行員 14 〃 2

招集員 10 〃 2

会場員 21 〃 1

的前員 24 〃 2

総合成績計算委員 4 長1

合　　　　計 148 1

中央からの派遣数

中央からの派遣数

中央からの派遣数
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(28)　ライフル射撃
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈ライフル種目共通〉

ＴＤ(ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾚｹﾞｰﾄ) 1 1

上訴ジュリー 3 3 東･中･西日本より各１

ライフルジュリー 3 3 東･中･西日本より各１

ピストルジュリー 3 3 東･中･西日本より各１

RTSジュリー 3 3 東･中･西日本より各１

用具検査ジュリー 3 3 東･中･西日本より各１

ＣＭ(ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ) 1

総務 6 3

〈１０m５０ｍ射場〉

RTS役員 5 長1

用具検査役員 6 長1

銃器保管係 9 長1

〈１０ｍ射場〉

射場役員 4 長1

技術員 1

〈５０m射場〉

射場役員 4 長1

技術員 1

〈ビーム射場〉

射場役員 4 長1

RTS役員 3 長1 10m･50m射場と同じ敷地なら必要なし

用具検査役員 6 長1 10m･50m射場と同じ敷地なら必要なし

技術員 1

〈２５ｍ射場〉ＣＰ

ピストルジュリー 3 3 5～10射座ごとに1名、用具検査ジュリーを兼ねる

RTSジュリー 3 3 5～10射座ごとに1名（電子標的なら1名＋技術員1名）

射場役員 4 長1 射場係は5～10射座ごとに1名

標的役員 3 RTSｼﾞｭﾘｰと同数（電子標的なら不要）

第二記点係 3 RTSｼﾞｭﾘｰと同数（電子標的なら不要）

RTS役員 3 長1

用具検査役員 4 長1

銃器管理係 3

標的管理係 2

合　　　　計 95 25

中央からの派遣数
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(29)　剣道
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

会場長 1

総務委員 20 長1　副2 2

審判員 27 長1　主任2 27

審判委員 6 主任2

選手委員 6 〃 2

時計委員 8 〃 2

記録委員 8 〃 2

採点掲示委員 6 〃 2

標示委員 6 〃 2

放送委員 5 〃 1

速報委員 6 〃 1

報道委員 3 〃 1

計量委員 5 〃 1

送受信委員 2 〃 1

総合成績計算委員 3 長1

合　　　　計 112 29

(30)　ラグビーフットボール
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

総務 20 長1　副3 副 2

規律 10 〃1　〃3 長 1 副 2

審判 18 〃1　〃2 〃 1 〃 1

競技 10 〃1　〃2 副 1

記録報道 8 主任3

場内放送 10 〃 3

会場 3 〃 3

救護 10 主任3 (医師4)

タッチジャッジ 20

総合成績計算委員 6 長1 長 1

合　　　　計 115 9

(31)　スポーツクライミング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

本部役員 3 長1　副2

競技委員 3 〃1　〃2 長 1 副 1

総務委員 6 3

総合成績計算委員 (3) 長1 （2） （兼務）

審判 22 長1　副2　主任2 長 1 副 1 主任 2

ルートセッター 9 主任2 主任 2 専任 7

ビレイヤー 10

ルート作業員 4

通信・連絡員 5

計測記録員 4

医務員 4 医師1

総務部 16 長1　副2

競技部 20 〃1　〃2

輸送・宿泊部 6 〃1　〃1

合　　　　計 112 18

中央からの派遣数

中央からの派遣数

中央からの派遣数
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(32)　カヌー
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈各種目共通〉

競技会会長 1 1

審議会委員 3 長1 1

競技会委員 4 〃1 1

総合成績計算長 1 1

〈スプリント〉

競技会副会長 1 1

審議会委員 4 0～2 ｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ兼務含む

競技会委員 3 副1

総務部長 1 1

総務部員 4 1

記録員 6 主任1

式典表彰員 3

放送員 2

報道員 2

救助員 6

医事員 2 医師・看護師

通信員 2

審判部長 1 1

発艇員 2 主任1 1

整列員 2  〃 1 1

水路審判員 12 〃 1 6

決勝審判員 11 長1 1

決勝記録員 10

写真判定員 2

検艇員 5 主任1 1

配艇員 7 〃 1

水路施設員 2

審判艇乗務員 6

総合成績計算委員 2 長1 0～1 ｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ兼務含む

〈スラローム・ワイルドウォーター〉

競技会副会長 1 1

審議会委員 4 0～2 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ兼務含む

競技会委員 4 副1

総務部長 1 1

総務部員 4 1

式典表彰員 4 主任1

放送員 4 〃 1

救助員 14

医事員 4 医師・看護師

審判部長 1 1

ビデオ審判員 2 2

発艇員 2 主任1 1

発艇調整員 4

区間審判員 11 主任1 3

ゲート審判員 40 〃 1

決勝審判員 3 長1 1

計時員 3

集計主任 1 1

集計員 4 長1

記録員 4 〃1

記録掲示 2

検艇員 2 主任1

技術部長 1 1

安全主任 1 1

コース管理 2 デザイナー1 1

デモンストレーター 1 1

通信員 2

総合成績計算委員 2 0～1 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ兼務含む

合　　　　計 235 38

中央からの派遣数
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(33)　アーチェリー
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 3 長1　副2 長 1 副 1

上訴委員 3 長1 長 1

総務委員 4 長1　副1　主任1

報道係 3

印刷配付係 3 主任1

射場（会場）係 15 長1　副1　主任1

計時・放送員 5 主任2

ＤＯＳ 2

審判 30 長1　副2 長 1 副 1

記録 3 長1　副1　主任1

記録得点集計係 3 主任1

記録掲示係 3 〃 1

総合成績計算委員 2 長1 長 0～1 兼務含む

練習会場 12 長1　副1

合　　　　計 91 6

(34)　空手道
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 3 長1　副2 副 1

総務委員 10 主任1　副主任1 副主任 1

進行委員 5 〃 1　　〃　1

式典委員 5 〃 1　　〃　1

場内放送委員 4 〃 1　　〃　1

記録委員 6 〃 1　　〃　1

コート委員 29 主任1　副主任1　コート長8

掲示委員 5 主任1　副主任1

選手管理委員 20 〃 1　　〃　1

計量委員 6 〃 1　　〃　1

会場管理委員 14 〃 1　　〃　1

報道委員 4 〃 1　　〃　1

受付案内委員 5 〃 1　　〃　1

総合成績計算委員 4 〃 1　　〃　1 長 1

審判委員 5 〃 1　　〃　1

演武委員 4 〃 1　　〃　1

審判 46 長1　副2 長 1 副 2 審判 43

合　　　　計 175 49

(35)　アイスホッケー
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考
競技委員 4 長1　副3 長 1 副 2

レフェリー委員長 1 1

審判長 1 1

審判員 50 20

オフィシャル主任 6

ゴールジャッジ 12

スコアラー 18

タイムキーパー 18

12

放送係 6

競技本部 9 長1　副2

総合成績計算委員 2 長1 長 1

会場製氷主任 3

合　　　　計 142 26

中央からの派遣数

中央からの派遣数

中央からの派遣数

ペナルティータイムキーパー
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(36)　銃剣道
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技委員 3 長1　副2 長 1

総務委員 12 長1　副2　主任2

審判員 16 長1 長 1 員 15

進行委員 10 長1　副2　主任1 長 1 副 1

標示委員 4 主任1

計時 4 〃 1

記録 5 〃 1

掲示 7 〃 1

戦評 4 〃 1

速報・報道 4 〃 1

放送 4 〃 1

送受信 2 〃 1

会場 5 〃 1

用具計測 4 〃 1

総合成績計算委員 4 長1　主任1 長 1

合　　　　計 88 20

(37)　クレー射撃
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

審査団 5 長1　員4 長 1 員 4

競技委員 17 長1　副2 長 1 審判員 8

競技進行委員 18 (ﾄﾗｯﾌﾟ･ｽｷｰﾄ)〃2　〃2

記録委員 24 長1　副2 長 1 副 1 員 1 総合成績兼務

総務委員 16 〃1　〃1 〃 1 〃 1 〃 1 渉外・式典表彰兼務

広報委員 5 長1 長 1

銃器保安委員 7 〃1 〃 1

6 〃1 〃 1

倫理委員 3 長1　副1 長 1 副 1

合　　　　計 101 25

(38)　なぎなた
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

総務委員 13 長1　副1 長 1 員 3

競技委員 2 〃1　〃1 副 1

審判員 21 長1　主任2 長 1 主任 2 員 18

選手委員 14

時計 8

記録 8

標示 10

採点掲示 10

計量用具 9 主任1

放送 3 〃 1

速報 6  〃 1

送受信 3

報道 2 主任1

総合成績計算委員 3 長1　主任1

合　　　　計 112 26

中央からの派遣数

中央からの派遣数

射場整備委員

中央からの派遣数
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(39)　ボウリング
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技役員長 1 1

競技副役員長 3 1

総務委員 12 長1　副2 1

競技委員 12 〃 1　〃2 3

審判委員 25 長1　副2　主任4 1

認証委員 8 〃1　〃1　 〃 2 1

レーン認証委員 1 1

記録委員 40 長1　副2 2

広報委員 8 〃1　〃1 1

賞典委員 8 〃1　〃1

受付係 3 主任1　副主任2

総合成績計算委員 6 長1　副1 1

合　　　　計 127 13

(40)　ゴルフ
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技 12 役員長1　長1　副10 1 長 1 副 4

スタート・集計 30

進行 30

総務 25 長1　副6 長 1 副 3

得点計算 17 〃1　〃3 〃 1 〃 1

式典表彰 16 〃1　〃3 長 1

広報 7 〃1　〃6

会場整理 6

練習会場整理 3

資料作成 6

放送 6

合　　　　計 158 13

(41)　トライアスロン
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

競技 13 長1　副2 長 1 副 1

2 〃1　〃1 1

総務 4 〃1　〃1 長 1

審議 3

技術 1 統括1 統括 1

審判 6 統括1　長2　副3 統括 1

1

統括審判 1

審判（スイム） 8 副1

審判（バイク） 20 〃1

審判（ラン） 11 〃1

審判（トランジェ） 5

2

審判（計測） 2

審判（エイド） 4

スイム 3 長1

バイク 4 〃1

ラン 3 〃1

補給 3

計測・記録 2

救護 4

放送 4

会場施設 1 長1

運輸・駐車場 1 長1

交通規制 3 長1

合　　　　計 111 6

役員長

中央からの派遣数

レースディレクター

チーフ・テクニカル・オフィシャル

審判（フィニッシュ）

中央からの派遣数

中央からの派遣数
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(42)　高等学校野球
役　　員　　名 総数 左　の　内　訳 備　　考

〈硬式〉

総務委員 21 長1　副2 長 1 副 2

進行 4

記録報道 4

放送 2

掲示 4

球場 4

式典表彰 1

補助員担当 3

チーム担当 6

練習会場 4

審判員 24 長1　副2

〈軟式〉

総務委員 15 長1　副1 長 1 副 1 員 1

進行 2

記録報道 4

放送 2

掲示 5

球場 5

補助員担当 2

審判委員 15 長1　副1

合　　　　計 127 6

中央からの派遣数
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